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はじめに 

 

令和５年中の救急自動車による救急出動件数は約 764 万件、搬送人員は約 664 万人

で、救急出動件数、搬送人員ともに集計を開始した昭和 38 年以降、最多を記録した。

また、現場到着所要時間や病院収容所要時間は新型コロナウイルス感染症禍前の令和元

年と比べ延伸しており、個々の救急活動における負担は増大している現状がうかがえる。

今後も、高齢化の進展等による救急需要の増加や、国民の救急業務に求めるニーズの多

様化等により、救急隊の担う役割はより一層大きくなると考えられる。 

このような中、いかにして救急業務を安定的かつ持続的に提供し、救命率の向上を図

るかが近年の救急業務に係る主要な課題となっている。こうした課題に対応するため、

「令和６年度救急業務のあり方に関する検討会」では、①「マイナンバーカードを活用

した救急業務（マイナ救急）の全国展開」、②「増加する救急需要への対策」の２つの

テーマについて検討を行った。①では、令和５年度に整理した「救急隊員が傷病者の医

療情報等を閲覧する仕組みの骨子」に基づき、実証事業や救急隊専用のシステムの構築

など、マイナ救急の全国展開の推進に向け、様々な課題について検討を行ってきた。ま

た、②では、令和５年度の検討を踏まえて、救急自動車の適時・適切な利用の推進（「求

める側」）、救急需要への適切な対応（「応じる側」）、そしてこれらを支える「基盤」に

分けて整理し、検討を行った。 

このほか、消防庁が実施した「救急業務に関するフォローアップ」の結果について報

告を受け、検討した。 

今年度も多岐にわたる検討を行い、救急業務のあり方について多くの成果をまとめる

ことができたものと自負しているが、本検討会で提示された検討すべき課題については、

救急業務の更なる発展のため、今後、各地域において具体化に向けた精力的な議論が行

われることが期待される。 

本報告書が有効活用され、救急救命体制の充実・強化の一助となり、我が国の救命率

の一層の向上につながることを期待している。 

 

令和７年３月 

令和６年度救急業務のあり方に関する検討会 

座長 横田 裕行 
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＜本報告書記載のアンケート結果に関する集計上の留意点＞ 

 

１） 回答率（割合（％））は、小数点第２位を四捨五入して、小数点第１位までを表

記したため、合計が 100にならない場合がある。 

 

２） 各グラフでは、複数回答形式の設問にのみ、「複数回答」と明記しており、回答

形式が明記されていない設問は単数回答形式の設問となる。 

 

３） 複数回答方式の設問では、回答率（割合（％））は回答者総数に対する回答数の

割合を示しており、回答率の合計は 100にならない。同様に回答数の合計は回答

者総数とは一致しない。 

 



 

目的・検討事項・概要 

 

 

令和５年中の救急自動車による救急出動件数は 763 万 8,558 件（対前年比 40 万

8,986件増、5.7％増）、搬送人員は 664万 1,420人（対前年比 42万 4,137人増、6.8％

増）で、救急出動件数、搬送人員ともに集計を開始した昭和 38 年以降、最多を記録

した。また、現場到着所要時間（119番通報を受けてから現場に到着するまでに要し

た時間）は、全国平均で約 10.0分（前年約 10.3分）、病院収容所要時間（119番通報

を受けてから医師に引き継ぐまでに要した時間）は、全国平均で約 45.6 分（前年約

47.2分）となっており、新型コロナウイルス感染症禍前の令和元年と比べ、それぞれ

約 1.3分、約 6.1分延伸している。 

高齢化の進展等による救急需要の増加や、国民の救急業務に求めるニーズの多様化

等への対応を踏まえ、救急業務のあり方について、必要な研究・検討を行い、救急業

務を取り巻く諸課題に対応することを目的として、「救急業務のあり方に関する検討

会」（座長：横田 裕行 日本体育大学大学院保健医療学研究科長、同教授）を設置

し、計３回開催した。 

 

令和６年度救急業務のあり方に関する検討会 検討事項 
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本検討会では、以下の項目について検討及び取りまとめを行い、また消防庁におけ

る取組について報告を受けた。 

 

マイナンバーカードを活用した救急業務（マイナ救急）の全国展開 

・背景・目的 

・今年度の検討 

・マイナンバーカードを活用した救急業務に関する動向 

・システム構築に向けた要件の整理 

・事業効果等の検証 

・今後の方向性 

・まとめ 

 

増加する救急需要への対策 

  ・背景・目的 

・救急安心センター事業（♯7119）の活用 

・転院搬送等での病院救急車や患者等搬送事業者の活用 

・医療との連携 

・日勤救急隊について 

・緊急度判定（トリアージ）の活用、「救急業務」と「緊急性」の関係性の整理 

・救急出動件数・救急搬送人員の将来推計の精緻化 

・まとめ 

 

救急業務に関するフォローアップ（実施報告） 

  ①救急業務の DXの推進等に係る調査・検討 

  ・背景・目的等 

  ・調査・検討の結果 

  ・まとめ（今後の方向性） 

  ②救急業務全般に係るフォローアップ 

  ・背景・目的 

  ・アンケート調査結果 

  ・個別訪問 

  ・まとめ 
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なお、上記の各項目に係る検討内容を踏まえ、全国の都道府県消防防災主管部局、

都道府県衛生主管部局、消防本部、都道府県メディカルコントロール協議会（以下「都

道府県 MC協議会」という。）及び地域メディカルコントロール協議会（以下「地域 MC

協議会」という。）に対しアンケートによる実態調査を行った。 

 

対象別「救急救命体制の整備・充実に関する調査」調査項目 

アンケート項目 
都道府県 

消防防災主管部局 

都道府県 

衛生主管部局 
消防本部 

救急安心センター事業（♯7119）の普及促進 ○ ○ ○ 

傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に

関する基準 
○ ○ － 

転院搬送ガイドライン ○ ○ － 

ICT関連 ○ － ○ 

外国人対応関連 ○ － ○ 

メディカルコントロール体制の構築 ○ ○ － 

衛生主管部局との連携 ○ － － 

消防防災主管部局との連携 － ○ － 

救急ワークステーション － － ○ 

口頭指導・口頭指導の事後検証 － － ○ 

AED関係 － － ○ 

応急手当の普及啓発 － － ○ 

緊急度判定体系の普及のための取組 － － ○ 

脳卒中・循環器疾患に対する対応 － － ○ 

救急資器材 － － ○ 

感染症 － ○ ○ 

 

 

対象別「メディカルコントロール体制等の実態に関する調査」調査項目 

アンケート項目 
都道府県 

MC協議会 

地域 

MC協議会 
消防本部 

メディカルコントロール関係 ○ ○ － 

事後検証 ○ ○ － 

評価指標を用いた PDCAの取組 ○ ○ － 

指導救命士 ○ ○ ○ 

救急救命士の再教育 ○ ○ ○ 

通信指令員等への救急に係る教育・研修 － ○ ○ 

傷病者の意思に沿った救急現場における心

肺蘇生の実施 
○ ○ ○ 
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現状の救急活動における傷病者の情報聴取は、主に口頭にて行われているが、

医療機関選定に必要な既往歴や受診した医療機関名などの情報を、症状に苦しむ

傷病者本人から聴取せざるを得ないことも多い。また、傷病者本人が既往歴や受

診した医療機関名等を失念していることや、家族等の関係者が傷病者の情報を把

握していないこともあり、救急隊が傷病者の医療情報等を正確かつ早期に把握す

るにあたり、課題となっている。 

こうした状況を踏まえ、消防庁では、救急業務の円滑化を目的に、救急現場に

おいて救急隊員が傷病者の健康保険証利用登録済マイナンバーカード（以下「マ

イナ保険証」という。）を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組（以

下「マイナ救急」という。）について、その結果から得られる効果等を検証し、

将来的な本格運用を見据えて課題等を整理してきたところである。 

令和６年度は、運用面の課題を改善したうえで、令和４年度実証実験と同様に

医療機関の協力を得て医療機関専用のシステムを活用し、67 消防本部 660 隊に

よる実証事業を実施するほか、令和５年度に整理した「救急隊員が傷病者の医療

情報等を閲覧する仕組みの骨子」に基づき、令和７年度からの実装に向けて救急

隊専用のシステムを構築するなど、マイナ救急の全国展開の推進に向けて検討を

行った。 

 

高齢化の進展等に伴い救急需要が増大の一途を辿る中、救急業務を安定的かつ

持続的に提供することは、近年の大きな課題となっている。 

新型コロナ禍において、消防機関、医療機関、保健所等の関係機関を含めて業

務がひっ迫し、あらゆる 119番通報に応えて社会のセーフティネットとして機能

を果たしてきた救急資源に過大な負荷がかかったことを踏まえ、令和５年度は、

救急需要の適正化等に関する検討ワーキンググループにおいて、新型コロナ禍に

おける救急ひっ迫時に行われた対応に焦点を当てて検討なされた。 

令和６年度は、令和５年度の検討を踏まえて、救急自動車の適時・適切な利用

の推進（「求める側」）、救急需要への適切な対応（「応じる側」）、そしてこれらを

支える「基盤」に分けて整理し、検討を行った。 
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① 救急業務の DXの推進等に係る調査・検討 

救急出動件数が増加し、救急出動１件あたりの病院収容所要時間が延伸する

など、依然として救急業務は厳しい状況に置かれている。 

こうした中、今後も高齢化の進展、気候変動、感染症の流行等により、救急

需要の増大及び多様化が懸念されるため、救急業務の質の維持等の観点から、

救急隊員の職務環境の整備が重要となっている。  

そこで、救急隊員の労務負担軽減の観点から、各消防本部における救急業務

の DX 技術の導入をより一層推進することを目的として、救急業務に関するシ

ステムを提供する事業者に対する公募を経て、消防本部担当者向け技術カタロ

グを作成することとした。 

 

② 救急業務全般に係るフォローアップ 

救急業務に関する取組状況については、地域によって差が生じていたことか

ら、全国の都道府県及び消防本部を対象として、訪問による救急業務に関する

フォローアップを開始し、平成 29年度から３年間、令和２年度から４年間でそ

れぞれ全国 47都道府県を訪問した。 

その上で、「令和５年度救急業務のあり方に関する検討会」における提言を踏

まえ、引き続き各地域の課題への対応策について継続したサポートが必要であ

り、また、各消防本部における課題や先進事例を共有することにより、諸課題

を解決するための施策につながるヒントが得られ、全国的な救急業務のより一

層のレベルアップを図ることができると思われる。そこで、このことを目的と

して、令和６年度から３巡目として、４年間で全国 47都道府県のフォローアッ

プを実施することとした。 

今年度の個別訪問は、12 府県 39 消防本部での実施となり、それぞれ一定の

成果をあげることができた。次年度以降も、本事業の目的を達成すべく引き続

きフォローアップを実施していく。 
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野 村 さちい   （一般社団法人 「つながる ひろがる 子どもの救急」代表理事 ） 

細 川 秀 一  （公益社団法人 日本医師会常任理事） 

間 藤  卓   （自治医科大学救急医学講座教授） 

山 口 芳 裕  （杏林大学医学部救急医学教授） 

横 田 順一朗  （地方独立行政法人 堺市立病院機構顧問） 

◎横 田 裕 行  （日本体育大学大学院保健医療学研究科長、同教授） 

渡 邊 素 広  （神奈川県健康医療局保健医療部医療整備･人材課 課長） 

 

（オブザーバー） 

中 田 勝 己  （厚生労働省医政局地域医療計画課長） 

 

 

回数 開催日 主な議題 

第１回 令和６年６月 21 日（金） ・今年度の検討の進め方 

第２回 令和６年 11 月 13 日（水） ・今年度の検討状況（中間報告） 

第３回 令和７年２月 21 日（金） ・救急業務のあり方に関する検討会報告書（案） 
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① 委員名簿 

（五十音順）○印はワ－キンググル－プ長 

 

岩 田  太 （神奈川大学法学部教授） 

織 田  順 （大阪大学大学院医学系研究科救急医学教授） 

小 尾 高 史（国立大学法人東京科学大学総合研究院教授） 

金  井  彩  子（大阪市消防局救急部救急課長） 

川 原 省 太（東京消防庁救急部救急管理課長） 

田 中 吉 郎（都城市消防局警防救急課長） 

○間 藤  卓 （自治医科大学救急医学講座教授） 

  山  口  達  也（加賀市消防本部警防課長） 

横 堀 將 司（日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野教授） 

吉 田  剛 （姫路市消防局救急課長） 

和 合 匠 学（札幌市消防局警防部救急課長） 

 

（オブザーバー） 

今 井 秀 紀（社会保険診療報酬支払基金情報化専門役） 

上 田 尚 弘（デジタル庁国民向けサービスグループ参事官） 

河 合 篤 史（厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室長） 

久保田 勝 明（総務省消防庁消防研究センター特殊災害研究室長） 

小 牧 兼太郎（総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室長） 

田 中 彰 子 （厚生労働省医政局参事官（特定医薬品開発支援・医療情報担当）） 

 

 

 

回数 開催日 主な議題 

第１回 令和６年８月８日（木） 

・今年度の取組 

・実証事業 

・検討議題 

第２回 令和６年 10 月 16 日（水） 

・実証事業中間報告 

・検討議題 

・システム開発の進捗状況 

第３回 令和７年１月 21 日（火） 

・実証事業の最終報告 

・システム構築の最終報告 

・検討議題 

・全国説明会、来年度実証事業 
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① 委員名簿 

（五十音順）○印はワ－キンググル－プ長 

 

磯 部  哲 （慶應義塾大学大学院法務研究科教授） 

岩  田    太  （神奈川大学法学部教授） 

金  井  彩  子（大阪市消防局救急部救急課長） 

川  原  省  太（東京消防庁参事兼救急管理課長） 

木  村  昭  夫（国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院救命救急センター顧問、理事長特任補佐） 

桑 島 昭 文（さいたま市保健所長） 

○坂  本  哲  也（公立昭和病院長） 

佐 藤 俊 作（横浜市消防局警防部司令課長） 

鈴  木  知  基（高知県危機管理部消防政策課長） 

土  井  研  人（東京大学大学院医学系研究科救急集中治療医学教授） 

西  塚    至  （東京都保健医療局医療改革推進担当部長） 

西 山 健太郎（神戸市消防局警防部司令課長） 

細  川  秀  一（公益社団法人日本医師会常任理事） 

松 田 宏 樹（国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務局災害医療専門職） 

森  村  尚  登（東洋大学情報連携学学術実業連携機構教授） 

和 合 匠 学（札幌市消防局警防部救急課長） 

 

（オブザーバー） 

久保田 勝 明 (総務省消防庁消防研究センター特殊災害研究室長) 

近 藤 祐 史（厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室長） 

 

開催経緯 

回数 開催日 主な議題 

第１回 令和６年７月 25 日（木） 
・令和５年度の検討結果、令和６年度の検討方針の共有 

・増加する救急需要への対策に関する検討 

第２回 令和６年 10 月２日（水） 
・救急需要予測の精緻化等の状況報告 

・増加する救急需要への対策に関する検討 

第３回 令和７年１月８日（水） ・ＷＧの検討のとりまとめ 
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① 委員名簿 

（五十音順） 

  

伊 藤 重 彦 （北九州市立八幡病院 参与 名誉院長） 

大 西 昌 亮 （札幌市消防局警防部救急課搬送調整担当係長） 

川 原 省 太 （東京消防庁救急部救急管理課長） 

木 村 昭 夫 （国立国際医療研究センター病院救命救急センター顧問、理事長特任補佐） 

木 村 成 寿 （大阪市消防局救急部救急課救急需要対策担当課長） 

久保田 勝 明  （総務省消防庁消防研究センター特殊災害研究室長） 

坂 田 桐 吾 （横浜市消防局警防部司令課システム管理係長） 

作 田   健 （神戸市消防局警防部救急課救急企画係長） 

鈴 木 知 基 （高知県危機管理部消防政策課長） 

西 塚   至 （東京都保健医療局医療改革推進担当部長） 

東   晶 子 （厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室病院前医療対策専門官 ） 

武 藤 淳 一 （国土交通省物流・自動車局旅客課タクシー事業活性化調整官） 

 

回数 開催日 主な議題 

第１回 令和６年８月９日（金） 

・これまでの議論及び今年度の検討事項 

・救急安心センター事業（♯7119）の活用について 

・転院搬送等での病院救急車や民間救急車の活用について 

第２回 令和６年９月 18 日（水） 
・救急安心センター事業（♯7119）の活用について 

・転院搬送等での病院救急車や民間救急車の活用 

第３回 令和６年 12 月 20 日（金） 
・転院搬送等での病院救急車や民間救急車の活用 

・救急安心センター事業（♯7119）の活用 
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第１章 マイナンバーカードを活用した救急業務（マイナ救急）の全国展開に係る検討  

 

「令和６年版 救急・救助の現況」によると、令和５年中の救急自動車による救

急出動件数は 763万 8,558件であり、前年と比べ 40万 8,986件増加し、集計開始

以来、過去最多となった。一方で、現場到着所要時間は全国平均約 10.0分であり、

前年と比べ 0.3 分短縮、病院収容時間は全国平均約 45.6 分であり、前年と比べ

1.6分短縮している。今後も、高齢化の進展等による救急需要の増加や、国民の救

急業務に求めるニーズの多様化等により、救急隊の担う役割はより一層大きくな

ると考えられ、より効率的な救急活動の実施が求められている。  

現状の救急活動における傷病者の情報聴取は、主に口頭にて行われているが、

医療機関選定に必要な既往歴や受診した医療機関名などの情報を、症状に苦しむ

傷病者本人から聴取せざるを得ないことも多い。また、傷病者本人が既往歴や受

診した医療機関名等を失念していることや、家族等の関係者が傷病者の情報を把

握していないこともあり、救急隊が傷病者の医療情報等を正確かつ早期に把握す

るにあたり、課題となっている。  

こうした状況を踏まえ、消防庁では、救急業務の円滑化を目的に、救急現場にお

いて救急隊が傷病者の健康保険証利用登録済マイナンバーカード（以下、「マイナ

保険証」という。）を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組（以下、「マ

イナ救急」という。図表１－１）について、その結果から得られる効果等について

検証し、将来的な本格運用を見据えて課題等を整理してきたところである。 

令和６年度は、運用面の課題を改善したうえで、令和４年度実証実験と同様に

医療機関の協力を得て医療機関専用のシステムを活用し、67消防本部 660隊によ

る実証事業を行うほか、令和５年度救急業務のあり方に関する検討会で作成した

システムの具体的な要件や運用方針等を整理した「救急隊員が傷病者の医療情報

等を閲覧する仕組みの骨子」に基づき、令和７年度からの実装に向けて救急隊専

用のシステム（以下、「マイナ救急システム」という。）の構築を行った。 

本ワーキンググループでは、救急隊が救急現場でより効果的に活用することが

出来るよう、令和６年度の取組の進捗報告と合わせ、マイナ救急の全国展開の推

進に向け、様々な課題について検討を行ったところである。 

 

図表１－１ マイナ救急の概要 
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救急業務において救急隊が傷病者のマイナ保険証を活用し、救急隊の専用端末

などを用いて、「オンライン資格確認等システム」から傷病者の医療情報等を閲覧

することで、より円滑な救急活動が全国で可能となる環境を整備するため、令和

６年末に実装するマイナ救急システム構築後の運用に関する検討を行う必要があ

ることから、令和５年度に引き続き、ワーキンググループを設置することとした。  

本ワーキンググループの構成は、主に救急医療、マイナンバー制度、法律分野の

学識経験者、消防本部を委員とし、厚生労働省、社会保険診療報酬支払基金、デジ

タル庁、総務省等の関係機関がオブザーバーとして参加した（図表１－２）。 

 

図表１－２ ワーキンググループの設置 

マイナンバーカードを活用した救急業務（マイナ救急）の全国展開に係る検討ワーキンググループ 

開催日時 第１回 令和６年８月８日（木） 

第２回 令和６年 10月 16日（水） 

第３回 令和７年１月 21日（火） 

検討項目 ①マイナ救急システム構築について 

 ・オンライン資格確認等システムの改修 

 ・画面遷移全体図 

②検討議題について 

・救急現場活動時間の短縮 

・意識不明者への対応 

・救急隊と医療機関で同じ画面の共有 

・通信回線の安定性 

・国民への広報・周知 

・セキュリティ対策の策定 

・導入手順書の策定 

・端末要件の確定 

・他の救急業務システムとの連携 

・オプトアウトの方法 

・４情報検索機能 

③令和６年度実証事業について 

 ・事業概要 

 ・実証事業実施結果 

④マイナ救急の今後のスケジュール 
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令和４年度の実証実験の結果、マイナ救急は、特に高齢者、聴覚等の障がいの

ある人、認知症、意思疎通困難者等の情報提供に困難を伴う傷病者への対応にお

いて、傷病者の負担軽減、正確な情報取得、傷病者の病態把握などの観点から一

定の効果を確認することができた。一方で、マイナ救急実施事案における平均の

現場滞在時間が、通常の救急活動における現場滞在時間に比べて延伸しており、

運用方法等の改善や機器の改良等を行う必要があること、実証実験では傷病者の

同意を得た上で医療情報等を閲覧することとしていたが、情報提供が困難な意識

のない傷病者にも、本事業の有用性が高いと考えられるため、傷病者本人の同意

を不要とすることができないか検討する必要があることなどの課題が提起され

た。 

この点を踏まえ、令和６年度実証事業を行うにあたっては、閲覧権限を救急救

命士から救急隊員へ拡充し、同意取得を書面から口頭で取得可能とするほか、傷

病者の生命・身体の保護が必要であり、かつ、同意取得困難時に限り同意不要で

医療情報の閲覧を可能とするなど、運用面の課題を改善したうえで、令和４年度

実証実験と同様に医療機関の協力を得て医療機関専用システムを活用し、67 消

防本部 660隊による実証事業を行うこととした。 

また、並行して救急現場での操作性に優れたマイナ救急システムを令和７年３

月に構築したところであり、全国の各消防本部においてマイナ救急システムを活

用した実証事業を令和７年度に行うにあたり、令和６年度実証事業を踏まえた改

善点やマイナ救急システムにおける救急現場滞在時間のシミュレーション等、検

討議題について調査研究を実施することとした。 

なお、令和６年度実証事業の総括については「５ 実証事業の総括」で詳述す

る。 
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マイナ救急に関する政府の方針としては、令和６年６月 21 日閣議決定「経済

財政運営と改革の基本方針 2024」及び同日閣議決定「デジタル社会の実現に向け

た重点計画」、令和６年６月４日閣議決定「統合イノベーション戦略 2024」にお

いて、2025年度に全国展開を推進することとしている。 

 

マイナンバーカードの交付枚数は令和６年 12 月末時点で約 9,631 万枚、健康

保険証としての利用登録数は約 8,066万枚となっている。 

 

令和４年度実証実験、令和６年度実証事業で救急隊が利用したシステムは、既

存の医療機関専用のシステムであったため、デスクトップパソコンやノートパソ

コンを使う前提であること、一般アカウント（受付時）と閲覧アカウント（閲覧

時）に分かれて役割分担されており、救急隊は２回ログインする必要があること、

閲覧する対象者を一覧から選ぶ必要があること等、閲覧までのプロセスが必ずし

も救急業務に適していなかったことから、結果として現場滞在時間の延伸につな

がった。 

そのため、昨年度報告書で整理した「救急隊員が傷病者の医療情報等を閲覧す

る仕組みの骨子」に基づき、救急業務を念頭においたマイナ救急システムを令和

７年３月に構築したところであり、今後は実践的な活用が期待される。 

マイナ救急システムの主な特徴は以下のとおり。 

 

・AWS(アマゾンウェブサービス)によるクラウドサービス 

・消防本部単独による運用 

・救急時医療情報（救急用サマリー）及び全量版（通常版の全情報）を閲覧 

・閲覧する情報は端末に保存できない仕様 

・タブレット端末を前提とした視認性が高い画面設計とし、簡易的な手順で閲覧 

・マイナ保険証スキャン後、当該傷病者の基本情報を即時表示 

・生命・身体の保護の必要があり、かつ、同意取得困難時に限り、同意なしで閲覧 

・傷病者本人が閲覧履歴を自身のマイナポータルで確認可能（消防本部単位） 

・マイナンバーカードの 12桁のマイナンバーを使用しない 

・傷病者本人の暗証番号入力は原則不要（目視確認できない場合に限り必要） 

 

具体的な閲覧プロセスは次ページのとおり（図表１―３）。 
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図表１－３ マイナ救急システムのフロー 

１．システム利用開始画面 

 

【ポイント】 

・VPN回線利用時のみ接続可能 

 ※IPsec+IKE 

・電子証明書の認証後に接続可能 

 

２．ログイン画面 

 

【ポイント】 

・救急隊員ごとに ID／パスワードを設定 

・ログイン後、30分間未操作で自動切断 

・二要素認証の情報を登録 

令和７年度実証事業では、端末ログイン時に ID／

パスワードに加え、物理キーを使用 
 

３．メニュー画面 

 

【ポイント】 

・マイナ救急を速やかに実施できるよう現場

到着までにメニュー画面を開いておく等、工

夫することが望ましい 

４．同意取得・本人確認 

 

【ポイント】 

・同意情報の選択、登録 

原則、本人から口頭で同意を得る 

同意取得困難時に限り同意なしで閲覧可能 

・原則、目視確認（デフォルトで選択済） 

目視確認できない場合は傷病者に暗証番号を入力

してもらう 

・マイナ保険証を読み取り５へ 

４’本人確認（暗証番号） 

 

【ポイント】 

・目視確認できない場合に限る 

・傷病者にタブレット端末を渡し、本人が暗

証番号を入力し、入力後は救急隊員にタブレ

ット端末を返却 
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５．傷病者情報確認画面 

 

【ポイント】 

・券面情報が即時表示される 

・「救急隊用医療情報閲覧」押下で医療

情報を閲覧可能 

６．情報閲覧 

 

【ポイント】 

・３つの情報が別ウインドウで表示 

救急用サマリー 

診療／薬剤情報 

特定健診情報 

※該当ない場合は表示されない 

 

マイナ救急の令和７年度実証事業に向けて、特に、令和６年度実証事業に参加

していない消防本部に対して、マイナ救急の事業概要・効果を説明し、マイナ救

急の円滑な導入と全国展開の推進につなげるため、令和６年 10月 28日に都道府

県及び全消防本部を対象に説明会を実施した。質疑については、多岐にわたった

ため、内容を整理したうえで同年 12月 10日に FAQを作成し、YouTube 配信によ

り説明、フィードバックしている（図表１－４）。 

 

図表１－４ 主な質疑応答 
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① 救急時医療情報閲覧 

令和６年 12 月にオンライン資格確認等システムに救急時医療情報閲覧機能

が実装され、病院において、患者の生命・身体の保護のために必要な場合、マ

イナ保険証による本人確認を行うことによって、患者の同意取得が困難な場合

でも、レセプト情報に基づく医療情報等が閲覧できるようになった（図表１－

５）。 

また、現行のオンライン資格確認等システムで通常表示可能な診療／薬剤情

報に加え、患者の基本情報・医療情報等が集約された救急用サマリーの閲覧が

可能となった。 

なお、４情報（①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所）、被保険者番号等情報に

よる本人確認での閲覧機能も段階的にリリース予定となっている。 

 

図表１－５ 救急時医療情報閲覧機能の概要 

 
 

② 電子カルテ情報共有サービス 

電子カルテ情報共有サービスとは、全国の医療機関や薬局で患者の電子カル

テ情報を共有するための仕組みである（図表１－６）。 

医療 DX の推進に関する工程表（令和５年６月２日 医療ＤＸ推進本部決定）

において、電子カルテ情報の標準化等について、３文書６情報※の共有を進め、

順次、対象となる情報の範囲を拡大していくこととしており、令和７年度中の

本格稼働に向けてモデル事業を進めているところ。 

※３文書 健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー 

６情報 傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症、 

検査(救急、生活習慣病に関する項目)、処方情報(診療情報提供書) 
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図表１－６ 電子カルテ情報共有サービスの概要 
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本ワーキンググループでは、主にマイナ救急の運用課題にかかる 11項目につい

て、令和６年度実証事業の進捗状況等を踏まえ、令和７年度実証事業で改善する

項目として様々な角度から検討を進めてきた。 

検討結果の概要は以下のとおり（図表１－７）。なお、各項目の詳細については

後述する。 

 

図表１－７ 検討結果の概要 

 

 

① これまでの経緯 

令和４年度実証実験では、マイナ救急実施事案と令和３年度未実施事案で活

動時間が６分 29秒延伸したほか、令和６年度実証事業では、同意の取得方法を

書面から口頭に改める等、運用面の課題を改善したものの、マイナ救急実施事

案と未実施事案で活動時間が２分 9秒延伸する結果となった。 

これは３（３）で説明したとおり、これまでの実証で救急隊が利用したシス

テムは、既存の医療機関専用のシステムであったため、閲覧までのプロセスが

必ずしも救急業務に適していなかったことが主な原因と考えられる。 

令和７年３月に構築したマイナ救急システムは、救急隊員が利用することを

念頭にユーザビリティや閲覧プロセスについて大幅に改善したものであるが、

現場運用に適したシステムとなっているかどうか、定量的に測定し、マイナ救

急の効果を見える化する観点から、同一の事案について、①主に口頭聴取によ

る通常の救急活動を実施した場合と②マイナ救急を活用した救急活動を実施

した場合を比較するため、消防本部の協力を得てシミュレーションを実施する

こととした。 
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② マイナ救急システム（モックアップ）によるシミュレーション 

ア 概要 

マイナ救急システム（モックアップ）を活用したマイナ救急活用事案と未

活用事案（通常の救急活動）を比較し、マイナ救急の効果の見える化を行う

ことを目的に、令和６年度実証事業に未参画の消防本部からも協力を得て、

計３本部においてマイナ救急のシミュレーションを行った。 

 

イ 実施本部と実施日時 

①川口市消防局（令和６年度実証事業未参画消防本部） 

実施日時：令和６年 12月 17日（火）13時 00分から 17時 00分まで 

②都城市消防局（令和６年度実証事業参画消防本部） 

実施日時：令和６年 12月 19日（木）13時 00分から 17時 00分まで 

③前橋市消防局（令和６年度実証事業参画消防本部） 

実施日時：令和６年 12月 25日（水）13時 00分から 17時 00分まで 

 

図表１－８ シミュレーションの様子 

   

 

ウ 想定シナリオ 

【１ 腹痛】 

・通報日時 

 訓練実施日の 13 時頃 

・通報内容 

「70 歳代女性、自宅にお

いて腹痛が出現。様子を

みていたが症状が改善し

ないため救急要請」と家

族からの通報。 

・救急隊現場到着時 

会話は可能であり、医療

情報全てを自身で説明す

ることができる。痛みに

間隔があり、歩行も可能。 

【２ 意識障害】 

・通報日時 

 訓練実施日の 14 時頃 

・通報内容 

「80 歳代女性、呼びかけ

に反応がないとのことで

救急要請」と家族からの

通報。 

・救急隊現場到着時 

自宅の布団に仰臥位。呼

吸はあるが、大きな声や

身体のゆさぶりで開眼す

るが会話はできない状

況。 

【３ 情報が不明確で病

院選定に苦慮した事例】 

・通報日時 

 訓練実施日の 15 時頃 

・通報内容 

「50 歳代女性、意識朦朧

とのことで救急要請」と

一緒にいた友人からの通

報。 

・救急隊現場到着時 

自宅内の床の上に仰臥

位。呼びかけに開眼する

が、会話のやり取りがか

み合わない状態。 
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エ シミュレーション結果 

【１ 腹痛】 

 

【２ 意識障害】 

 

【３ 情報が不明確で病院選定に苦慮した事例】 
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オ 総括 

想定シナリオのもと行ったシミュレーションの結果から、いずれのシナリ

オにおいても、マイナ救急を活用することで、病院連絡までの時間短縮に一

定の効果があったことが確認できた。 

意識障害があり、情報が取得できないケースはもちろん、意識清明で傷病

者が自身の医療情報を全て説明できるケースであっても、マイナ救急を活用

することで救急現場活動時間の短縮が期待できる結果となった。 

 

カ 短縮要因の分析 

マイナ救急システムでは、閲覧に要する手順が簡素化され、医療情報等を

迅速に入手可能することができた。シミュレーションにおいては、事前のロ

グイン作業を出動中に済ませる工夫をすることで、現場での閲覧に要する時

間は 30秒～１分程度となり、活動の流れを止めることなく閲覧できた。 

通常の活動では、傷病者や関係者から４情報、医療情報等を口頭聴取し、

隊員間で共有し、情報を集約するのに時間を要するが、マイナ救急で正確な

情報を閲覧できれば、情報収集・共有・集約の作業が削減でき、車内収容を

行う前に病院連絡に必要な情報が収集できたことなどから活動時間の短縮

につながったのではないかと考えられる。 

また、通常の活動では、傷病者や関係者からの情報を踏まえ、あらゆる疾

患の可能性を疑い、消去法的にすべての選択肢を一つずつ消去していくため

に、様々な情報収集・観察・処置を行うのが一般的である。この点、マイナ

救急で医療情報等の確定的な情報を活動初期から入手することで、特定の疾

患について情報収集・観察・処置を行うなどの優先順位をつけた活動を実施

することができ、活動時間を短縮につながったのではないかと考えられる。 

実際に、シミュレーションの想定シナリオ３では、傷病者に意識障害がみ

られたことから、その原因について、様々な疾患が想定されたが、マイナ救

急により得られた既往歴等の情報を踏まえて観察を行った結果、意識障害の

原因がてんかんである可能性が高いと判断できたため、他の原因を確認する

ための情報収集・観察・処置、例えば、糖尿病による意識障害を判別するた

めの血糖値測定などを実施せず、優先順位をつけた活動が実施できた。 

 

キ 救急隊員からの主な声 

・口頭での聴取した情報とマイナ救急で取得した情報と整合性が取れて、

確実な情報が入手できた。モックアップであるが、令和６年度実証事業

とは断然に違い、今のスピードであれば、活用できると思う。 

・新しいシステムになったことで、情報閲覧までの時間が早くなっている。

状況によっては、現場で活用することで早いタイミングで適切な処置を
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行えるようになるため、有用であると考える。受診している医療機関が

分かるというのは搬送先医療機関との調整に役立つ。 

・マイナ救急で既往歴を確認できたことで、意識障害の原因となる病態を

推測できたため、合理的な活動に繋がった。また、病院選定に際しても

客観的事実をもって説明することができるので、自信を持った活動に繋

がった。 

・タブレットを現場に持っていく（搬送時も同様）際にはショルダースト

ラップがあるとよい。（資器材の破損事故防止、救急隊員の両手が空く） 

・マイナ救急は分からないことが分かる、非常に有用なシステムと感じた。

まずは市民にマイナ保険証を持ってもらうことが大事であると感じる。 

 

人定等の情報が必須でない現行の救急業務において、救急隊が所持品確認を行

うことは、現状、法的根拠がなく整理すべき課題が多い。 

この点、マイナ救急の効果にも直結するため、警察官が所持品検査を行うこと

が許容されていることを参考に、所持品確認を実施すべきかどうかについては、

現場の救急隊のニーズは一定数あるものの、救急業務における必要性、実施によ

り期待される効果とリスク、救急に対する国民の期待などを勘案した多角的な検

討が必要であり、マイナ救急の進捗に応じて引き続き、慎重に検討することとし

たい。 

 

図表１－９ 救急隊と警察官の根拠法の比較 

 

 

図表１－10 実証事業おけるアンケート結果（手荷物等を捜索する運用について） 

 

22



 

 

救急隊と医療機関の申し合わせなどの連携の効率化のため、マイナ救急で救急

隊が閲覧する情報は、医療機関が閲覧する救急用サマリーとする。また、機能と

しては情報全量を閲覧できる機能も具備する。 

 

図表１－11 救急用サマリー 

 

 

通信回線の安定性（安定して通信可能か）については、１分１秒を争う救急隊

にとっては、マイナ救急システムから迅速かつ円滑に情報を取得する必要がある

ため、サービスやコストも含め、改善点がないか分析を進め、検証を行った。 

令和６年度実証事業においては、MVNO（Mobile Virtual Network Operator(仮

想移動体通信事業者）)である IIJ の通信環境により実施したが、アンケート結

果では、約７割が「通信環境に（かなり／少し）問題があった事例があった」と

回答している。 

 

図表１－12 実証事業おけるアンケート結果（通信環境について） 
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実際に、実証事業用タブレット端末等でインターネット通信側を測定したとこ

ろ、IIJ（MVNO）は 15～23Mbps、SoftBank（MNO）は 40～45Mbps（ダウンロード）

と顕著な差が出ており、令和７年度実証事業においては、MNO回線による通信環

境を設けることとし、通信環境の改善を図ることとする。 

 

マイナ救急は傷病者のマイナ保険証が必須となる。マイナ救急の全国展開の推

進にあたり、その効果を最大限に発揮できるよう、マイナ保険証の携行について、

広く国民に対して広報活動を実施する。 

具体的には、令和７年１月末を目途にマイナ救急の認知度向上を目的としたシ

ョートムービー（図表１－13）を作成し、SNS（YouTube、消防庁 X等）で広報を

行うとともに、全国の消防本部、都道府県等と連携し、地域住民へ積極的に広報

するよう働きかけを積極的に行う。令和７年度の全国展開の推進に併せて、政府

広報、ポスター、広報誌等により、国と自治体とで連携した広報を実施する。 

 

図表１－13 マイナ救急認知度向上ショートムービー 

サムネイル画像 

https://youtu.be/m2lvbyoA8kA 

 

ＱＲコード 

 

 

マイナ救急の実施にあたっては、セキュリティ対策として、医療機関側のオン

ライン資格確認等システムと同様、「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」に準拠し、令和５年度に行ったセキュリティアセスメントの結果を基

に、消防本部向けのセキュリティガイドラインや安全対策規程例を新たに作成し、

各消防本部へ提供したところである（図表１－14）。 

消防本部のシステム管理者や情報閲覧者（救急隊員）が理解しやすいよう、基

本方針や対策手順書を別葉で作成し、目次構成を統一、文書間の移動（他文書参

照）を最小限にするよう一部重複させて記載したほか、医療機関と異なり端末を

屋外に持ち運ぶという点を考慮し、MDM（「Mobile Device Management（端末を遠

隔で管理するツール））の搭載等、紛失・盗難等への対策を追加するなど、わか

りやすい形で各消防本部（ユーザー）に遵守を求めることとしている。 
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図表１－14 消防本部向けのセキュリティガイドライン等の概要 

 

 

 

マイナ救急導入時の導入作業や運用準備※1に関する文書として、導入手順書

を作成するほか、マイナ救急導入後の定常的な運用及び管理※2に関する手順に

関する運用手順書を作成し、各消防本部に提供したところである。 

※１ 導入作業：回線発注、端末調達、ソフトウェア調達、利用手続き 等 

運用準備：利用者アカウントの設定、利用者に対する周知  等 

※２ 定常的な運用：端末・システムへのログイン、救急業務利用時の手順 等 

定常的な管理： アカウントの種類と申請方法、各種ログの確認方法 等 

 

マイナ救急に利用する端末要件は、厚生労働省が公表している医療機関・薬局

向けオンライン資格確認等システムの「資格確認端末の満たすべき要件」を参考

としている。救急現場において利用することを考慮し、可搬性の優れたタブレッ

ト端末を採用することとしており、OSが Windows対応であること、SIMフリーで

あることが前提となっており、導入手順書で示すこととした。 

 

図表１－15 令和６年度実証事業で使用したタブレット端末 

 

 

 

 

 

 

 

  

LZ-WC08/W2 
（8インチ） 
ロジテック社 

LZ-WB10H/W1 
（10インチ） 
ロジテック社 

STYLISTIC 
Q5011/NB 

（10インチ） 
富士通社 
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① 端末の共有化について 

マイナ救急システムは、AWSのクラウドサービスとして構築されており、オン

ライン資格確認等システムへアクセスし、傷病者の医療情報を取得するものであ

る。そのため、利用可能 OS はオンライン資格確認等システムと同様に Windows

のみとなっている（Androidや iOSは利用対象外）。 

一方で、既に Androidや iOS、Windows のタブレットを導入して救急 DXに取り

組んでいる消防本部も多い。 

そこで、救急隊が現場に持参するタブレット端末を極力１台にすることを目的

に、マイナ救急で使用する端末を用いて、消防本部が利用しているサービスを利

用することができないか検討してきたところである。 

この点、医療機関ではオンライン資格確認等システムで他アプリケーションを

使用する際は利用者の責任にて使用していることに鑑み、マイナ救急においても、

医療機関側の責任分界と同様に、マイナ救急で使用する端末を用いて、他アプリ

ケーションの使用することは利用者（消防本部）の責任・判断にて行うことを妨

げないものと整理した。 

令和７年度は実証事業においては、マイナ救急で使用する端末を用いて、各消

防本部における他のウェブサービス及びアプリケーション等の利用を許容する

とともに、利用状況や問題の発生有無等を消防庁で把握することとする。 

 

② 他システムとのデータ連携について 

消防 OA システム及び救急支援システムを検討対象として、オンライン資格確

認等システムにて出力可能な項目を整理し（図表１－16）、出力可能な項目を連

携した際の業務的な効果を引き続き精査することとする。 

 

図表１－16 オンライン資格確認等システムからの出力可能項目 
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マイナ救急で取り扱う医療情報は要配慮個人情報であり、個人情報保護法上は

閲覧の都度、本人の意思確認を行うことが原則であることから、オプトアウト（事

前に閲覧拒否の意思表示を行うこと）の対象にはなっていない。一方で、法制上

の例外として、意識不明等で医療情報閲覧に係る同意の有無を意思表示できない

場合であっても、生命・身体の保護が必要である場合は、救急隊員は必要に応じ

て本人の同意なしに医療情報を閲覧できるため、医療情報を閲覧されたくない傷

病者に、一定の配慮を行うことについて検討してきた。 

令和６年度実証事業においては、同意なしで救急隊が医療情報を閲覧した場合、

傷病者本人が事後でもその旨を把握できるよう、実施手順に盛り込んだところで

ある（図表１－17）。 

令和７年度実証事業においても、引き続き実施手順に盛り込み、医療情報を閲

覧されたくない傷病者に一定の配慮を行う。 

 

図表１－17 令和６年度実証事業で使用した別紙３（医療情報の確認） 

 

 

マイナ救急における基本４情報（氏名・生年月日・性別・住所等）による検索

機能については、マイナ救急が広く利用可能となる一方で、マイナ保険証が手元

になくても医療情報を参照できてしまう状況になる等のセキュリティリスクの

増加、医療情報の閲覧手順が２通りになる等の運用手順の煩雑化等の懸念がある

ため、医療機関における４情報等による検索機能の実施状況を確認しながら、令

和７年度実証事業で消防本部のニーズを確認し、引き続き検討する。  
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① 実証事業実施消防本部 

令和５年 12 月８日に全国の消防本部に対して公募を行った。消防本部が管

轄する市町村の規模、マイナンバーカードの普及状況、市長部局との連携協力

体制、医療機関との連携体制等を踏まえ、応募のあった 67 消防本部 660 隊全

てで実施することとした（図表１－18）。 

 

図表１－18 実証事業実施消防本部概要 

*マイナンバーカード交付枚数率について

は、令和６年５月末時点の数値 
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② 実証事業実施手順 

本実証事業は以下の手順（図表１－19）に従って実施した。 

・ 実証事業実施救急隊（以下「実施救急隊」という。）は、搬送先医療機関の

選定に資する情報を聴取する際、傷病者等にマイナンバーカードの所持及び

健康保険証利用登録の有無を確認する。 

・ 傷病者のマイナンバーカードの所持及び健康保険証利用登録が確認できた

場合、実施救急隊は、マイナンバーカードの券面に掲載された顔写真と本人

を目視で確認し本人確認を行う。 

・ 救急隊員が傷病者の医療情報を確認することについて、実施救急隊は、口

頭で本人同意を行う。また、意識不明等の場合は同意不要として情報閲覧を

可能とする。 

・ 実施救急隊は、資格確認端末から医療機関の選定等に資する情報を取得し、

それらの情報を基に適切な医療機関の選定や応急処置等を行う。 

 

図表１－19 本実証事業実施手順のイメージ 
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③ 実証事業対象事案 

実証事業対象事案は、実証事業期間中に実施救急隊が出動する全救急事案と 

した。なお、下図のとおり、救急隊の活動フローチャート（図表１－20）を策

定し、要件を満たさない事案については実証事業の対象外とした。 

 

図表１－20 救急隊の活動フローチャート 
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① 実証事業対象事案の集計結果 

 

図表１－21 実証事業対象事案集計結果 

 

実証事業実施期間中救急搬送件数は 159,492件であり、救急隊の活動フロー

チャートに基づき、オンライン資格確認等システムにて傷病者のデータ閲覧ま

で至った件数は、11,398件であった（図表１－21）。 

また、マイナ保険証を所持している傷病者のうち、９割以上がデータの閲覧

に同意していたという結果であり、今後、マイナンバーカードの携行や健康保

険証の利用登録が進めば、更なる活用が見込まれることが期待される。 

 

 

 

② 未実施の理由 

 

図表１－22 未実施となった理由の内訳 

 
 

未実施の理由として最も多くあがったのは、傷病者の「マイナカードの不所

持」（73.8％）で、続いて「保険証登録の未実施」（13.8％）となっており、マ

イナ救急が実施できなかった理由の 87.6％を占めている（図表１－22）。 

 

 

 

 

（※不搬送事案含む） 

N=148,094 

（※不搬送事案を含む） 

31



 

③ マイナンバーカードの入手方法 

 

 図表１－23 マイナンバーカードの入手方法 

 

実施事案におけるマイナンバーカードの入手方法は、「救急隊員説明のもと傷

病者本人から入手」が 53.3％、「関係者（友人・家族・施設管理職員等）から

入手」が 34.3％となった。「関係者（友人・家族・施設管理職員等）からの入

手」のうち、本人の同意なしで入手した 5.3％については、傷病者が高齢者（65

歳以上）の方や意識障害のある方の事案が該当した（図表１－23）。 

 

④ マイナンバーカードの入手方法 

 

図表１－24 情報閲覧した場所 

 

実施事案においてマイナンバーカードを活用しオンライン資格確認等シス

テムの情報閲覧をした場所をみると、「救急車内」（「車内収容後から現場出発

までの間」および「医療機関への搬送中」）での活用が大半を占めた。本実証

事業実施にあたり、オンライン資格確認等システムを閲覧する際は、機微な

情報を扱うことから「衆人環視の中でアクセスは行わず、救急車内等の閉鎖

的空間へ移動後にアクセスすること。」と定めたことが影響していると考えら

れる（図表１－24）。 

 

 

 

 

※複数回答項目 N=12,048 

N=11,398 
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⑤ 年齢区分別の搬送人員 

 

図表１－25 年齢区分別の搬送人員 

実施事案の搬送人員を年齢区分別にみると、最も多いのは「65 歳以上」

（62.6％）であり、続いて「成人」（30.9％）、「乳幼児」（3.4％）となっている

（図表１－25）。 

 

家族類型 

 

図表１－26 家族類型 

 
実施事案における傷病者の家族類型を見ると、「65歳以上の夫婦のみ」（24％）

および「独居」（20％）が全体の約 4割を占めており、「それ以外の家族」（２

世帯等を含む）は 51％であった（図表１－26）。 

【年齢区分の定義】 

001：新生児（生後 28日未満の者） 

002：乳幼児（生後 28日以上満７歳未満の者） 

003：少年（満７歳以上満 18歳未満の者） 

004：成人（満 18 歳以上満 65 歳未満の者） 

005：高齢者（満 65 歳以上の者）【前期高齢者（65 歳以上 74 歳未満） 後期高齢者（75 歳以上）】 

N=11,398 

N=11,398 
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傷病者の意識レベル 

 

図表１－27 傷病者の意識レベル

 

 

本実証事業における傷病者の意識レベルを見ると、「0：意識清明」（74.0％）

最も多かった（図表１－27）。 

 

【意識レベル（JCS)定義】 

0：意識清明  

Ⅰ：刺激しないでも覚醒している状態 

-Ⅰ-1：だいたい清明であるが、今ひとつはっきりしない 

-Ⅰ-2：見当識障害がある（場所や時間、日付が分からない） 

-Ⅰ-3：自分の名前、生年月日が言えない 

Ⅱ：刺激で覚醒するが、刺激をやめると眠り込む状態 

-Ⅱ-10：普通の呼びかけで容易に開眼する 

-Ⅱ-20：大きな声または体を揺さぶることにより開眼する 

-Ⅱ-30：痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すことにより開眼する 

Ⅲ：刺激しても覚醒しない状態 

-Ⅲ-100：痛み刺激に対し、払いのける動作をする 

-Ⅲ-200：痛み刺激に対し、少し手足を動かしたり、顔をしかめたりする 

-Ⅲ-300：痛み刺激に反応しない 

N=11,398 
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⑧ 傷病者の特性 

 

図表１－28 傷病者の特性 

 

実施事案における傷病者の特性は、「高齢者（65歳以上）」が最も多く、続い

て「お薬手帳不携行」、「意識障害のある方」となった（図表１―28）。 

 

 

⑨ 救急隊判断緊急度 

 

図表１－29 救急隊判断緊急度 

実施事案における傷病者の救急隊判断緊急度をみると、「緊急」は 8.3%、「準

緊急」は 91.6％であった（図表１－29）。 

 

 

 

※複数回答項目 N=14,737 

N=10,087 
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⑩ 閲覧状況・閲覧情報の検証 

実施事案におけるオンライン資格確認等システムの閲覧状況および閲覧し

た項目の結果は、以下の通りとなった。 

 

ア 診療/手術の閲覧項目および閲覧の状況 

図表１－30 診療/手術の閲覧状況 

診療/手術の閲覧項目の上位は、「資格情報（年齢・性別）」に次いで「受診

歴（かかりつけ医を判断するための情報）」であった（図表１－30）。 

 

イ 薬剤情報の閲覧項目および閲覧の状況 

図表１－31 薬剤情報の閲覧状況 

薬剤情報の閲覧項目の上位は、「投薬情報」に次いで「資格情報（年齢・

性別）」であった（図表１－31）。 

 

ウ 特定健診情報の閲覧項目および閲覧の状況 

図表１－32 特定健診情報の閲覧状況 

特定健診情報の閲覧状況については、特定健診情報が無かったという回

答が最も多かった（図表１－32）。 

※複数回答項目 N=11,388 

※複数回答項目 N=11,388 

※複数回答項目 N=11,388 
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⑪ 救急活動時間に及ぼす影響 

 

図表１－33 救急活動時間に及ぼす影響（累計） 

比較対象 
データ 

件数 

現場到着 

～傷病者接触 

傷病者接触 

～車内収容 

車内収容 

～現場出発 

総計 

（現場到着 

～現場出発） 

平均値 平均値 平均値 平均値 

①令和４年 実証事業（累計） 9,599  1分 14秒 7分 1 秒 10 分 51 秒 19 分 5秒 

  (1)実施事案 254  0分 55秒 5分 48秒 16 分 43 秒 23 分 25 秒 

  (2)実施不可事案 9,345  1分 14秒 7分 3 秒 10 分 41 秒 18 分 58 秒 

②令和５年 256,198  1分 17秒 6分 11秒 12 分 20 秒 19 分 49 秒 

③令和６年 実証事業（累計） 129,191  1分 16秒 5分 53秒 11 分 20 秒 18 分 29 秒 

  

(1)実施事案 11,398  1分 7 秒 5分 46秒 13 分 37 秒 20 分 29 秒 

(2)実施不可事案 148,094  1分 17秒 5分 54秒 11 分 9秒 18 分 20 秒 

差分（③(1)－①(1)）  0分 12秒 ▲0分 2 秒 ▲3分 6 秒 ▲2分 56 秒 

差分（③(1)－②） ▲0分 10 秒 ▲0分 25 秒 1分 17秒 0分 40秒 

 

③の令和６年実証事業(1) 実施事案と、①令和４年実証実験（1）実施事案、

及び②令和５年の「現場到着～現場出発」の平均値を比較すると、③(1) – ①

（1）については２分 56秒短縮しており、③(1) – ②は 40秒延伸した。これ

は、通常の救急活動に加え、マイナ救急の説明・端末操作などの手順が加わ

ったため時間が長くなっているが、令和４年度実証実験の手順より、今回の

実証事業で手順を簡略化した効果が出ていると考えられる（図表１－33）。 

 

⑫ 本実証事業の総括 

本実証事業において、傷病者の医療情報を閲覧した事案は本実証事業の全事

案のうちの 7.1％に限られた。しかし、これは「マイナンバーカード不所持」

や「保険証利用未登録」が、未実施事案とすると判断した理由の約 9割を占め

ていることが影響している。今後、マイナ保険証利用登録率が向上し、さらに

住民がマイナ保険証を日常的に携行するようになることで、マイナ救急全国展

開に向けてより活用機会が増加することが期待される。社会実装に向けては、

マイナンバーカード交付率及び保険証の利用登録率の向上に加えて、日常的な

携行の必要性を周知・広報を継続的に行い、住民の理解を得ていくことが重要

である。 

  

37



 

 

令和７年２月 21 日に全 720 消防本部による令和６年度実証事業参加救急隊

660隊及び新規参加救急隊 4,674隊の計 5,334隊で実証事業を行う通知を発出し

たところである（図表１－34）。 

令和６年度実証事業参加救急隊については、既に資器材が整っているため、４

月以降、準備が整った消防本部から順次開始する。残りの隊は、資器材の調達ス

ケジュールを勘案したうえで、４月中に具体的な開始時期を改めて決定する。 

 

図表１－34 実証事業の方向性 

 

 

マイナ救急は新規施策であり、中長期的なビジョンを実施主体である消防本部

と共有することが極めて重要である（図表１－35）。短期的には、今後行う全消

防本部による実証事業を通じて、マイナ救急の認知度向上を中心に全国展開を推

進する。中長期的には、現場の意見を聴きつつ、時代のニーズに合った、実用的

かつ最適なシステムとなるよう検討を進める。最終的には、全国どの救急車でも

マイナ救急を実施でき、国民がそのメリットを享受できる環境づくりを国が後押

しする。 

 

図表１－35 マイナ救急の中長期的ビジョン 
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マイナ救急実装により、オンライン資格確認等システムに救急隊、医療機関双

方がアクセス可能となる環境が構築されることとなる。 

救急隊と医療機関がオンライン資格確認等システム経由で情報連携できる環

境を新たに構築し、傷病者の搬送のみならず、治療開始までの時間を短縮できる

仕組みを構築することについて、今後、実現可能性、メリット及びデメリット、

救急隊が行う意義等を厚生労働省と連携しながら整理する。 

 

図表１－36 アンケート結果（医療機関との情報連携機能について） 

 

 

スマートフォン（Android／iPhone）に保険証機能を搭載することについて、

令和７年度に医療機関において実証を行う予定であり、令和７年度中の実装が想

定される。マイナンバーカードに加え、スマートフォンに保険証機能が搭載され

ることは、国民の利便性の向上とともに、マイナ救急の実施事案数の増加が期待

できることから、マイナ救急においても、保険証機能搭載のスマートフォンから

救急隊員が医療情報を閲覧できる仕組みを検討する。 

 

図表１－37 アンケート結果（保険証機能のスマホ搭載対応について） 
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現在、タブレット端末等の「情報通信端末」は救急業務実施基準第 14 条第２

項に基づく別表第２として、努力義務の資器材として規定されている。 

マイナ救急の実装に伴い、別表２（努力義務の資器材）備考欄の一部改正を行

い、令和８年４月１日の施行を目指す。 

 

図表１－38 アンケート結果（保険証機能のスマホ搭載対応について） 

 

  

40



 

 

救急業務は「緊急に搬送する必要のある傷病者を緊急に医療機関等に搬送する」

ことであり、救急隊が傷病者の情報を取得することは、搬送先医療機関との円滑

な連絡調整に必要であり、救急業務と密接な関わりがあるものである。 

令和７年度は、新たに構築されたマイナ救急システムを活用して全 720 本部計

5,334隊による実証事業を行うことから、「マイナ救急元年」といっても過言では

ない。令和７年 12月には現行の紙の健康保険証が廃止され、以後は資格確認書と

マイナ救急実施のキーでもあるマイナ保険証が医療機関受診に必要となることか

ら、今まで以上に救急隊がマイナ救急を活用できる事案は増加していくと考えら

れる。 

各消防本部におかれては、これらを念頭に、実証事業を通じて、救急隊の情報取

得の方法について、マイナ救急を活用した場合、より最適な方法がないか模索し

ていただくとともに、傷病者の医療情報という要配慮個人情報を電子的に取得す

ることとなることに伴い、これまで以上に情報の取扱いに留意する必要がある。 

また、マイナ救急の実施にはマイナ保険証が前提であり、国民の協力が必要不

可欠であるため、マイナ救急のメリットやマイナ保険証の携行について、あらゆ

る媒体を通じて、国が主体的にマイナ救急の認知度向上に向けた広報を強化して

いくことを期待したい。 

本ワーキンググループにおいても、マイナ救急という全国的な基盤を活用して、

さらなる機能強化や利便性向上に向けた検討を進めていく。 
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第２章 増加する救急需要への対策に関する検討 

 
高齢化の進展等に伴い救急需要は増大の一途を辿り、令和５年中の救急自動車

による全国の救急出動件数は 763 万 8,558 件、搬送人員は 664 万 1,420 人となっ

ており、集計を開始した昭和 38年以降、最多となった。さらに、現場到着所要時

間の平均は約 10.0分（前年約 10.3分）、病院収容所要時間の平均は約 45.6分（前

年約 47.2分）となっており、新型コロナウイルス感染症禍（以下「新型コロナ禍」

という。）前の令和元年と比べ、それぞれ約 1.3分、約 6.1分延伸している。 

救急需要が増大する中、救急業務を安定的かつ持続的に提供することは、近年

の大きな課題となっている。 

とりわけ、新型コロナ禍において、消防機関、医療機関、保健所等の関係機関を

含めて業務がひっ迫し、あらゆる 119 番通報に応えて社会のセーフティネットと

して機能を果たしてきた救急資源に過大な負荷がかかったことを踏まえ、増加す

る救急需要への対策について総合的に検討する足掛かりとして、令和５年度は、

救急需要の適正化等に関する検討ワーキンググループにおいて、新型コロナ禍に

おける救急ひっ迫時に行われた対応に焦点を当てて検討した。 

その上で、今後さらに議論が必要な課題として、以下の整理がなされたところ

である（図表２－１）。 

 

 図表２－１ 増加する救急需要への対策として今後さらに議論が必要な課題 

 

令和６年度は、令和５年度の検討を踏まえて、以下のとおり、救急自動車の適

時・適切な利用の推進（「求める側」）、救急需要への適切な対応（「応じる側」）、

そしてこれらを支える「基盤」に分けて整理し、検討を進めた（図表２－２）。 

 

 

 

 救急安心センター事業（♯7119） 

 実施地域は拡大してきたが、引き続き利用促進を図るとともに、年齢層毎

の普及促進、認知度向上のあり方等について積極的に検討する必要がある。 

 救急隊による搬送以外の対応 

 平時から緊急度に応じた社会資源として、患者等搬送事業者や転院搬送等

で病院救急車を活用する体制が整備されることが望まれる。 

 その他 

・「救急業務」と「緊急性」の関係性の議論 

・緊急度判定後の受療手段の選択、適切な行政サービスへの振り分け等を

地域毎にどのように定めるか  等  
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図表２－２ 検討事項の全体像 

検討体制として、「令和６年度救急業務のあり方に関する検討会」の下に、新

たに、救急医療の専門家、地方自治体の代表者、法律分野の学識経験者及び関係

省庁の担当者等の参加のもと、「増加する救急需要への対策に関する検討ワーキ

ンググループ」及び「増加する救急需要への対策に関する検討ワーキンググルー

プ作業部会」を設置し、具体的な検討を進めることとした。 

近年、救急出動件数がほぼ一貫して増加し、救急隊の現場到着所要時間等が延

伸している中、限りある搬送資源をより緊急性の高い事案に適切に投入するため

には、救急車*1の適時・適切な利用を推進していくことが重要である。 

救急安心センター事業（♯7119）（以下「♯7119」という。）は、住民が急な病

気やケガの際に、医師や看護師等の専門家が相談に応じる電話相談事業であり、

住民が適時・適切な救急要請や医療機関受診を行う上で極めて有効な事業である。 

消防庁では、♯7119の全国展開を目指し、救急業務に関するフォローアップと

連携した未実施団体への個別訪問や普及促進アドバイザーの派遣等を行うとと

もに、令和２年度には、「♯7119 の全国展開に向けた検討部会」（以下「令和２年

度検討部会」という。）及び「令和２年度救急業務のあり方に関する検討会」の

検討結果を踏まえ、令和３年３月に、「救急安心センター事業（♯7119）の全国

展開に向けた取組について」（令和３年３月 26 日付け消防救第 94 号消防庁救急

企画室長通知）を発出し、全国展開に向け、具体的に取り組んでいただきたい事

項を取りまとめて示した。 

令和３年度には、令和２年度検討部会報告書を踏まえ、事務を進める上での参

考となる「事業導入・運営の手引き」（以下「手引き」という。）並びに事業の「質」、

「利便性」及び「効率性」を向上させるための論点を幅広く盛り込んだ「事業を

*1 本報告書では、断りがない限り、「救急車」とは消防機関の救急自動車をいう。
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外部委託する際に活用可能な標準的な仕様書（例）」（以下「仕様書」という。）

を作成し示した。 

こうした取組の結果、実施地域は着実に増加しており、令和６年 11月末現在、

全国 36地域で実施されている（図表２－３）。 

 

図表２－３ ♯7119の導入状況 

 

 

① 項目 
以下の項目について検討を行い、その結果を踏まえ、令和３年度に作成した

手引き及び仕様書の改訂を行うこととした。 

ア ♯7119として満たすべき要件 

イ 事業効果の再検証 

ウ 119番通報を♯7119に直接転送又は掛け直しする仕組み 

エ 有効な広報策 

オ 事業の「質」の向上 

 

① ♯7119として満たすべき要件 

♯7119の実施地域は着実に増加している一方で、本事業を未導入の都道府県

又は市町村単位で、既に電話相談事業が実施されている場合もあることから、

本事業導入の検討に当たっての参考に資するため、♯7119 として満たすべき要

件について、改めて以下のとおり整理した。 
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ア 緊急度判定を用いた救急医療相談と医療機関案内のいずれも実施す

ること 

住民の立場に立った際、♯7119 が地域に導入されていて、ワンストップで

情報を得られるか、という点が、住民への安心・安全の提供の観点から極め

て重要である。 

なお、救急医療相談には、緊急度判定結果に応じた応急手当の助言を含む

ものである。 

また、♯7119 が、救急車の適時・適切な利用や、不急の救急出動の抑制効

果が期待される事業であること、また、医療に関する様々な情報と接続して

いく必要があること等に鑑み、実施主体（消防防災主管部局、衛生主管部局

等）や運営形態（直営方式、外部委託方式）の如何にかかわらず、消防機関

や医療機関との連携が前提であることに留意が必要である。 

イ 救急医療相談の相談員は、医師、看護師又は救急救命士とすること 

相談員は、相談者から症状を聞き取り、緊急度判定プロトコル等により緊

急度判定を行い、判定結果により、応急手当の助言や医療機関案内、119 番

への転送や掛け直しの要請等の対応を行うものであり、♯7119の実効性や信

頼性を担保するためには必要不可欠である。なお、救急救命士が救急医療相

談に対応することは、救急救命士法・医師法等の法令には抵触しないもので

ある。 

ウ 医師の常駐又はオンコール体制を確保すること 

常駐医師又は電話等で常時相談対応が可能な医師は、相談員が救急医療相

談に対応する際、緊急度判定や診療科目等の判断に迷った場合に相談員から

の相談に応じるものであり、♯7119の実効性や信頼性を担保するために必要

不可欠である。 

 

② 事業効果の再検証 

♯7119による事業効果については、令和２年度検討部会において、①救急車

の適正利用（適時・適切な利用）、②救急医療機関の受診の適正化、③住民への

安心・安全の提供、④時代の変化への的確な対応、⑤新型コロナウイルス感染

症対策として整理された。 

この間、実施地域が増加してきたことを踏まえ、実施団体からの情報提供や

消防庁における調査を通じて把握を進めた結果、改めて以下のような事業効果

が確認された（図表２－４、図表２－５）。 

ア 搬送人員に占める軽症者割合の減少効果 

イ 不急の救急出動の抑制効果 

ウ 潜在的な重症者の発見・救護 

エ 医療機関及び消防機関（指令センター）における相談対応件数の減

少による負担減少効果 

オ 診療時間外救急外来患者数の減少効果 
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カ 利用者満足度における肯定的評価等 

キ 新型コロナウイルス感染症の発生による救急需要急増時の受け皿の

一つとしての役割 

 

図表２－４ 

消防機関における負担軽減効果（医療機関案内対応件数（岐阜市消防本部）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急医療機関における負担軽減効果（救急医療相談件数（京都府）） 
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図表２－５ 

診療時間外救急外来患者数の減少効果（神戸市） 

ウォークイン患者数の推移 

 

ウォークイン患者数（１次病院からの紹介）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの事業効果の詳細については、手引き（改訂版）を参照されたい（巻

末参考資料）。 

♯7119の導入によって得られるこれらの事業効果により、本事業自体の価値

や魅力の向上が進めば、ひいては、未実施団体における事業導入の大きな誘因

となり、♯7119 の全国展開の実現に向けた具体的な解決策の一つになり得るだ

けでなく、実施団体においても、相互の情報共有等を通じたより効果的な事業

展開に資するものであることから、♯7119による事業効果については、引き続

き把握を進めるとともに、広く情報共有していくことが望まれる。 

なお、新型コロナウイルス感染症の発生による救急需要急増時に♯7119への

入電件数も増加したことを踏まえれば、今後も、新興感染症や大規模災害の発

生等による救急需要急増時の受け皿の一つとしての役割が期待される一方で、

④時代の変化に応じた対応として、「医師の働き方改革」制度が導入された中で
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♯7119が果たし得る役割（医療機関における時間外受付者数の減少効果等）に

ついては、同制度が令和６年度から開始したものであることを踏まえ、引き続

き注視していくことが望まれる。 

 

③ 119番通報を♯7119に直接転送又は掛け直しする仕組み 

消防機関は、救急事故が発生した旨の通報を受けたときは、直ちに所要の救

急隊を出動させなければならないとされている（救急業務実施基準第 15条、消

防法第２条第９項、消防法施行令第 42条参照）が、実際に入電する 119番通報

の中には緊急性のない問合せや相談が一定数含まれており、通信指令員にとっ

て負担となっている。 

消防庁が、既に管内に♯7119 を導入済みの消防本部（以下「♯7119 導入本

部」という。）に対して行った「救急救命体制の整備・充実に関する調査」によ

れば、♯7119導入本部の 36.2％が、「症状についての相談」や「救急車を呼ぶ

か迷っている場合」等、「♯7119 に寄せられる通報内容と親和性のある 119 番

通報」について、119番通報から♯7119への転送又は掛け直し依頼を実施して

いる。 

一方で、♯7119 導入本部の 59.6％は、「過去に検討された経緯がないため」

等の理由により、119番入電でそのまま対応し、♯7119 への転送又は掛け直し

依頼は実施していない。 

緊急に搬送する必要がなく、かつ、♯7119に寄せられる相談内容と親和性が

あることが明確な 119番通報について、♯7119 への転送の試行的運用を実施し

ている消防本部からは、救急需要の抑制に資するものであることに加え、119番

通報に対応する通信指令員にとっての時間的短縮や心理的不安の緩和にも寄

与しているとの意見もあった。なお、運用に当たっては、どのような場合に 119

番通報から♯7119への転送又は掛け直し依頼を実施するかについて、消防機関

や各地域のメディカルコントロール協議会内等で明確なルールを定め、本来の

救急業務としての対応に影響を生じさせないよう十分留意が必要であるとと

もに、運用方法の検証を重ねることが求められる。 

 

④ 有効な広報策 

♯7119については、認知度が高いほど利用率が高くなる傾向が見られること

から、119番通報の前段階である♯7119の利用率を向上させるには、住民等に

対する普及促進、認知度向上に向けた取組が必要である（図表２－６）。 
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図表２－６ ♯7119の認知度と利用率の相関関係（14 実施団体・令和４年度） 

 

令和５年中の救急自動車による搬送人員のうち、傷病程度別及び年齢区分別

に見ると、高齢者（満 65 歳以上）は、軽症者の割合は 38.0％である一方で、

搬送人員（実数ベース）では約 156万人と最も多くなっている（図表２－７）。 

 

図表２－７ 傷病程度別・年齢区分別救急搬送人員（令和５年） 

 

年齢区分等のターゲットに応じた広報を行っていくことが必要であること

は言うまでもないが、特に、年齢区分別の搬送人員の構成比で最も大きな割合

を占める高齢者による♯7119 への救急医療相談の利用割合が、若年層に比べて

低く、高齢者が急病時に直接 119番通報している現状が伺えることから、独居

も含めた在宅の高齢者へのアプローチが重要と考えられる。 

また、後述（「４ 医療との連携」参照）のとおり、高齢者施設等と協力医療

機関との連携体制の構築が進められている中、それを補完するツールとして♯

7119の活用が期待されるところ、高齢者に対応している介護職員等の♯7119の
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認知度は、一般住民に比べて低い傾向が見られることから、介護施設等への周

知も積極的に行う必要がある。 

住民に対して本事業の内容を幅広く周知し、認知度の向上や正しい理解の醸

成を図ることができれば、本事業を真に必要とする者による効果的な利用を呼

び、本事業の目指す効果が的確かつ大きく発現されることに繋がり得ることか

ら、都道府県の消防防災主管部局、衛生主管部局及び保健福祉主管部局等の関

係機関や部署が連携し、様々なルートを通じた広報を展開することが望まれる。 

⑤ 事業の「質」の向上

♯7119の信頼性を担保するためには、事業の「質」の維持・向上が必須であ

り、事業の検証を重ねることが重要である。 

消防以外の資源である♯7119 を活用することで、増大する救急需要を抑制し

ていくという観点からは、♯7119の「質」の向上を図っていかなければ、結局、

その資源を活用できないということになってしまいかねない。 

♯7119の事業効果として、救急出動件数の抑制が挙げられるが、相談者の中

の潜在的な重症者を見逃してはならない一方で、無難に運用し過ぎると効果が

発現されないということになりかねない。 

実施団体においては、事業の「質」の向上に向けて、以下のような取組が行

われていることが報告された。 

・ 地域メディカルコントロール協議会の医師の参画の下、プロトコルの見

直しを毎年行うことで、少しでも需要抑制に繋げようとしている。 

・ ♯7119を介して医療機関を受診された方について、モニターの追跡調査

という形で、医師が判定結果の評価を行うことで、緊急度判定の精度を調

査した。

・ 従前は、♯7119 で赤判定となった事案を全て 119 に転送していたが、転

送の対象を絞り込む運用の見直しを行うことで、軽症率も下がり、判定の

精度も上がってきた。 

・ 委託事業者や消防本部を含めて、年に３～４回程度、連絡調整会議を開

催し、本来拾うべき事案が拾えていなかったケースの検証のほか、今後の

需要対策にいかに繋げていくかという議論をしている。 

・ 相談員による対応時間を測ったり、対応時の実際の音声を聞いていただ

く検証検討会議を毎月開催し、その結果を相談員にフィードバックするこ

とで、応答率の改善、質の向上に取り組んでいる。 

本事業の「質」、「利便性」及び「効率性」などの向上を図るためには、事業

導入後も継続して、応答率、プロトコル及び相談員の対応力の向上や、苦情や

重大インシデントへの対応、効果的な広報啓発活動についての検証が求められ

る。 

消防庁ではこれまでも、♯7119 の事業実施に係る体制全般についての情報を

把握し、未実施団体への普及資料とすることや、実施団体間の相対的評価によ
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る実施体制の向上を目指すことを目的として、実施団体に対して基本情報調査

等を実施してきたところであるが、実施団体における課題や効果的な取組等を

共有していくことが極めて重要である。より効率的・効果的な事業実施に資し

ていくため、調査項目の充実を図るなど、検証方法の工夫・改善を図るととも

に、積極的な情報共有を行っていくことが望まれる。 

この他、住民等に対する認知度が向上し、♯7119の利用率が向上する状況に

備えて、対応する側の体制強化も必要であり、例えば、AI（人工知能）の活用

等も視野に入れて検討してはどうか、との意見も複数の委員から提示されたと

ころであり、国内外での活用事例の情報収集など、調査研究が進められること

を期待したい。 

 

 

 
救急業務は、消防法第２条第９項により、傷病者のうち、医療機関その他の場

所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関その他の場所

に搬送することとされている。 

消防機関の実施する転院搬送（傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送

する事案）は、平成 25 年中は約 50 万件で、消防機関の救急自動車の全出動件数

のうち約 8.3％と一定の割合を占めていた。そうした中で、平成 27年度の救急業

務のあり方に関する検討会において、転院搬送における救急車の適正利用の促進

を図る方策が検討された。同検討会においては、転院搬送について、救急医療体

制の確保に必要なものがある一方で、全救急出動件数の１割弱を占めるため全体

の救急搬送件数に与える影響が大きく、救急車の適正な利用が求められているこ

と、また、転院搬送における救急車の適正利用の推進のためには、消防庁と厚生

労働省が連携して、転院搬送における救急車の適正利用に係るガイドラインを作

成し、各地域において、当該ガイドラインを参考にしつつ、消防機関、医師会、医

療機関等で合意の上、救急業務として転院搬送を行う場合についてのルールを定

めることが有効であることが報告された。 

これを受け、消防庁と厚生労働省は連名で、「転院搬送における救急車の適正利

用の推進について」（平成 28年 3月 31日付け消防救第 34号医政発 0331第 48号、

消防庁次長及び厚生労働省医政局長連名通知）を発出し、その中で、転院搬送に

おける救急車の適正利用にかかるガイドライン（同通知中の別紙「救急業務とし

て転院搬送を行う場合のルールについて合意形成を行う際の参照事項」を指す。

以下、「転院搬送ガイドライン」という。）を示し、各地域における、救急業務とし

て転院搬送を行う場合のルール化に向けた合意形成を促進してきた。 

そうした中で、令和４年以降、転院搬送が全体の救急出動に占める割合は減少

してきているが、転院搬送出動件数は増加してきている状況である（図表２－８）。

また、現状の転院搬送件数の内訳は、消防機関の救急車 537,359 件、病院救急車
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71,009件、患者等搬送事業者 298,816件であり、消防機関の救急車の割合が高い

状態である（図表２－９）。 

令和６年度の救急業務のあり方に関する検討会においては、消防機関の救急車

以外の代替移動手段（病院救急車、患者等搬送事業者等）の活用について議論を

深めることとし、活用策を議論する際に必要な基礎情報として、効果的な活用場

面、各々の搬送手段にかかる実態等が明らかではないとの問題意識から、それら

の実態について調査内容・方法を整理したうえ把握を進め、それらを踏まえて消

防機関の救急車以外の代替移動手段の活用策を検討することとした。 

 

図表２―８ 転院搬送の救急出動件数と構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２―９ 消防機関の救急車、病院救急車、患者等搬送事業者における転院搬送人員 

（消防機関の救急車は令和４年中、患者等搬送事業者は令和４年度データ、病院救急車は令和４年度厚労省調べ） 

 

 

病院救急車は、一般に、必要な際に緊急走行が可能であり、さらに、一定の資

器材と共に、医療機関の救急救命士等の同乗があれば、消防機関の救急車と同様

に、必要な救急救命処置等を実施し、患者の搬送を行うことができると考えられ

る。また、緊急性の低い転院搬送等にも活用することが可能と考えられるため、

転院搬送等での病院救急車の活用を促進する方法について検討を行った。 
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① 転院搬送に対する診療報酬による評価（救急患者連携搬送料）等 
令和６年度から各都道府県で第８次医療計画が開始されたが、厚生労働省は、

第８次医療計画作成に向けた見直しのポイントとして、医療機関間で、転院搬

送に必要な情報や受け入れ可能な時間帯、搬送方法等についてあらかじめ共有

しておくことを通じて、高次の医療機関からの必要な転院搬送を促進すること

と、転院搬送を行う場合には、医療機関が所有する搬送用車両等の活用を進め

ることを示している。（図表２－10） 

また、令和６年度の診療報酬改定において、救急外来を受診し初期診療を受

けた患者の転院搬送に対する評価として、「救急患者連携搬送料」が新設された。

救急患者連携搬送料は、三次救急医療機関等において、救急外来を受診した患

者に対する初期診療を実施し、連携する他の医療機関において入院医療を提供

することが適当と判断した上で、医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、転

院搬送を行った場合に算定できる*2。（図表２－11） 

救急患者連携搬送料の新設により、これまで、医療機関が消防機関の救急車

に依頼していた転院搬送について、いわゆる下り搬送を中心に医療機関が自ら

の病院救急車を使用して転院搬送を行うことが期待され、消防機関の救急車の

転院搬送における負担の軽減が期待される。 

さらに、救急患者連携搬送料については、今後、日数経過に伴う点数の減少

幅を抑えることや３日以内の制限日数を伸ばすこと等により、更なる病院救急

車の活用につながることが考えられるという意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2 その他、救急患者の搬送に関する診療報酬上の評価としては、患者を救急用の自動車等で保

険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して医師が診療を行った場合

に算定する「救急搬送診療料」がある。「救急搬送診療料」は、「救急患者連携搬送料」を算定す

る場合には算定できない。 
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図表２―10 高次の医療機関からの転院搬送について 

 

 

図表２―11 診療報酬による救急患者の転院搬送に対する評価 

  

 

厚生労働省資料
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② 消防機関で使用を終えた救急車の医療機関での活用 
厚生労働省の「救急医療提供体制の現況調べ（令和３年度実績）」によると、

医療機関が保有する救急用自動車のうち、救急自動車型（患者監視装置等の医

療機械を搭載し、傷病者搬送用ベッドを有する車両）の保有状況は、救命救急

センター285 施設中（回答のなかった都道府県の救命救急センターは除く）207

施設 304台、２次・３次医療機関（救急救命センター除く）3,333施設中 1,063

施設 1,207 台であり、救命救急センター（回答あったところに限る）では約

72.6％が、２次・３次医療機関（救命救急センターは除く）では約 31.9％が保

有している状況であった。 

こうした中、転院搬送等への病院救急車の活用を促進するには、その基盤と

して、医療機関への病院救急車の配備自体を進めていくことも重要であり、厚

生労働省において、導入・運用に必要な経費に対する財政支援等を行っており
*3、医療機関・都道府県は、こうした事業も活用しながら、病院救急車の導入・

運行を推進することが重要と考えられる。また、地域によっては、消防機関で

使用を終えた救急車を医療機関が病院救急車として活用している例もみられ

たため、まずは、いわゆる下り搬送等を中心に、転院搬送等での病院救急車の

活用を促進する観点から、こうした取組について検討を行った。 

 

ア アンケート調査について 

東京都及び各政令指定都市の計 21 消防本部を対象に、消防機関で使用を

終えた救急車について、傷病者搬送に活用できると思われる団体（以下「団

体」という。）への引渡し実績の有無やその手法等の実態把握を目的としたア

ンケート調査を令和６年 12月に消防庁にて実施した。 

 

（i）消防機関で使用を終えた救急車の引渡しについて 

引渡しについて相談を受けたことがある消防本部は、調査対象の 21消防

本部のうち 95.2％で、団体に対して、引渡し実績がある消防本部は 66.7％

であった。なお、ここでいう引渡しは、有償・無償は区別していない（図表

２－12、図表２－13）。 

 

 

 

 

*3 厚生労働省は、病院救急車を含めたドクターカーの導入・運用に必要な経費に対する財政支

援を行っており、初期導入費用や管理維持費用、運行にかかる人件費等が対象となっている（救

急現場に出動するドクターカー活用促進事業）。さらに、救急医療機関の病床確保のため、回復

した患者の早期の転院搬送を促進するとともに、救急搬送手段の確保を図るため、令和７年度か

ら新たに病院救急車の運用に必要な経費を計上している（病院間の患者搬送のための病院救急

車活用促進事業）。 
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図表２－12 消防機関で使用を終えた救急車の引渡しの相談を受けたことがあるか 

図表２－13 団体に対して救急車を引渡した実績があるか 

（ii）引渡し先となる団体の募集について 

団体に対して救急車を引渡した実績がある消防本部の中で、引渡しの募

集を実施している消防本部はなかった（図表２－14）。 

図表２－14 引渡し先となる団体の募集を行っているか 

ない

4.8%（1 本部） 
N=21 

ある

95.2％（20 本部） 

N=21 

ない

33.4%（7 本部） 

ある

66.7%（14 本部） 

行っている

0%（0 本部） 

N=14 
（引渡し実績がある消防本部）

行っていない

100%（14 本部） 
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（iii）団体への救急車の引渡し手法について 

団体への引渡し手法は、分類すると、①譲渡、②自治体内で衛生主管

部局に所属換えし、そこから貸出・譲渡、③自治体内で衛生主管部局に所

属換えし使用に分けられ、譲渡が多かった（図表２－15）。 

 

図表２－15 団体への救急車の引渡しはどのような手法で行っているか 

 

 

（iv）団体への引渡す際の使用用途の限定及び車両の活用実績の把握につい

て 

団体に対して引渡し実績がある消防本部のうち、引渡す際に使用用途を

限定している消防本部は 64.3％であったが、引渡した団体での車両の活用

実績を一部でも把握している消防本部は 21.4％であった（図表２－16、図

表２－17）。 

 

図表２－16 団体への引渡しに際し、使用用途は限定しているか 

 

 

 

 

 

＜複数回答可＞ 

N=14 
（引き渡し実績がある消防本部） 

限定している 

64.3%（9 本部） 

限定していない 

35.7%（5 本部） 

2

2

12

0 2 4 6 8 10 12 14

自治体内で衛生主管部局に所属換えし使用

自治体内で衛生主管部局に所属換えし、そこか

ら貸出・譲渡

譲渡

（本部）

N=14 
（引渡し実績がある消防本部） 
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図表２－17 引渡した団体での車両の活用実績を把握しているか 

 

 

 

（v）団体へ引渡す場合に考えられる効果 

団体へ引渡す場合に考えられる効果として、以下のような回答があった。

（N=14） 

傷病者搬送に活用されることによる効果 

・ 転院搬送に活用されることで、消防機関が行う転院搬送事案の出

動件数が抑制される。 

・ 消防機関で使用を終えた車両が医療機関のドクターカー事業に活

用されることで、地域の救急医療体制が強化される。 

・ 自治体内の別部門（保健所）に所属換えし、新型コロナウイルス

感染症感染者の移送等に活用したことで、消防機関の救急隊への

救急要請数が減少したと考えられる。 

など 

 

（vi）団体へ引渡す場合に考えられる課題 

団体へ引渡す場合に考えられる課題として、以下のような回答があった。

(N=14) 

財源の減少 

・ 本来、入札による売却の利益があるが、無償での引き渡しの場合

は、歳入が得られず、財源が減少する。 

費用負担・事務負担の増加 

・ 譲渡完了まで車両の管理・整備が必要で費用負担がかかる。（車

体ステッカーの剥離・再塗装、一時抹消登録、整備業務委託費

用、車両の移送等） 

・ 事務手続きに時間を要した場合、自動車税等が発生する場合があ

る。 

N=14 
（引渡し実績がある消防本部） 

全部把握している 

0%（0 本部） 一部把握している 

21.4%（3 本部） 

把握していない 

78.6%（11 本部） 
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・ 譲渡に必要な契約等の手続き、整備業者との調整等の手続きが生

じる。 

引渡し先の選定 

・ 複数の医療機関から打診があった際、引渡し対象の選定が難し

い。 

など 

 

イ 取組事例 

上記アでアンケート調査を実施した消防本部のうち、３消防本部の取組事

例を紹介する（図表２－18）。 

 

図表２－18 消防機関で使用を終えた救急車の引渡し事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 検討結果 

消防機関で使用を終えた救急車の有効活用については、消防本部によって

は、医療機関で病院救急車として再利用する取組を行っている。各地域でこ

うした取組を進めることで、医療機関における病院救急車の導入及び運行体

制の整備の促進につながり、結果として、転院搬送等における、消防機関の

救急車の適時・適切な利用の推進につながることで、消防機関による搬送の

負担が軽減され、増加する消防機関の救急車の需要対策となると考えられる。

そのため、地域の実情に応じ、消防本部においてこうした取組を検討するこ

とが考えられる。 

【引渡しに関する相談を受けた対象】 
 公立病院、公的病院、民間病院、大

学病院 
 ※消防本部で募集は行っていない。 
【引渡し方法】 

 譲渡 
【引渡し実績】 

 平成 28年度～令和５年度 

   ２台（公立病院） 

   １台（大学病院） 

   １台（公的病院） 

   ２台（民間病院） 

【使用用途の限定】 

 使用用途を限定せず 

【引渡しに関する相談を受けた対象】 
 国立病院、公立病院、大学（病院除

く） 
 ※消防本部で募集は行っていない。 
【引渡し方法】 

 譲渡 
【引渡し実績】 

 平成 26年度～令和６年度 

   １台（大学病院） 

   ２台（国立病院） 

   １台（大学（病院除く）） 

【使用用途の限定】 

 使用用途を限定している 
 ※「救急業務に使用」と契約書に記

載することを条件としている 

【引渡しに関する相談を受けた対象】 
 公立病院 
 ※消防本部で募集は行っていない。 
【引渡し方法】 

自治体内の衛生主管部局に所属換え 
 

衛生主管部局から公立病院へ貸出 
【引渡し実績】 
 令和４年度～令和５年度 

   ２台（公立病院） 

【使用用途の限定】 

 使用用途を限定せず 

Ａ消防本部 Ｂ消防本部 Ｃ消防本部 
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なお、その際、転院搬送における消防機関の救急車の適時・適切な利用の

推進の観点から、病院救急車について、例えば、一定以上、転院搬送等での

運用が見込まれるか等、どういった医療機関に対して車両を引渡すことが望

ましいかを各消防本部にて検討した上で引渡すことや、医療機関は、消防機

関や地域メディカルコントロール協議会等に対し、当該車両による転院搬送

等の実績について定期的に報告し、地域メディカルコントロール協議会の場

等では、転院搬送等における病院救急車の使用実態を踏まえ、病院救急車の

更なる有効活用を検討することが考えられる。 

 

① 現状 
各消防本部においては、消防庁が示す「患者等搬送事業認定基準・指導基準」

を参考にして、それぞれ基準を定め、民間の搬送事業者のうち一定の要件を満

たす者を患者等搬送事業者として認定しており、令和６年４月１日現在、全国

で 1,825事業者が認定を受けている。 

 

② 検討事項 
令和６年度は、患者等搬送事業者の活動実態の把握を進めた上で、救急車以

外の搬送手段としての患者等搬送事業者の効果的な活用について検討するこ

ととした。 

 

③ 検討結果 
ア 患者等搬送事業者の認定状況 

全国 720の消防本部に対し、患者等搬送事業者の認定状況調査を行ったと

ころ、全体の 58.8％にあたる 423消防本部において患者等搬送事業者の認定

を行っていた。 

人口規模別に見ると、人口規模が大きいほど 「認定している」と回答した

消防本部の割合が高く、人口規模が小さいほど「認定していない」と回答し

た消防本部の割合が高かった（図表２－19）。 
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図表２－19 患者等搬送事業者の認定状況 

 
イ 患者等搬送事業者による転院搬送 

転院搬送人員を搬送手段別に見ると、患者等搬送事業者による転院搬送の

割合は全国平均では 36.7％であるが、都道府県別にみると東京都 65.2％、神

奈川県 57.6％、埼玉県 42.9％などと、都市部において割合が高い傾向が見ら

れた（図表２－20）。 

図表２－20 搬送手段別転院搬送人員 

※「患者等搬送事業者認定状況調査」及び「救急・救助の現況」を元に作成。患者等搬送事業者転院搬送人

員は令和５年度、消防機関転院搬送人員は令和５年の実績であることに留意。 

 

 

 

ランク 都道府県
患者等搬送事業者
転院搬送人員

（A)

消防機関
転院搬送人員

（B)

消防機関の
転院搬送割合

（B/消防搬送人員）

転院搬送全数
（A+B）

患者等搬送事業者
割合

（A/A+B）
ランク 都道府県

患者等搬送事業者
転院搬送人員

（A)

消防機関
転院搬送人員

（B)

消防機関の
転院搬送割合

（B/消防搬送人員）

転院搬送全数
（A+B）

患者等搬送事業者
割合

（A/A+B）
1 東京都 79,144 42,335 5.4% 121,479 65.2% 26 群馬県 2,972 9,433 10.0% 12,405 24.0%
2 神奈川県 40,486 29,782 6.0% 70,268 57.6% 27 福島県 2,216 7,280 8.6% 9,496 23.3%
3 埼玉県 20,644 27,508 7.6% 48,152 42.9% 28 高知県 1,368 4,511 10.7% 5,879 23.3%
4 茨城県 8,195 11,055 7.7% 19,250 42.6% 29 北海道 8,736 29,661 10.9% 38,397 22.8%
5 奈良県 5,061 7,094 8.7% 12,155 41.6% 30 新潟県 3,181 11,494 10.7% 14,675 21.7%
6 愛媛県 6,555 9,513 13.1% 16,068 40.8% 31 長崎県 2,427 9,027 13.7% 11,454 21.2%
7 岡山県 7,239 10,702 11.2% 17,941 40.3% 32 滋賀県 1,071 4,057 5.8% 5,128 20.9%
8 広島県 10,485 15,574 11.7% 26,059 40.2% 33 京都府 2,056 8,050 5.6% 10,106 20.3%
9 石川県 2,845 4,252 8.5% 7,097 40.1% 34 鹿児島県 3,230 12,799 14.4% 16,029 20.2%
10 熊本県 6,166 9,245 10.1% 15,411 40.0% 35 青森県 1,286 5,443 10.0% 6,729 19.1%
11 徳島県 2,818 4,499 12.2% 7,317 38.5% 36 静岡県 4,194 19,532 11.3% 23,726 17.7%
12 兵庫県 14,748 24,844 8.5% 39,592 37.2% 37 山口県 1,862 9,199 13.6% 11,061 16.8%
13 大阪府 18,925 34,588 5.9% 53,513 35.4% 38 長野県 1,846 10,006 9.4% 11,852 15.6%
14 宮城県 6,857 12,563 11.1% 19,420 35.3% 39 福岡県 3,902 23,292 8.5% 27,194 14.3%
15 和歌山県 2,206 4,044 7.5% 6,250 35.3% 40 島根県 531 3,463 10.1% 3,994 13.3%
16 宮崎県 3,477 6,376 13.7% 9,853 35.3% 41 鳥取県 418 2,730 9.4% 3,148 13.3%
17 愛知県 14,263 26,376 7.0% 40,639 35.1% 42 福井県 433 2,938 9.2% 3,371 12.8%
18 栃木県 4,588 9,110 10.7% 13,698 33.5% 43 岩手県 658 6,170 11.3% 6,828 9.6%
19 三重県 3,981 8,484 8.3% 12,465 31.9% 44 山梨県 301 2,973 6.8% 3,274 9.2%
20 秋田県 1,218 2,889 6.5% 4,107 29.7% 45 沖縄県 593 6,040 7.3% 6,633 8.9%
21 千葉県 9,865 26,646 8.0% 36,511 27.0% 46 香川県 335 6,092 12.6% 6,427 5.2%
22 富山県 1,662 4,570 9.2% 6,232 26.7% 47 佐賀県 315 5,961 14.8% 6,276 5.0%
23 岐阜県 2,663 7,510 7.7% 10,173 26.2% 48 大分県 362 7,994 14.0% 8,356 4.3%
24 山形県 1,523 4,718 10.1% 6,241 24.4% 319,907 552,422 8.3% 872,329 36.7%合計
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ウ 患者等搬送事業者の活動実態

全国 720の消防本部に対し、患者等搬送事業者の活動実態調査を行ったと

ころ、医療系資格所有者を有する事業者が全体の約半数で、その多くは看護

師や救急救命士が占めていた。また、全体の約半数の事業者が転院搬送を担

っており、約８割の事業者が病院関係の搬送を担っていた（図表２－21）。 

図表２－21 患者等搬送事業者における医療系資格所有者の状況及び使用用途 

（注）本調査は、患者等搬送事業者に直接悉皆調査を行ったものではなく、消防本部からの回答情報を元

に機械的に集計したものであるため、必ずしも実態を正確に反映しているわけではないことに留意。 

また、料金設定については、多くの事業者が、基本料金に追加する形で、

介助料金、器材使用料、その他のオプション料金を設定するなど、様々な料

金設定で事業を展開していることが改めて確認された（図表２－22）。 

図表２－22 患者等搬送事業者の料金設定 
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エ 患者等搬送事業者の活用に向けて 

今回、消防本部に対する調査を通じて、患者等搬送事業者の認定状況や転

院搬送において患者等搬送事業者が担う役割には地域差があることが明らか

になった。 

また、人員体制（救急救命士の有無等）、積載資器材の状況、搬送先の内訳

及び料金設定等、患者等搬送事業者の活動実態については事業者によって

様々であることも改めて明らかになった。 

こうした点を踏まえると、転院搬送における患者等搬送事業者の活用方法

については、必ずしも全国一律ではなく、それぞれの地域においてその最適

化を考えていく必要がある。 

例えば、都市部を中心に、患者等搬送事業者に対するニーズが高いと考え

られる一方で、患者等搬送事業者を含めた民間の搬送事業者の認知度等に関

する住民アンケートを実施している団体によれば、住民における認知度が低

く、広報や啓発を求める意見が相当数寄せられているケースも見受けられる。 

このため、消防本部において認定している患者等搬送事業者一覧のホーム

ページへの掲載や、♯7119の実施地域における、緊急度判定を用いた救急医

療相談の結果に応じた、相談者に対する同ホームページの案内等を通じて、

地域住民や主たるユーザーとなり得る入所系の介護事業者等に対して、患者

等搬送事業者についての広報を展開することで、住民が患者等搬送事業者を

活用しやすい環境醸成を図ることが考えられる。 

また、「転院搬送ガイドライン」を厳格に運用し、医療機関とも連携して実

効性ある取組を行っている消防本部もあることから、こうした好事例の周知

を通じて、横展開を図っていくことも望まれる。 

救急需要が増大の一途を辿る中、平時から緊急度に応じた社会資源として、

地域の実情に応じて、患者等搬送事業者を活用する体制が整備されることが

望まれる。 

 

「転院搬送における救急車の適正利用の推進について」（平成 28 年 3 月 31 日

付け消防救第 34 号医政発 0331 第 48 号、消防庁次長及び厚生労働省医政局長連

名通知）の発出から約９年が経過しているが、前述のとおり、転院搬送における

消防機関の占める割合は高い状況である。転院搬送が救急業務に与える影響につ

いて、全国の消防本部の現状認識を調査し、転院搬送における救急車の適時・適

切な利用の推進のため、地域における転院搬送のルール化に向けた合意形成の推

進と合わせ、国が当該通知の中で地域に示している転院搬送ガイドラインの内容

の充実について検討を行った。 
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救急業務をひっ迫
している
45.7％関係機関との合意形成

の下運用しているもので
あり、特段の問題はない

25.5％

救急業務を
ひっ迫していない

28.8％

ア アンケート調査結果について 

救急出動件数に占める転院搬送の割合は、全国平均で約 7.4％となってい

るが、全国 720 の消防本部に対し、転院搬送が救急業務に与える影響につい

ての現状認識調査を行った（図表２－23）。 

 

図表２－23 転院搬送が救急業務に与える影響についての現状認識 

（注）大都市とは、政令指定都市及び東京都特別区（事務委託団体に係わるものを含む。）をいう。 

 

その結果、転院搬送が「救急業務をひっ迫している」と回答した消防本部

は 45.7％であった。一方で、「関係機関との合意形成の下運用しているもの

であり、特段の問題はない」が 25.5％、転院搬送が「救急業務をひっ迫して

おらず、特段の問題はない」が 28.8％であった。 

消防本部が管轄する人口規模別に見ると、人口規模が大きい消防本部ほど、

転院搬送が「救急業務をひっ迫している」と回答した割合が高く、人口規模

が小さい消防本部ほど、「関係機関との合意形成の下運用しているものであり、

特段の問題はない」又は「救急業務をひっ迫しておらず、特段の問題はない」

と回答した消防本部の割合が高かった。 

この結果から、都市部と地方部では、転院搬送が救急業務に与える影響は

異なっていると考えられることから、転院搬送のルール化に向けた合意形成

については、地域の実情に応じて、進めていくことが有用と考えられる。 

 

 

救急業務をひっ迫して
いる

64.4％

関係機関との合意形成の
下運用しているものであり、

特段の問題はない
21.4％

救急業務を
ひっ迫していない

13.6％

消防本部数ベース 
Ｎ＝715 

管轄人口ベース 
Ｎ＝123,958,709 
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イ 転院搬送ガイドラインの改訂案

転院搬送における消防機関の救急車の適時・適切な利用の推進のため、消

防庁は、厚生労働省と共に、平成 28年に示した転院搬送ガイドラインの内容

に加え、以下のような項目も加えることで、転院搬送ガイドラインを充実さ

せ、各都道府県に周知することが考えられる。 

転院搬送ガイドラインの追加項目の例 

・ 令和６年に新設された診療報酬（救急患者連携搬送料）を紹介し、い

わゆる下り搬送等における病院救急車の活用を推進すること

・ 医療機関で勤務する救急救命士等の活躍の場として、病院救急車での

転院搬送等を紹介し、病院救急車の活用を推進すること

・ 消防機関の救急車が転院搬送を行う際のルールに関する地域での合意

形成について、転院搬送を要請する医療従事者等まで周知すること

転院搬送における救急車の適時・適切な利用の更なる推進のため、当該ガ

イドラインを参考に、各都道府県並びに各地域においては、地域の実情に応

じ、医療機関、消防機関並びに都道府県消防防災主管部局及び衛生主管部局

等、関係者間で十分な協議を行った上で、消防機関が救急業務として転院搬

送を行う場合についてのルール化に向けて、関係者間で合意形成を行うこと

が重要である。特に、転院搬送が消防機関の救急業務に一定の影響を及ぼし、

課題となっているものの、消防機関が救急業務として転院搬送を行う場合に

ついてのルール化に向けた合意形成がなされていない地域においては、これ

を機に、地域において、都道府県の支援を受け、ルール化に向けた合意形成

のための取組を行うことが望ましい。 

その上で、合意形成されたルールの実効性を高めるためには、都道府県や

メディカルコントロール協議会等から、消防機関が転院搬送を行う場合のル

ールや転院搬送における病院救急車の活用等について、医療機関等の関係者

に対して十分周知することが重要である。その際、医療機関において実際に

転院搬送を要請する医療関係者の理解が重要となるため、医療機関内の救急

外来等の救急部門だけでなく、転院搬送に関係する各診療科や地域連携部門

にも周知が行き渡る様にすることが重要である。 

緊急性が低い 119 番通報の中には、在宅医療、高齢者施設等との連携強化や体

調悪化時の対応の取決めにより円滑に対応可能と思われるものもあり、医療・介

護分野の施策の内容を踏まえ、119番通報前等において、消防と医療がどのように

連携できるかについて検討した。 
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① 現状 
在宅医療に係る協議の場が二次医療圏に設置されている場合において、消防

機関の委員が協議の場に参加している割合は 9.4％であった（令和３年 11月厚

生労働省調べ。在宅医療に係る協議の場を設置している 255二次医療圏を対象）。

このことから、消防機関が地域の在宅医療の状況を知る機会は限られており、

また、地域の在宅医療の関係者が、地域の消防（救急搬送）の現状を知る機会

も限られていたと考えられる。 

そうした中で、厚生労働省において検討が進められ、各都道府県による第８

次医療計画策定に係り、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指

針」（令和５年３月）*4において、患者の病状急変時に対応できるよう、在宅医

療を担う病院・診療所、薬局、訪問看護事業所及び入院機能を有する病院・診

療所との円滑な連携による診療体制を確保することを目標とし、厚生労働省か

ら都道府県に対し、在宅医療に係る機関に求められる事項として、「患者の病状

急変時にその症状や状況に応じて、円滑に入院医療へ繋げるため、事前から入

院先として想定される病院・有床診療所と情報共有を行う、急変時対応におけ

る連携ルールを作成する等、地域の在宅医療に関する協議の場も活用し、消防

関係者も含め連携体制の構築を進めることが望ましい」と示された。 

また、日常療養支援や急変時の対応等の機能の整備に向け、「在宅医療におい

て積極的役割を担う医療機関」が医療計画に位置づけられ、「在宅医療において

積極的役割を担う医療機関」に求められる事項として、「入院機能を有する医療

機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと」が上記指針に

記載された。 

 

② 検討結果 
高齢者が増加する中で、患者の病状急変時における往診や訪問看護等の体制

及び入院病床の確保の体制を構築するにあたり、地域における多職種連携を図

りながら、24時間体制で在宅医療が提供されることが重要とされ、病状急変時

における連絡先をあらかじめ患者やその家族等に提示し、また、求めがあった

際に 24時間対応が可能な体制を確保することなど、在宅医療で積極的な役割を

担う医療機関の明確化等の対策が進められている*4。こうした中で、消防機関は、

在宅医療に関連し、地域の実情に応じて、各地域の在宅医療に関する協議の場

に積極的に参加し、例えば、救急ひっ迫状況や地域の救急状況等について、在

宅医療に関係する機関（病院・診療所・訪問看護事業所・衛生主管部局等）と

積極的に情報共有を行うと共に、適時・適切な救急車の利用や、病状急変時で

 

*4 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（令和５年３月 31 日、最終改正令和５

年６月 29 日付厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf 
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救急搬送が必要な場合等における効率的な搬送先選定の観点等から、そうした

協議の場等を通じて、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」等と、搬

送体制に係る連携体制の構築を進めることが望ましい。 

その際、患者の病状急変時で、在宅医療に係る機関で対応できない急変の場

合は、その症状や状況に応じて、円滑に入院医療につなげるため、搬送につい

ては、消防機関の救急車に限らず、搬送先として想定される医療機関の病院救

急車を利用することついて、地域の実情に応じ、在宅医療に関する協議の場で

検討することが必要ではないか。 

① 現状

高齢者施設等の状況については、令和６年度介護報酬改定において、介護保

険施設については、入所者の病状急変時等に相談や診療を常時行う体制や、入

院を要する場合に原則受け入れる体制を確保している協力医療機関を定めるこ

とが義務化された（経過措置３年）。また、介護保険施設以外の高齢者施設等に

ついては、利用者の病状急変時等に相談や診療を常時行う体制を確保している

協力医療機関を定めることが努力義務化された（図表２－24）。 

なお、介護報酬上、高齢者施設等の入所者等の現病歴等の情報共有を行う会

議を定期的に開催することを評価する新たな加算を令和６年度から創設すると

ともに、診療報酬上も、介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な

対応及び施設内における生活の継続支援を推進する観点から、介護保険施設等

の入所者の病状の急変時に、協力医療機関として定められている保険医療機関

であって、平時から連携体制を構築している保険医療機関の医師が診察した上

で入院させた場合や、入所している高齢者が可能な限り施設内で生活を継続で

きるように支援する観点から、平時から連携体制を構築している医療機関の医

師が往診を行った場合について、診療報酬上の評価が令和６年度から新設され

た*5。 

このように、高齢者施設等と協力医療機関との連携体制の構築が進められて

いる。 

② 検討結果

このような取組により、高齢者施設等からの救急要請の割合の減少や、搬送

先選定の効率化に資することも期待されることから、高齢者施設等における取

組が救急搬送に与える影響については、今後、注視していくことが重要と考え

られる。 

*5 詳細については、厚生労働省ホームページ「令和６年度診療報酬改定の概要【同時報酬改定

における対応】」５、６頁を参照。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001252073.pdf 
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図表２－24 高齢者施設等と医療機関の連携強化 

【基準】
ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数の医療機関を定めることによ
り要件を満たすこととしても差し支えないこととする。）。 ＜経過措置３年間＞
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院
を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の
名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることがで
きるように努めることとする。

医療と介護の連携の推進－高齢者施設等と医療機関の連携強化－

■ 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切
な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性
のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。

協力医療機関との連携体制の構築 省令改正

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

【基準】
ア 協力医療機関を定めるに当たっては、 以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の
名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることがで
きるように努めることとする。

■ 高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよ
う、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、
以下の見直しを行う。

協力医療機関との連携体制の構築 省令改正

特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★

厚生労働省資料
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令和５年の救急自動車による全国の救急出動件数や搬送人員は集計を開始した

昭和 38年以降、最多となり、増大する救急需要への対応は急務である。また、令

和５年の消防庁の調査では、救急車による搬送人員を入電した時刻別に見ると、

最も多いのは 10時から 12時で、20時頃まで多く、最も少ないのは深夜２時から

４時となっており、特に日中に搬送人員が集中していることがわかる（図表２－

25）。 

図表２－25 救急要請を入電した時刻別の搬送人員 

このような日中に多い救急需要に対応するとともに、女性救急隊員の活躍も含

めた多様な働き方にも資する「日勤救急隊」の導入については、「救急隊員の適正

な労務管理の推進について（通知）」（平成 30年 3月 30日付け消防救第 56号消防

庁救急企画室長通知）等に基づき、各消防本部において進められてきており、令

和６年度の消防庁の調査で、720 消防本部のうち救急隊の労務管理について取り

組んでいると回答したのは 425消防本部で、そのうち、95 本部において導入され

ている。 

日勤救急隊は、日勤時間帯に特化して活動を行うため、一般的に、導入に当たっ

ては、全時間帯の救急隊を１隊増隊するより、日勤救急隊を１隊増隊する方が、

追加で必要となる救急隊員の人数が少なく、救急隊員の人員確保の観点からのハ

ードルが低いと考えられる。同時に、女性救急隊員の活躍も含めた多様な働き方

改革の観点のみならず、日中に多い救急需要に対応しており、需要が多いエリア

に機動的に配置することで、増加する救急需要への対策になると考えられる。 
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このことから、日勤救急隊を運用している消防本部に対し、導入経緯や導入方

法、運用、効果等について情報収集を行い、それを踏まえ、各消防本部における積

極的な検討を促していくことが重要である。  

救急車の適時・適切な利用の推進のためには、消防以外の社会資源を活用する

ことが考えられ、まずは、それらの整備が進むことが重要である。また、「急ぐべ

きは急ぎ、待つべきは待つ」という考え方が社会全体に浸透することを前提とし

て、適切な受療手段を選択し、代替サービスへ引き継ぐことについて検討した。 

また、緊急性が低いと思われる事案等について、救急隊員の判断により、消防

機関の業務としての医療機関への救急搬送はしないことが可能かという議題につ

いて、一部の消防本部からアンケートを取ることで論点整理を進めた。 

どの程度の緊急性があるのかの緊急度判定（トリアージ）については、♯7119

等を活用することが考えられるが、その結果、緊急性が乏しい場合等について、

患者等搬送事業者や病院救急車等の消防機関の救急車以外の受療手段を選択で

きるようにするためには、まずは、それらの整備・普及が進むことが重要である。

その上で、市民が、消防機関の救急搬送以外のサービスを選択しやすい環境の整

備が重要と考えられた。 

そのため、♯7119等における緊急度判定の結果、市民が、消防機関の救急車で

はなく、患者等搬送事業者の利用を希望する場合には、選択しやすい環境の整備

が重要であると考えられることから、各消防本部は、認定している患者等搬送事

業者の名称、住所、連絡先、営業時間、ホームページアドレス等の一覧を、消防

本部のホームページ等で示すことを検討することが有用と考えられる。また、♯

7119において、緊急度判定の結果を活用し、希望に応じて、当該一覧のホームペ

ージを案内すること等も考えられた。 

令和６年度救急業務に関するフォローアップ調査を行う 12府県（茨城・岩手・

福島・埼玉・山梨・愛知・三重・京都・大阪・奈良・佐賀・沖縄）の消防本部の

うち、200本部を対象に、「救急業務」と「緊急性」の関係性の論点整理を目的と

したアンケート調査を消防庁にて実施した（回答：198 本部）。 

救急ひっ迫時に、緊急性が低い事案等について、消防機関が市民に行う救急業

務の対象から除外されるという仮定の場合に、消防機関として見込まれる効果や
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懸念点等について質問し、自由回答の形式で回答を集め、類型毎に集計した（図

表２－26、図表２－27）。 

図表２－26 消防機関として見込まれる効果について＜複数回答＞（N=198） 

図表２－● 消防機関として見込まれる懸念等について 

図表２－27 消防機関として見込まれる懸念等について＜複数回答＞（N=198） 
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アンケート調査の結果、救急隊員の労務管理・負担軽減に資するという意見や、

緊急性の高い傷病者への迅速な対応につながるといった意見があった。一方で、

対象となる傷病者の容体の悪化等の不利益発生の懸念、搬送の対象外とするかを

現場で判断することによる救急隊や通信指令員の負担増、訴訟の発生、誤った緊

急度判定結果が生じる懸念や、市民の理解が得られない等、様々な懸念が表明さ

れた。また、そもそも、消防機関の救急車に代わる代替サービスの整備が不十分

であるという意見も見られた。 

上記のように、緊急性が低いと思われる事案等を救急隊員の判断により救急業

務として取り扱わないという案については、多くの課題が存在し、様々な論点が

あることが浮き彫りになった。また、症状等から救急搬送の対象を明確に区切る

ことの困難さや、通報時には軽症または緊急性が低いものであっても、緊急入院

となる事案も考えられるところであり、傷病者の求めに応じて、迅速に医療機関

に搬送するという、これまで維持してきた市民のセーフティネットとしての消防

機関のあり方そのものにもかかわることから、慎重な検討が必要であると考え

る。 

そのため、まずは、♯7119の全国展開や、病院救急車や患者等搬送事業者を活

用した転院搬送の適正化など、消防機関の救急車の適時・適切な利用の推進、消

防以外のサービスの利用しやすい環境の整備等を進めることが望ましいと考え

る。 

消防庁では、国内全体における人口の将来推計と年齢毎の救急搬送率を用いて、

全国単位の救急出動件数・救急搬送人員の将来推計を消防白書において毎年公開

してきたが、救急出動件数が従来の将来推計を上回るペースで増大しているため、

将来推計の精度向上や、地域毎に細分化された将来推計の方法について検討を実

施した。 

① 従来の将来推計

平成 22年度救急業務高度化推進検討会においては、救急搬送人員の将来推計

を行うにあたり、国民１人が１年間に救急搬送を利用する割合である救急搬送

率を年齢５歳毎に算出している。なお、救急搬送率の計算式は、次のとおりで

ある。 

救急搬送率＝年間の救急搬送人員÷当該年の人口 

また、従来の将来推計は、救急搬送率がどの年齢階層においても将来にわた

り一定として計算しており、その計算式は次のとおりである（図表２－28）。 
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図表２－28 従来の将来推計の計算式 

 

 

 

 

 

 

 

② 検討結果に基づく新たな将来推計 
従来の将来推計は、救急搬送率がどの年齢階層においても将来にわたり一定

として計算してきたが、救急出動件数が従来の将来推計を上回るペースで増大

していることから、将来推計の精度向上について検討を行った。 

年齢階層別の救急搬送率の分析の結果、全国単位で 85歳以上の年齢階層と０

～４歳の年齢階層において救急搬送率が年々増加してきていることが判明した

（図表２－29）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【従来の将来推計（救急搬送人員）】＝ 将来の年齢階層別搬送人員の全年齢階層の和 

  ＝ （年齢階層別の救急搬送率×年齢階層別の将来推計人口）の全年齢階層の和 

（日本の将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所より） 

どの年齢階層も救急搬送率は将来にわたり一定として計算 

73



 

図表２－29 年齢階層別の救急搬送率（全国単位） 

 

（救急年報報告より作成） 
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85 歳以上の救急搬送率が増加していることについて分析を行った結果*6を踏

まえると、今後、全国単位では、85歳以上の救急搬送率は、85歳以上の人口と

相関して増加すると予測される。一方、０～４歳の救急搬送率が増加している

ことについては、様々な分析を行ったが、今後の予測は困難であった。 

 

図表２－30 85歳以上（救急搬送率と人口の関係） 

 

 

 

 

 

 

*6 85 歳以上の救急搬送率と 85 歳以上の人口に関して 2017 年～2023 年（新型コロナ禍の 2020

年、2021 年除いた５年間）で年毎にプロットした散布図から「相関係数」を計算したところ、全

国単位では 0.943 と高い相関を示していることが判明した（図表２－30）。 
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この結果より、将来推計に使用する救急搬送率については、将来にわたり一

定とするのではなく、これまでの傾向から、より実態に応じた数値にすること

とし、将来推計精度の向上を検討した。  

具体的には、年齢階層別の救急搬送率については、０～４歳では、将来も上

昇するか不明のため直近１年間の救急搬送率を、５～84歳では、将来も一定と

考え基本的に直近３年間の救急搬送率の平均を、85 歳以上では、将来も 85 歳

以上の人口との関係が継続すると予測し、それを考慮した救急搬送率をそれぞ

れ用いることが現時点で最も妥当な手法であると判断した（図表２－31）。 

なお、図表２－29に示すように、2023年中に関しては、全ての年代で救急搬

送率が上昇しており、この傾向は、前記の５～84歳の救急搬送率を将来も一定

とする方針とは異なる現象である。この結果となった要因として、令和５年５

月８日に新型コロナウイルス感染症の感染症法*7上の位置付けが５類感染症に

移行したことに伴い、社会活動が活発になったことにより、全ての年代で救急

搬送率が上昇したと考えられる。 

これらのことを加味すると、現時点の将来推計の精緻化に関しては、前記の

方法とすることが最も妥当であるが、ここ数年の救急搬送率の動きを踏まえる

と、継続して分析を続けることが重要である。 

 

 

図表２－31 新しい将来推計の計算式（全国単位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

【新しい将来推計（救急搬送人員）】 

       ＝ 将来の年齢階層別搬送人員の全年齢階層の和 

       ＝ （年齢階層別の救急搬送率×年齢階層別の将来推計人口）の全年齢階層の和 

         （日本の将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所より） 
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これまで、全国単位の将来推計方法を示してきたところであるが、各都道府県

及び消防本部において、各地域の将来推計を行う場合は、救急需要の状況は、地

域によって異なる*8と考えられることから、全国単位の将来推計方法を参考に、

地域の実情に応じた方法とすることが望ましい。 

具体的には、各地域の将来推計を行う場合には、年齢階層別の救急搬送率につ

いて検討するとともに、例えば、外国からの観光客が多い地域や、医療機関の再

編・設置や高齢者施設の設置等が予定される自治体もあり、これら地域の特性を

踏まえた検討を行うことが考えられる。 

 

 

 
今年度は、増加する救急需要への対策を多岐にわたって検討を進め、救急需要

対策について、一定の結論を得ることができた。具体的には、本報告書の本文を

参照いただければと思うが、特に、以下の点についてまとめの本章に掲載する。 

♯7119については、近年、♯7119の実施地域が増加してきたことを踏まえ、令

和６年度は、♯7119 として満たすべき要件、事業効果の再検証、119 番通報を♯

7119に直接転送又は掛け直しする仕組み、有効な広報策及び事業の「質」の向上

について検討を行った。 

高齢化の進展、熱中症患者の増加、新興感染症の流行等により、今後も救急需要

の増大及び多様化が懸念される中、不急の救急出動の抑制や、救急医療機関の受

診の適正化につながるなど♯7119の重要性はますます高まっている。 

今年度の検討結果を踏まえ改訂した手引きの活用等を通じて、「日本全国どこに

いても♯7119 が繋がる体制」、すなわち♯7119 の全国展開の実現に向けて、未実

施団体における♯7119の導入が一層進んでいくとともに、実施団体における更な

る実効性ある取組が進んでいくことを強く期待したい。 

転院搬送等での病院救急車の活用については、令和６年度の診療報酬改定で新

設された救急患者連携搬送料や病院救急車の導入等に対する補助、消防機関で使

用を終えた救急車の医療機関への引渡し等により、今後、病院救急車の配備・活

用が進むことを強く期待したい。また、患者等搬送事業者の一覧を消防本部のホ

 

*8 この点、消防庁が示す消防力の整備指針においても、「消防本部又は署所に配置する救急自

動車の数は、人口十万以下の市町村にあってはおおむね人口二万ごとに一台を基準とし、人口十

万を超える市町村にあっては五台に人口十万を超える人口についておおむね人口五万ごとに一

台を加算した台数を基準として、当該市町村の昼間人口、高齢化の状況、救急業務に係る出動の

状況等を勘案した数とする。」（第 13 条）とされており、人口を基準とした配置台数を基本とし

ながらも、当該地域における昼間人口、高齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案して

配置台数を決定することとなっている。 
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ームページに掲載したり、♯7119 でも必要に応じて紹介するなど、市民に対して

消防機関の救急車以外の手段があることの周知が進むことを期待する。 

また、消防と医療との連携は重要であり、厚生労働省も交えて、在宅医療と高齢

者施設等に関する検討を進めた。地域の実情に応じて、消防機関が地域の在宅医

療に関する協議の場に積極的に参加していくことについて検討したほか、介護保

険施設で協力医療機関を定めることが義務化されたこと等を踏まえ、高齢者施設

等と協力医療機関との連携体制の構築が進み、高齢者施設等からの救急要請の割

合の減少等に資することが期待される。 

日勤救急隊については、女性救急隊員の活躍も含めた多様な働き方にも資する

観点から、これまで、各消防本部において進められており、今後、消防本部に対

し、導入経緯や効果等について情報収集を行う方向性を示すことができた。 

高齢者人口が増加していく中で、今回、増加する救急需要への対策として、救急

出動の需要自体への対策（♯7119や病院救急車の活用等）にとどまらず、日勤救

急隊といった、救急搬送資源の供給体制の検討にも言及できたことは有意義であ

ると考える。 

救急需要が増大する中、市民のセーフティネットである救急業務を安定的かつ

継続的に提供することは重要である。消防の救急搬送資源に限りがある中で、本

報告書を受けて、♯7119の全国展開や転院搬送における病院救急車等の活用など、

地域の実情に応じて、一層の救急需要対策が進むことを強く期待する。 
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第３章 救急業務に関するフォローアップ 

令和５年中の救急自動車による全国の救急出動件数や搬送人員は集計を開始し

た昭和 38 年以降、最多となった。また、病院収容所要時間の平均は約 45.6 分と

なっており、新型コロナ禍前の令和元年と比べ、約 6.1 分延伸している。救急出

動件数が増加し、１件あたりの病院収容所要時間についても延伸していることか

ら、救急隊員の業務負荷が増加し、救急業務の質の維持等の観点から、救急隊員

の業務負荷軽減が求められている。そのような中で、救急業務における DX技術の

導入は救急隊員の業務負荷軽減に資するものであることから、より一層、消防本

部における DX推進を図ることを目的として、消防本部担当者向けの技術カタログ

を作成することとした。 

「救急業務の DX推進に係る消防本部担当者向けの技術カタログ」を作成するに

あたり、令和６年 11月６日（水）～12月６日（金）にかけて事業者に対し救急業

務に関するシステムの公募を実施した。公募の対象としたシステムは、下図の機

能を有し、救急業務の効率化・円滑化に資するものとした。（図表３－１） 

31の事業者から、41の救急業務に関するシステムの応募があり、公募の趣旨に

添わないシステムを除く 39 の救急業務に関するシステムを技術カタログへ掲載

することを決定した（資料１）。また、技術カタログの公表にあたって、利用規約

（資料２）を作成しており、消防庁のホームページには、この利用規約を添えて

掲載する。 

図表３－１ 救急活動フェーズごとで期待される DX技術の機能 
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現在、救急隊員の業務負荷の軽減等の観点から、各消防本部において、救急業務

における DXの推進が図られているところであるが、これまでに救急業務に関する

システムを導入したことがない消防本部にとっては、どのようなシステムを導入

すべきか判断材料が少なく、導入の検討が難しいものとなっている。そのような

消防本部が、それぞれ抱えている課題の解決に向けて、個別のニーズに合ったシ

ステムを選定・導入いただく際の参考として、技術カタログを活用していただき

たいと考えている。また、ICT等の先進的な技術は日々進歩している状況であり、

今後も救急業務の諸課題に対し、ICT 等の先進的な技術の活用という視点から課

題解決の方法を検討していくとともに、有用な情報については積極的に発信して

いきたいと考えている。 
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救急業務のDX推進に係る
消防本部担当者向け技術カタログ

消防庁 救急企画室

令和7年3月

本技術カタログの位置付け

1

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への

自動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による       

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

本技術カタログは、下記のいずれか又は複数の機能を有し、救急業務の効率化・円滑化に資するシステムの公募を行い、取
りまとめたものである。本技術カタログの利用条件等は「救急業務のDX推進に係る消防本部担当者向け技術カタログ利用
規約」に規定しているので、当該利用規約に基づき利用すること。URL:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資料１
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Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
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https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：救急需要予測及び配置シミュレーション
フェーズ：ⅠⅣ／機能：①救急需要予測、②救急隊（車）最適配置（AIビッグデータ）⑬

例：２日後までの需要予測と増隊配置シミュレーション

予測日時・時間・増隊数
を設定し予測し、

最適なシミュレーションを実施

データ解析
・過去の救急統計データ
・住民基本台帳地区別・年齢別人口
・地区別・年齢別人口/人口推計
・国勢調査将来人口推計
・天候/天気予報など

救急需要予測
地理情報、使用道路、エリア、地
区、時間帯、天候、人口、高齢者の
割合など、様々な要因を網羅的に解
析しAIを活用し需要を予測 最適配置・部隊運用

シミュレーション
・救急隊の配置可能場所、増隊場所、移
動配置場所等を設定

・運用条件を設定（曜日/署所/時間）
・最適な配置を運用計画を検討

短期的：システム運用
救急需要予測最適配置シミュレーションシステムの運用

将来予測シミュレーション レポート作成
長期的：報告書 救急活動記録データ分析・調査/

事例❶

短期的な数日後の救急需要を予測し、日勤救急隊
や臨時救急隊の増隊・移動配置を計画。 現場到着
時間最短化する配置シミュレーションを提示

例：数年先の需要予測と増隊配置シミュレーション

事例❷

事例❶

過去の救急統計データや将来人口推計を基に、年齢別の搬送率を活用して数年～
数十年先の救急需要を予測。将来予測に基づき、発生する救急事例を疑似的に算
出。救急出場件数や地理的条件を考慮し、増隊や移動配置の最適化をシミュレー
ション。また隊員の稼働時間や勤務負担を推計し、将来の運用負荷を検討。

事例❷

【システムの概要】救急需要を予測し予測に応じた最適な配置をシミュレーションする

【訴求ポイント】赤字で記載
【導入効果】事前に救急需要を予測し配置や増隊場所を決めることで初動が早くなり、現場到着時間の短縮や救急隊の効率の良い活動が期待できる。

増隊可能な条件や移動配置を事前に設定し
救急需要に適した救急隊の配置シミュレー
ションを提示し、レポートを出力。

救急隊・隊員の稼働時間を可視化

【導入実績】 ◇川崎市消防局（事例❶） ◇相模原市消防局（事例❷）

4

【システム概要】
 救急搬送実績データ、人口、地理情報等のビッグデータを用い、
 将来の救急車搬送件数を予測し、救急隊の最適配置シミュレーションを実施する技術を有している。

【訴求ポイント】
・救急搬送・人口・地理情報等のビッグデータを活用した将来需要予測シミュレーション
・配置変更等を踏まえた救急隊最適配置のためのシミュレーション
・博士号取得者等による本技術を活用した計画策定に向けた解析・シミュレーションの実施

【導入効果】
・配置変更等を踏まえた最適配置の実現へ

現場到着時間の短縮、救急隊毎の対応件数の平準化、署移転等による効果・影響の可視化
・ビッグデータ分析に基づく救急隊配置計画の策定へ

【本技術及び本技術に関連する実績】
・将来の救急搬送件数予測・救急隊配置シミュレーション
・医師・看護師の将来需要予測シミュレーション
・医療資源・人口動態の可視化・シミュレーション

システム名：救急需要予測及び配置シミュレーション 
フェーズ：Ⅰ／機能：①救急需要予測、②救急隊（車）最適配置（AIビッグデータ）

【問い合わせ先】 特定非営利活動法人日本医療経営機構 https://iryo-keiei.or.jp/
事務局 TEL: 075-315-1052  E-mail: office@iryo-keiei.or.jp 

【費用の目安】 500万円程度～
なお、ご要望・業務内容に応じて異なりますので
下記までお問い合わせ下さい。

救急搬送・人口・地理情報等の
ビッグデータ

将来の救急車
搬送件数を予測

救急隊の最適配置
シミュレーション

対応件数の平準化

現場到着時間の短縮

最適配置の実現

効果・影響の可視化

5
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訴求ポイント（カスタムシステム開発）
「実証実験など柔軟な支援による検討段階での効果測定支援」
 
   弊社では、パッケージ製品の納入だけでなく、消防本部様
の運用に即したカスタイマイズやオーダーメイドでのシステ
ム提供も可能です。

AIを活用するシステムでは、「要件整理」の段階で運用に
沿ったシステム設計が重要です。弊社は、消防本部の運用や
地域特性に応じた課題の分析・整理など、構想段階からの支
援が可能です。
   お客様の検討状況に応じ、要件整理のスペシャリストがデ
ザイン思考(※2)に基づき、課題解決をサポートいたします。

※2 ユーザーや顧客の視点を起点に、解決案の創生と検証をスピーディーに
繰り返して価値あるサービスやソリューションを探索的に見いだす思考法

システムの概要（パッケージ製品）
・過去の救急事案データや、人口・気象等の各種オープンデータを元にAIが学習
・「救急事案件数予測」、「平均現場到着時間予測」、「救急隊配置シミュレーション」を実行し、救急車両の適正配置を支援
〇救急需要予測システム参考URL
・https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/shobo/prediction.html
・https://www.hitachi.co.jp/rd/research/design/service/case_first_aid.html

基本機能（パッケージ製品）

(1)エリアごとの事案件数と現場到着
  時間を予測

・予測したい条件（日付、時間帯、隊
配置）の入力によりエリアごとの予
測結果をヒートマップで表示

・管轄地区全体など任意のエリアの平
均現場到着時間を算出

(2)救急隊の配置をシミュレーション
 ・XAI(※1)により、地図上で増隊が

必要なエリアにアイコンを表示
※1 Explainable Artificial Intelligence

（説明可能な人工知能）

導入効果（パッケージ製品）
(1)最適な救急隊配置計画による負担軽減
・各種オープンデータや事案データをもとに最適な配置計画の提供
(2)将来の効果的な増隊計画に活用
・XAIの予測結果を参考に根拠のある増隊計画を立案
・平均現場到着時間が長いエリアなどへの増隊計画へ活用

【問い合わせ先】
(株)日立製作所 公共システム営業統括本部 第四営業本部 第七営業部（TEL: 03-5471-4468）
Webサイトからのお問合せ︓https://www.hitachi.co.jp/Div/jkk/inquiry/inquiry.html

システム名：救急需要予測システム 
フェーズ：Ⅰ／機能：①救急需要予測、②救急隊（車）最適配置（AIビッグデータ）

導入実績
大規模消防本部

費用の目安
パッケージ製品         ︓1,500万円(税抜)＋システム導入費
カスタムシステム開発︓個別見積

参考︓救急需要予測システムの予測結果表示画面イメージ

6

③映像通報
フェーズⅠ

7

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
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050-5830-0750
[受付時間]平日9:00～17:00]

株式会社アルカディア
https:/arcadia.co.jp

〒562-0043 大阪府箕面市桜井一丁目10番28号

【問い合わせ先】

【概要】
消防本部から通報者端末にSMSで映像通報用URLを送信し、通報者がURLにアクセスすることにより、ライブ映像でやりと

りができるサービスです。
【ポイント】

・２者間の映像を他の端末（救急隊等）で共有できます。
・ライブ映像の他、チャットによるやりとりも可能です。
・通報内容は消防本部端末に自動保存されます。
・口頭指導動画等を通報者端末に送信することができます。

【導入効果】
・迅速・的確な出動指令が行えます。
・傷病者に的確な指導が行えます。

【導入実績】
・全国８２消防本部（2024,12,25現在）

【費用】
・初期費用￥350,000、月額費用
￥20,000

※弊社サービスNET119をご利用のお客様は初期費用￥0、月額費用￥10,000となります。

システム名：映像通報サービス
フェーズ：Ⅰ／機能：③映像通報

通報者消防本部

①消防本部から通報者へSMS等を送信

・通報者の位置情報をGPSで取得表示
・ライブ映像を救急隊と共有

②受信したURLからWEBにアクセス

・通報者側の事前登録は不要

ビデオ通話

映像共有

救急隊

8

システム名：緊急通報サービスプラットフォーム（RapidSOS）
フェーズ：ⅠⅡⅢ／機能：③映像通報、④

【問い合わせ先】

【概要】
様々なIoTデバイスの多種多様な情報を、緊急通報対応の関係者に連携する、デジタルプラットフォームサービス

【訴求ポイント】
スマートフォンだけでなく、スマートウォッチ、スマートホーム、ドライブレコーダー等の様々なIoTデバイスからの情報
（端末位置情報やカメラのリアルタイム映像、車両情報等）を、緊急通報受理機関に共有・連携し、迅速で正確な対応を
可能とします。

【導入効果】
①高精度な位置情報②付加情報（通報者に紐づく医療・車両等）を、連携を要する関係者含めて
迅速に共有でき、現場への駆けつけ所要時間の削減と、より多くの方の救命活動に繋がります。
例えば米国では、電話受付から現場への駆け付け所要時間を88%削減しています。

【導入実績】
米国で、現時点（2024年11月末）で人口カバー率99.99%*1。
日本で、2025年度商用サービス開始予定。2024年度に複数の消防指令台にて実証を実施。
*1 RapidSOS UNITE/Portal、IamResponding、eDispatches等、複数のサービス合計の数値

株式会社NTTデータ
モビリティ＆レジリエンス事業部 危機管理ソリューション担当
（050-5545-1866/rapidsos.sales@hml.nttdata.co.jp）

＜画面イメージ＞

9
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【問い合わせ先】

システム名：DATA119（映像通報サービス）
フェーズ：Ⅰ／機能：③映像通報

≪概要≫
通報者と指令員を繋ぐ映像共有サービスです。
通報者のスマートフォン等で撮影した現場映像を指令台で参照、状況把握や救急隊到着前活動を映像を介して支援する仕組みです。
私たちNECは最新技術によるDXの様々な技術×ノウハウを結集し、「新しいあたり前の社会」を全国の消防様と創ってまいります。

■訴求ポイント
①リアルタイムに現場状況を把握できます
②救急隊現場到着前に助言や指導を映像を通して救命率向上に貢献します
③指令連携により、スムーズに映像配信開始・現場位置特定できます
④使用時間制による料金体系にて利用しやすくサービス提供します
⑤将来的に現場画像伝送システムの代替手段としての活用を期待できます

■導入効果

現場状況
把握

救命率向上
貢献

通報者の目に見える状況を指令センターで早期把握で
きることで、精度高い的確な判断や検討を行えます

救急現場におけるバイスタンダーへの助言や応急手当の
指導を通じ、現場における初期対応に役立てられます

≪映像通報サービス利用の流れ≫

１１９通報 URLタップ 配信

通報受付 SMS送付
ショートメッセージ

受信

通報者の目線に立った現場
情報の収集が必要と判断通報者

指令センター

救急隊 出動
現場
到着

観察
処置

病院
搬送

病院
到着

訴求ポイント
①,②,③

訴求ポイント
①,④,⑤

指令連携による扱いやすさを多数配備

救急隊や消防隊における現場画像伝送
の代替としての利用も期待できます

弊社取組紹介
YouTube

日本電気株式会社 レジリエンス事業部門 レジリエンス営業統括部宛
問い合わせフォーム https://www2.nec.co.jp/contact_v1/contact_form.html

※問い合わせの際にはリンク内・ご用件を「見積・概要説明・デモ」を選択いただき、お気軽にお問合せください。
10

システム名：Live119
フェーズ：Ⅰ／機能：③映像通報

【問い合わせ先】

・システムの概要（システムの説明）
119番等の緊急通報時における音声・映像情報を、
通報現場と消防指令センター間で迅速かつ
スムーズに共有することを目的とする映像通報システム
（https://www.dawn-corp.co.jp/service/live119）

・訴求ポイント
口頭では把握しきれなかった現場の様子を映像で確認したり、動画送信により口頭指導を支援
約5年の運用で培ったノウハウと消防職員の声を反映したリニューアル版を2024年夏にリリース

・導入効果
的確な口頭指導の支援による救命率の向上
救助・事故現場の映像による事前把握による対応時間の短縮

・導入実績
172消防本部（管轄人口約5,500万人）

・費用の目安（税別）
初期費用︓150万円、月額利用料︓8万円（月100回、年間1,200回までの利用）

株式会社ドーン（https://www.dawn-corp.co.jp） 公共営業部
（電話 03-5777-1033 / メールアドレス︓cloud_sales@dawn-corp.co.jp）

11
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④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
フェーズⅡ・Ⅲ

12

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

システム名：医療施設情報システム Mefis
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等） ⑦⑧⑨⑩

問い合わせ先︓国際航業株式会社 info-mefis@kk-grp.jp
製品サイト︓https://www.kkc.co.jp/service/item/2814/

救急搬送時の医療機関の情報と傷病者情報のやり取りや、医療機関の空き状況、救急隊の各種帳票への出力機能を有している、地域救急の見える化を行うシステムで
す。救急搬送時の搬送時間の短縮と救急隊の活動における書類作業の軽減に寄与する機能群を実装しています。救急隊はタブレット等のモバイル端末を用いて医療機
関への受入要請・傷病者情報のやり取りを行い、活動時の記録を帳票出力できます。

システムの概要

導入する地域の課題や各種の様式種別に対応しており、地域によって異なるニーズに対応します。
搬送時間が長くかかる事案ではリアルタイムの情報共有を充実させる、地域災害の多い地域では個別の一斉照会の運用支援を行うなどの運用全体のサポートにより成
果を上げてきました。

訴求ポイント

応需情報の登録

搬送先検索

搬送病院選定 要請 → 決定 病院収容

搬送実績の登録 活動記録の入出力

帰署

搬送実績モニター閲覧

一斉照会の回答

傷病者情報の送信

傷病者情報の確認 電子サイン

受入の一斉照会

これまで導入頂いた自治体では下記の効果があったとの反響をいただいています。
・搬送時間の短縮 ・交渉回数4回以上の事案が半減 ・三次救急に集中していた搬送の平準化
・応需入力率の向上

導入効果

14都道府県、8自治体/費用目安は利用数及びカスタマイズ箇所により変動のためお問合せ下さい。
導入実績・費用の目安

13
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システム名：医療関係者間アプリケーション「Join」
フェーズ：ⅡⅢ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）⑥⑦

【問い合わせ先】株式会社アルム https://www.allm.net/contact/
14

・システムの概要
①国内で初めて医療機器認証を受けた医療者向け遠隔医療アプリ
病院前救護の現場で、救急隊員が患者情報を正確に医療機関へ伝え、搬送先病院の選定や、病院到着後に迅速な治療が出来る体制を整えます。
※実現には、消防、医療機関双方にJoinの導入が必要。

②医療情報のモバイルハブ
画像/映像/生体検査機器、各種医療情報システムと連携し、スマホ・タブレットやPC上で表示可能。救急車内の情報をJoin経由で搬送先に事前連携。
（薬事承認・認可を受けた国： 日本、米国（FDA）、欧州（CE）ブラジル、サウジアラビア、ケニア）

・訴求ポイントおよび導入実績
Joinの3つのバリュー
①医療機器（2014年）：汎用画像診断装置用プログラム ※世界のガイドラインも遵守：日本・米国・欧州・ブラジル・サウジ・ケニア等
②保険収載：2016年日本初、2022年・2024年診療報酬にて適用拡大
③グローバル展開：世界32か国、約1100医療機関（日本では約500医療機関） ※世界中の急性期地域医療情報連携に採用、臨床効果の報告多数
※本邦では86の消防本部/団/組合にて導入（2024年）
https://www.allm.net/news/20220201/

・導入効果（参考）
～消防と病院で双方にJoinが導入されることで、病院前連携を実現～
・消防隊とのプレホスピタル連携（写真や動画の事前情報を共有）
①事故による破損の程度、エアバック開閉の有無を把握
②病気の場合、家の様子がわかる
③身分証の写真（※本人の許可のもと）

・受け入れ病院は受電後→院内周知をシームレスに行える

・費用の目安
・導入及び運営支援：300万円
・月額使用料：11万円/30ID
※DICOMデータ連携が必要な場合、サーバーを設置。設置費用：400万円
※2024/11時点  ご用命をいただき次第、ヒアリングを行い、お見積りを作成いたします。

【ポイント】

・最大４配信までのを分割表示できます。

・それ以上の配信数の場合は、切り替えて表示が可能です。

・すべての配信映像は受信ＰＣに保存されます。

【導入効果】

・救急隊と病院が傷病者の状況を共有できます。

・傷病者に迅速・的確な処置が行えます。

【費用】
・初期費用￥0、月額費用￥10,000（送信側1台と受信側1台の場合。端末数×￥5,000円となります）

システム名：映像伝送サービス Telesees(テレシーズ)
フェーズ：ⅡⅢ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）

ウェアラブルカメラ

車内固定カメラ

映像配信サーバー

指令センター

病 院

ＰＣ

救急現場１

救急現場２

視聴１

視聴２

050-5830-0750
[受付時間]平日9:00～17:00]

株式会社アルカディア
https://arcadia.co.jp

〒562-0043 大阪府箕面市桜井一丁目10番28号

【問い合わせ先】

15

【概要】
スマートフォン等の配信端末を介して、救急隊員のウェアラブルカメラや救急車内のカメラなどの映

像を指令センターや病院等に設置しているＰＣ に配信するサービスです。
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【問い合わせ先】
日本電気株式会社 レジリエンス事業部門 レジリエンス営業統括部宛

問い合わせフォーム https://www2.nec.co.jp/contact_v1/contact_form.html
※問い合わせの際にはリンク内・ご用件を「見積・概要説明・デモ」を選択いただき、お気軽にお問合せください。

システム名：救急搬送支援システム（救急DX）
フェーズⅡⅢⅣ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）⑤⑧⑨⑩⑪

≪概要≫
救急隊の出動から帰署後のあらゆる活動フェーズをシステムで強固に支援します。
記録する傷病者情報や静止画/動画・バイタルなどの記録内容は医療機関とリアルタイムに共有でき、搬送者受入れに役立てられます。
私たちNECは最新技術によるDXの様々な技術×ノウハウを結集し、「新しいあたり前の社会」を消防救急医療関係の皆様と創ってまいります。

フェーズⅡ
・傷病者申し送り票の電子化
・救急報告(救急OA)の出先での入力
・入力簡素化(指令連携、OCR/画像解析、音声認識)

フェーズⅢ
・医療機関との傷病者情報共有

(静止画、映像、電カルへの情報共有)
・傷病名、医師署名等の電子化

フェーズⅣ
・登録内容の救急報告(消防OA)へのシームレスな反映
・予後調査（ウツタイン様式）及び事後検証情報の入力支援
（医療機関⇔消防間） and more...

■訴求ポイント
①救急隊の大幅な業務負荷軽減
②医療機関側との傷病者情報の必要情報を網羅
③シームレスな指令システム/消防OAシステムへの情報連携
④機密性の高い情報に対する高セキュア回線/対策の実施

■導入効果

３０％減* 2つのゼロ*
本システム/サービス導入によりトータル
約30%の業務負荷軽減を目指せます
(*当社調べ、各本部の運営状況によって変動)

①指令システムや消防OAシステムとの連携に対して中間サーバ
等の機器の配備が不要です。(連携のための機器ゼロ)

②指令連携は１動作のみ、消防OA連携は自動反映(操作ゼロ)

■導入事例（柔軟なシステム導入が可能です、導入後アドオンも対応できます）
MAX：救急タブレット導入＋入力簡素化機能＋医療機関共有サービス実装
MID：救急タブレット導入＋入力簡素化機能 or 医療機関共有サービス実装
MIN：救急タブレットのみ(傷病者申し送り票電子化、救急報告持ち出し)

MINの導入イメージ

弊社取組紹介
YouTube
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システム名：救急車両向け映像伝送システム ＥｇＣａｓｔｅｒ
フェーズ：ⅡⅢ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（１２誘導心電図等、バイタル伝送等）

【問い合わせ先】

・システムの概要
  救急車両と医療機関を繋ぐ、カメラ映像及びバイタルデータ等の映像伝送システム。

・訴求ポイント
スマホ、タブレットなどの活用により、傷病者のバイタルサイン、12誘導心電図、外傷等の身体所見など現場状況を救急隊と医療機関がリア
ルタイムで情報共有する事が出来る。

・導入効果
搬送先医療機関が早期に傷病者の身体所見を確認できる事により、医師の具体的判断、受入れ準備、治療の準備が進められ、治療までの時間
が短縮されることで、救命率の向上、傷病者の良好な予後に効果が期待される。

・導入実績
全国の消防本部及び医療機関 約20施設

・費用の目安
救急車１台から医療機関及び消防本部への映像伝送で、初期150万円～200万円

・システムの紹介Ｗｅｂサイト
  https://www.enwa.tv/egcaster/

ENWA株式会社 https://www.enwa.tv 
TEL︓06-4390-3522  E-Mail︓info@enwa.tv

17
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＊訴求ポイント
・現場に携帯できる小型の医療機器（富士の国）を使用し、接触時の傷病者の状況を医療機関と共有出来るため、早期医療介入が可能になります。
・医療従事者との相互のコミュニケーションを図れるため、受入れ等をスムーズに行うことが出来ます。
・タブレット画面に活動記録を簡潔に入力することが出来るので、救急隊員の労力を軽減できます。
＊導入効果
・様々な時間の短縮につながり、傷病者の救命率及び再発防止につながります。（現場滞在、病院選定、手術やカテーテル治療の準備等）

【問い合わせ先】 株式会社グッドケア
HP:http://www.goodcare.jp メールアドレス︓info@goodcare.jp

システム名：救急情報映像伝送システム 富士の国
フェーズ：ⅡⅢ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（１２誘導心電図等、バイタル伝送等）

現場での活動内容の記録を電子化する
ことで、救急隊員の労力を軽減でき、
DX化に繋がります。

総合救急救命情報システム

「ＳＥＬＩＴＳ」

＊システム概要
・救急現場の傷病者の12誘導心電図、バイタル情報及び現場の動画像を、クラウド若しくはリアルタイムに搬送先の医療機関に伝送します。

18

システム名：救急医療情報システム
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有⑦⑪

【問い合わせ先】

・システムの概要（システムの説明）
救急医療情報システムは、救急隊と医療機関が救急業務に係る情報を入力・閲覧し、情報連携を強化することで、搬送時間の短縮および業務効率
化を目的とした情報連携プラットフォームです。

・訴求ポイント
救急医療情報システムに救急隊は搬送実績情報を、医療機関は応需情報を入力、救急システムを通して情報共有できます。
また、オプションとして、救急隊が救急現場で記載する傷病者観察メモや、メディカルコントロール内で救急業務の分析を行う
事後検証業務のシステム化も可能です。
これらにより、救急業務の各フェーズで発生する情報を救急医療情報システム上に集約することができ、関係者間の情報連携、情報管理の一元
化、情報の利活用を推進します。

・導入効果
-応需情報、搬送実績情報に加え、傷病者観察メモ、現場画像や心電図、事後検証をオンライン上に反映し、関係者間の早期情報連携が可能
-傷病者観察メモや事後検証のペーパーレス化による情報管理の一元化が可能
-入力した各種情報のうち、共通項目は救急医療情報システムの各機能の間で自動連携するため、二重入力項目の削減が可能
-入力した各種情報は統計活用が可能

・導入実績
17都道府県に提供しています。（2024年11月時点）

・その他
詳細資料については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

株式会社NTTデータ https://www.nttdata.com/jp
第四公共事業本部 ヘルスケア事業部 企画統括部 ヘルスケアソリューション担当
メールアドレス noriaki.takahashi@nttdata.com 19
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システムの概要
救急総合支援システムATAS（エイタス） は、救急隊が患者情報を素早く入力できるシステムです。
入力した患者情報を消防本部や医療機関と共有することで、 迅速な搬送を支援します。
また、 消防ＯＡシステムと連携することで、 帰署後の報告書作成など、 救急隊の事務負担を軽減し、 現場活動から事務作業までを
一貫して効率化･最適化することができます。

・訴求ポイント ・システム運用イメージ
本システムは救急現場に必要な機能をまとめた
オールインワンパッケージです。
医療機関とのデータ、画像共有はもちろんのこと、
医療機関の空き情報の確認から引継書作成まで
可能です。
また、OAシステムと連携することで記録した内容を
反映することで事務処理の効率化も図れます。
その他機能については、お問い合わせください。

・導入効果
導入いただいた消防様では、覚知から病院収容
までの時間が0.9分短縮でき、帰署後の活動記録
作成時間は6.5分（11分36秒→4分58秒）短縮
できています。

・導入実績︓１５消防本部

・費用の目安︓ATASサーバライセンス料︓ １台あたり600,000円/年 ATASクライアントライセンス料︓１台あたり120,000円/年
※ライセンス費用とは別途、システム開発費用が発生します。

システム名：救急総合支援システムATAS（エイタス）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④医療機関とのデータ画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫

【問い合わせ先】 株式会社麻生情報システム https://www.aso-group.co.jp/ais/
ビジネスソリューション部 MAIL︓support-qq@ais-idc.jp

20

システム名：緊急業務用 現場支援システム LiveOn Wearable
フェーズ：ⅡⅢⅣ /機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）⑤⑪

【問い合わせ先】 ジャパンメディアシステム株式会社 マーティング担当
電話︓03-5297-5511 メール︓mkt@jm-s.co.jp https://web.liveon.ne.jp/product/liveon-wearable/

システムの概要 装着者の視点で撮影できるスマートグラスを使用し、搬送中の処置の様子を受け入れ先病院に共有します。加えて、車内に固定の
モニタリング用カメラを設置することで、バイタルデータも同時に確認できます。

訴求ポイント
1. スマートグラスでは隊員が映像をハンズフリーで送信でき、受入れ病院側では隊員の目線をそのまま確認できる
2. A病院とB病院、救急医と専門医など、複数拠点/人での会話が可能となり、臨機応変な相談や受入れ準備ができる
3. 受入れ病院側からカメラを遠隔操作し、確認したい箇所を見られる
4. 車載モニター画面の映像を共有することで、病院側がリアルタイムにバイタルデータを確認できる
5. 音声や映像・共有画面を自動で録画保存することで、医療機関側での閲覧や事後検証に活用できる

導入効果 搬送中、支援システムに接続しておくことで、受入れ病院側がリアルタイムで患者の状態を確認し、適切な処置を
指示できるようになりました。また搬送の途中経過を把握できるため、到着から処置開始までの時間を短縮できます。

導入事例
医療法人 札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック病院様
他システムと比較して、4G回線において映像や音声が乱れなかったことがLiveOnWearable採用のポイントとなりました。
導入事例︓https://web.liveon.ne.jp/case/scvc/ ※手術配信における近似事例のインタビューになります。

導入費用 初期費用150万円～

スマートグラスで隊員の視線映像を撮影、
リアルタイムで搬送先病院に中継

現場-救急-専門医など複
数でのやり取りも可能

21
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・ システムの概要
デジタルトリアージシステムは、災害時における傷病者情報を一元管理するためのシステムです。
従来の手書きによる紙ベースの情報管理を、音声入力やスマートフォンを用いた操作によって効率
化し、現場の各隊員が入力した傷病者情報を、指揮本部、救急搬送隊、医療機関とリアルタイムで
共有することが可能になります。
これにより、多くの命を救うための救急隊の活動を強力にサポートします。
また、救急総合支援システムATAS（エイタス）と連携することで、 現場活動から事務作業までを
一貫したシステムとなり、更に効率化することができます。
※救急総合システムATASは、㈱麻生情報システムの製品です

・訴求ポイント
• 入力ミス、漏れの防止。追記、修正時間を最小化。
• リアルタイム情報共有、情報伝達のスピードアップにより、救命率向上に貢献。
• 入力された情報を自動的に記録・保存し、分析や改善に活用可能。
• 災害後のレポート作成やトレーニングに役立つデータを提供。
• 既存のシステムや機材との連携を想定した設計。
• 既存のデバイスでの使用も可能。

・導入効果
災害現場での救急活動の効率化により、救命率の向上と隊員の負担を大幅に削減できます。

・導入実績︓2026年度より導入開始予定です。

・費用の目安︓ご相談

システム名：災害時傷病者情報管理システム（デジタルトリアージシステム）
フェーズ：ⅡⅢ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）

【問い合わせ先】 株式会社モリタホールディングス https://www.morita119.com/
新事業開発室 MAIL︓ Fdems-support@morita119.com

【システム運用イメージ】

22

・システムの概要（システムの説明）
デフィブリレータ EMS-1052で測定した12誘導または導出18誘導心電図解析結果（PDF）をメール送信するシステムです。
※通信には別途モバイルルータが必要です。

・訴求ポイント
①標準12誘導解析機能を搭載可能、さらに導出18誘導心電図波形を表示・記録できます (オプションです)。
②解析結果（PDF）を搬送先へメール送信可能。送信先アドレス登録件数は60件、12誘導解析後に自動送信も可能です (オプションです)。

・導入効果
①右室梗塞、後壁梗塞を直感的にとらえやすくしたレポートで虚血性心疾患の迅速な診断をサポートします。
②搬送先の適正化や受入病院でのスムーズな処置をサポートします。

・導入実績
①EMS-1052と標準12誘導/導出18誘導心電図機能︓約600台
②メール送信機能︓約150台

・費用の目安
価格は構成により異なります。

＊本システムは、医療従事者用です。

▼日本光電Webサイト（医療関係者向け製品情報）
https://medical.nihonkohden.co.jp/iryo/index.html?URL=/iryo/products/resp_resus/def/ems1052.html

システム名：デフィブリレータ EMS-1052による標準12誘導/導出18誘導心電図のメール送信機能
フェーズ：ⅡⅢ／機能：④ 医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）

12誘導解析結果PDFのサンプル

【問い合わせ先】 事業者名︓日本光電工業株式会社、HPアドレス︓https://www.nihonkohden.co.jp/
  担当部署︓国内事業本部 中央営業部、連絡先︓電話︓03-5996-8647 メールアドレス︓SalesOperations-chuo@db.nkc.co.jp

システムのイメージ
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v

iPicssによるスムーズな情報共有で、(1)救急車内の傷病者の安全担保、(2)搬送先病院での適切な診療の早期開始を実現している。加えて、iPicssは、
(3) 写メを基本とした誰でも使えるメッセージアプリ型システムであり、いきなりの本番環境でも全世代が迷わず使える仕様となっている

システム
概要

訴求
ポイント

アナログ＋デジタルの「いいトコ取り」した簡便システム︓現行の紙のシステムにそのまま導入でき、 ITの新規導入時のわずらわしさがない。
各所への情報共有により様々な時短が可能︕(1)手書きの用紙を写メして送るだけ (2)写メ画像をOCRによりテキスト化してデータべ―ス利用が可能。
(3)画像・動画、チャットで傷病者の状況を共有。(4) 現場の医療者がタップして応需情報を更新し「受入可否」をタイムリーに関係者間で共有。
(5)産婦人科／高齢者施設からの施設間搬送に対応。 (6)地域のPHRデータベースから傷病者の情報を連携した実績あり。

導入
効果

導入
実績

iPicss利用で妊産婦搬送の到着後、輸血開始時間や、児の緊急娩出までの所要時間を大幅に短縮︓20分50秒 → 13分30秒。
消防指令における119番電話応対時間が約20秒短縮。高齢者施設でのシミュレーションで、施設者の対応時間が2分36秒短縮。

妊産婦の緊急搬送：岡山県全域、広島県備後地区、群馬県(2024年から３年かけて全域に導入)
高齢者施設からの搬送・すべての119番入電による搬送：岡山県吉備中央町

バーズ・ビュー株式会社 問合せ 03-6801-5620  ／sales.birdsview.jp https://www.birdsview.jp
そなえ株式会社 050-3159-5859／info@sonae.ltd https://sonae.ltd

説明動画へのリンクを
クリック

説明動画へのリンク
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システム名：病院前緊急搬送補助システム “iPicss(アイピクス)”
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）⑤⑦⑧⑩⑪

システム名：ライフパック15 V4+ モニタリング機能付除細動器 & 病院前情報連携システム LIFENET Care
フェーズ：ⅡⅢ/機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）

■ システムの概要（システムの説明）
• ライフパック15 V4+は、専用モデムと接続することで、4G回線を使用して救急現場・救急車内からクラウドへの12誘導心電図の送信、モニターに表示されて

いるバイタルのライブストリーミングが可能になります。
• 搬送先の病院からは、Webベースのシステム、もしくはiOS/Androidベースのアプリ「LIFENET Care」を活用することで、前述のデータの参照が可能になりま

す。
• 「LIFENET Care」システムを通して、救急隊/病院間のビデオ通話やチャットも可能になります。また、傷病者の症状に応じて院内の医療チーム（例︓カテ

室）への一斉通知が可能なチームアクティベーション機能を有します。
■ 訴求ポイント

• メールによる通知だけでなく、Web/アプリベースのシステムを活用することで、
患者データへのアクセス性が向上します。

• ライブストリーミングとビデオ通話を併用し(右図)、救急現場の情報を医師へ
リアルタイムに共有することで、病院内から現場や傷病者の状況を確認でき、
救急隊/病院間のコミュニケーションの円滑化に貢献します。

• 専用モデムはライフパック15から給電されキャリングケースに収納可能な為、
• 煩雑な配線が不要で現場活動を阻害しません。携帯回線を使用する為、

Wi-Fiに繋ぐ/テザリングを行うといった手間がなく、マルチSIM搭載で大手
3キャリア利用可能となり、通信接続性が向上しました。

■ 導入効果
• 救急隊が病院到着前に12誘導心電図を伝送することで、First Medical Contact to Balloon Time、Door to Balloon Timeの短縮に貢献します。また、チームア

クティベーション機能を使用することで、院内の医療チーム（例︓カテ室）の効率的な立ち上げにも貢献します。
• ライブストリーミングとビデオ通話を活用することで、病院内の医師による傷病者の状況確認が容易になり、重症患者の早期発見・対応や患者急変時のモニタ

リングなどの円滑化に寄与することが期待できます。
■ 費用の目安

• 弊社担当者、または下記のお問い合わせ先よりお問い合わせください。

【問い合わせ先】
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【問い合わせ先】

システム名：CodeMate ®
フェーズ：ⅡⅢⅣ ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）⑤⑧⑩⑪

26

 システムの概要
CodeMateは、携帯型モニタリング機能付き除細動器「X Series 」と連携し、救命士が搬送先の病院および所属の消防署へ提出する各種救急レポートの作成
を支援するアプリケーションです。タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末にインストールしたアプリ上で、除細動器で取得した心電図等のデータを
タイムリーに参照・反映、傷病者情報をタップやプルダウンで入力できるため、救急車内や病院の待機中などに輸送証・報告書などのレポート作成を効率的か
つ正確に行えます。他社の除細動器や車載モニタであっても、アプリ上でレポートを作成する基本機能はご使用いただけます（一部機能制限あり）。

 訴求ポイント
車載モニタの機能を兼ねる除細動器から救急活動に関するデータをアプリに取込み、傷病者搬送書類に反映・書類を作成、電子コ ピーやハードコピー（車載
にモバイルプリンタが必要）で搬送先へ提出することが可能となります。また、入力したデータは帰署後に消防本部で必要となる活動記録の内容に取込むこと
がことができ、病院収容後からモバイル端末にて報告書の作成が可能、業務負担の軽減と活動の効率化に貢献します。また、除細動器で取得した活動データを
もとに活動のデブリーフィング資料として活用いただけます。

 導入効果
実証を行った施設では帰署後の報告書作成の平均時間が20分短縮された。また、搬送先へ提出する傷病者搬送書類も手書きによる読み難さが軽減され、病院側
の患者記録の取得精度もより高まった。

 導入実績
実証を依頼した３消防本部にて稼働中、令和7年以降の予算請求をおこなっている消防本部が複数あり。

 費用の目安
初期費用として本部でのライセンス及び設定費用として¥1,000,000と、別途除細動器1台につき¥1,000,000を頂戴しております。

製品の紹介HP 製品のパンフレット

旭化成ゾールメディカル株式会社
救命医療機器事業本部 （03-6205-4920 / https://www.ak-zoll.com/resus/inquiry )

システム名：NSER mobile
フェーズ：ⅡⅢⅣ/機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）⑤⑦⑧⑨⑩⑪

【問い合わせ先】 TXP Medical株式会社 自治体事業部
URL︓https://txpmedical.jp/ TEL︓03-5615-8433 MAIL:txp99@txpmedical.com

【システム概要】

【導入効果】

【導入実績（一部）】

【費用の目安】
ご利用の機能、条件等により異なります。弊社担当者までお問い合せください。

神奈川県藤沢市・秦野市・鎌倉市/北海道札幌市・恵庭市/山形県山形市/新潟県新潟市/福岡県北九州市/沖縄県那覇市  
計40以上の自治体（※本導入・実証を含む）

NSER mobileは救急隊と病院をデジタルでつなぐ SaaS型のクラウド救急医療情報システム です。

■機能面の特徴
・自社製AI OCRを用いて各種証明書、AVMモニター、バイタルモニター、お薬手帳を高精度に読み取り、入力作業を削減します。
・生成AIを用いたLLM機能により、音声情報を解析し、必要データを構造化して自動入力。現場の負担を軽減します。

・救急隊通話時間︓最大1分1秒短縮 ・OA入力作業時間︓75％削減
・医療機関評価︓利用率・高評価90％以上 ・情報連携の質向上︓体感90％以上
・迅速な治療︓Door to Balloonタイム短縮  ・医師の働き方改革︓システム利用によるタスクシェア

AI OCRや生成AI音声入力を
用いた入力支援機能

受入要請情報をデータ共有
QRを用いて電子カルテへ転記

LINEWORKS等と連携し
院内の情報伝達も効率化

医療機関の受入可能状況や
交渉・応需状況を可視化

帳票へのサインもシステム化 
 活動記録票へ自動反映

OAシステムと連携可能
報告書作成業務を効率化

予後調査・事後検証のデジタル
化、ペーパーレス化

1,業務効率化︓救急隊と医療機関内の情報のバケツリレーを削減し、リアルタイム共有を実現。これにより、救急隊と医療機関双方の業務負担を軽減し、
  迅速かつ効率的な対応が可能になります。

2,搬送時間の短縮︓病院要請時の情報伝達を一元化し、特に複数病院との交渉における負担を軽減。迅速な意思決定をサポートし、搬送時間を短縮します。
3,マッチング最適化︓傷病者の重症度に応じた適切な医療機関への搬送をサポート。救命率向上と医療リソースの有効活用を両立します。
4,EBPMの推進︓救急搬送に関わるデータを一元化・構造化することで、エビデンスに基づく政策立案や業務改善を可能にします。

https://ems-collection.jp/

【訴求ポイント】
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【問い合わせ先】

システム名：RescueNet 12ｰLead
フェーズ：ⅡⅢ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）⑥

28

 システムの概要
RescueNet 12-Leadは弊社携帯型モニタリング機能付き除細動器「 X Series 」 で12誘導心電図を取得・
解析し傷病判定補助を行う機能になります。また心電図伝送システムなどにつなぎかえることなく、
除細動器から登録されている複数のメールアドレスや FAXに心電図伝送が可能なシステムとなります。
（Wi-Fi環境必須）

 訴求ポイント
場所を選ばずに12誘導心電図伝送が行える点。また、本体が生体情報モニタリング機能付きの除細動器
であるため傷病者急変時にケーブルの取り外しや他モダリティの追加を行わずに救急処置継続が可能と
なります。

 導入効果
これまで主に救急車内収容後に取得されていた12誘導心電図が傷病者接触時から取得が可能となり、
現場離脱前に搬送先病院へ心電図と補助判定の結果を共有することができます。
また、心電図の解析と補助判定の機能を有するため、救命士の熟練度に関わらず傷病者への適切な対応が
可能となります。

 導入実績
全国150以上の消防本部にて稼働中。

 費用の目安
弊社携帯型モニタリング機能付き除細動器「X Series 」には出荷時より 本機能が付属されているため、
追加でのオプション費用は不要となります。ご使用に際し伝送先の登録・設定費用として除細動器1台につき
¥100,000を頂戴しております。
その他、Wi-Fi環境が必要となるため導入先消防施設での携帯電話テザリングやポケットWi-Fiのご準備をお願
いしており、その費用が別途必要となります。

製品のパンフレット製品の紹介HP

旭化成ゾールメディカル株式会社
救命医療機器事業本部 ( 03-6205-4920 / https://www.ak-zoll.com/resus/inquiry/ )

https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：Smart119
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等） ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

・指令台システムとの連携可
→事案情報/AVMをSmart119に送信
・複数傷病者事案にも対応
→最大４人まで傷病者情報の入力が可能

・医療機関へリアルタイム情報共有
→入力情報・画像・映像など
・身分証/バイタルモニターのOCR
→テキストを読み取り自動入力
・心電図モニター自動連携・伝送（12誘導）
→バイタル/心電図の自動保存・自動記録
・入力内容による傷病判定補助
・医療機関へオンライン収容依頼/応需情報

・Smart119消防OAシステムへの自動反映
→救急活動記録票、救急救命処置録など
・国報告CSV/統計出力可能
・その他各種帳票等に反映
・事後検証
※既存OAシステムへの連携も可（要相談）

病院滞在時間短縮効果
隊員の業務負荷軽減

事務作業時間短縮効果病院交渉時間短縮効果

Ⅰ.119入電～出動～現場到着

【システムの概要】救急活動中に端末に情報を入力し医療機関と情報共有。一度入力した情報を引継書や報告書等に反映させ救急業務の効率化を図るシステム

【訴求ポイント】赤字で記載

【導入効果】 現場滞在時間の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11
月令和4年
令和5年（システム利用）

14.6分16.5分

Ⅱ.傷病者接触～車内収容～搬送先選定
④⑤⑥⑦

Ⅲ.現場出発～病院収容（医師引継）
⑧⑨⑩⑪

・傷病者引継書作成/データ化
→入力内容の自動反映
・医師署名の電子化
→任意のタイミングでサイン可
・各種署名の電子化
→不搬送/死亡時の引受機関署名
・予後調査

Ⅳ.帰署～事務処理
⑩⑪

自動連携で入力不要︕
30秒に1度自動的に

バイタル値を取得・保存
（12誘導心電図/スナップショット）

各種署名：救急隊の端末から可
医師署名：医療機関WEBから

任意のタイミングで可

バイタルサインの変化など
追加情報をリアルタイムに

医療機関へ更新・反映

帰署途中に端末へ入力
帰署後にPCから出力可能

◇東広島市消防局
◇千葉県（千葉市を除く30消防本部）
◇江別市消防本部 ◇桑名市消防本部

【導入実績】 ◇千葉市消防局

システム使用方法
救急隊 :アプリ 医療機関 : WEBブラウザ
（iOS/Android）

※PC・タブレット・スマートフォン
※1隊で複数台を同時使用可能

＜入力支援＞
・フリック/キーボード/スクリブル/音声
・各消防本部に合わせた画面設計
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システム名：緊急通報サービスプラットフォーム（RapidSOS）
フェーズ：ⅠⅡⅢ／③④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）

【問い合わせ先】

【概要】
様々なIoTデバイスの多種多様な情報を、緊急通報対応の関係者に連携する、デジタルプラットフォームサービス

【訴求ポイント】
スマートフォンだけでなく、スマートウォッチ、スマートホーム、ドライブレコーダー等の様々なIoTデバイスからの情報
（端末位置情報やカメラのリアルタイム映像、車両情報等）を、緊急通報受理機関に共有・連携し、迅速で正確な対応を
可能とします。

【導入効果】
①高精度な位置情報②付加情報（通報者に紐づく医療・車両等）を、連携を要する関係者含めて
迅速に共有でき、現場への駆けつけ所要時間の削減と、より多くの方の救命活動に繋がります。
例えば米国では、電話受付から現場への駆け付け所要時間を88%削減しています。

【導入実績】
米国で、現時点（2024年11月末）で人口カバー率99.99%*1。
日本で、2025年度商用サービス開始予定。2024年度に複数の消防指令台にて実証を実施。
*1 RapidSOS UNITE/Portal、IamResponding、eDispatches等、複数のサービス合計の数値

株式会社NTTデータ
モビリティ＆レジリエンス事業部 危機管理ソリューション担当
（050-5545-1866/rapidsos.sales@hml.nttdata.co.jp）

＜画面イメージ＞

再掲

30

⑤観察内容等の自動記録
フェーズⅡ

31

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
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システムの概要
救急総合支援システムATAS（エイタス） は、救急隊が患者情報を素早く入力できるシステムです。
入力した患者情報を消防本部や医療機関と共有することで、 迅速な搬送を支援します。
また、 消防ＯＡシステムと連携することで、 帰署後の報告書作成など、 救急隊の事務負担を軽減し、 現場活動から事務作業までを
一貫して効率化･最適化することができます。

・訴求ポイント ・システム運用イメージ
本システムは救急現場に必要な機能をまとめた
オールインワンパッケージです。
医療機関とのデータ、画像共有はもちろんのこと、
医療機関の空き情報の確認から引継書作成まで
可能です。
また、OAシステムと連携することで記録した内容を
反映することで事務処理の効率化も図れます。
その他機能については、お問い合わせください。

・導入効果
導入いただいた消防様では、覚知から病院収容
までの時間が0.9分短縮でき、帰署後の活動記録
作成時間は6.5分（11分36秒→4分58秒）短縮
できています。

・導入実績︓１５消防本部

・費用の目安︓ATASサーバライセンス料︓ １台あたり600,000円/年 ATASクライアントライセンス料︓１台あたり120,000円/年
※ライセンス費用とは別途、システム開発費用が発生します。

システム名：救急総合支援システムATAS（エイタス）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能： ④⑤観察内容等の自動記録⑦⑧⑨⑩⑪⑫

【問い合わせ先】 株式会社麻生情報システム https://www.aso-group.co.jp/ais/
ビジネスソリューション部 MAIL︓support-qq@ais-idc.jp
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再掲

【問い合わせ先】
日本電気株式会社 レジリエンス事業部門 レジリエンス営業統括部宛

問い合わせフォーム https://www2.nec.co.jp/contact_v1/contact_form.html
※問い合わせの際にはリンク内・ご用件を「見積・概要説明・デモ」を選択いただき、お気軽にお問合せください。

システム名：救急搬送支援システム（救急DX）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤観察内容等の自動記録⑧⑨⑩⑪

≪概要≫
救急隊の出動から帰署後のあらゆる活動フェーズをシステムで強固に支援します。
記録する傷病者情報や静止画/動画・バイタルなどの記録内容は医療機関とリアルタイムに共有でき、搬送者受入れに役立てられます。
私たちNECは最新技術によるDXの様々な技術×ノウハウを結集し、「新しいあたり前の社会」を消防救急医療関係の皆様と創ってまいります。

フェーズⅡ
・傷病者申し送り票の電子化
・救急報告(救急OA)の出先での入力
・入力簡素化(指令連携、OCR/画像解析、音声認識)

フェーズⅢ
・医療機関との傷病者情報共有

(静止画、映像、電カルへの情報共有)
・傷病名、医師署名等の電子化

フェーズⅣ
・登録内容の救急報告(消防OA)へのシームレスな反映
・予後調査（ウツタイン様式）及び事後検証情報の入力支援
（医療機関⇔消防間） and more...

■訴求ポイント
①救急隊の大幅な業務負荷軽減
②医療機関側との傷病者情報の必要情報を網羅
③シームレスな指令システム/消防OAシステムへの情報連携
④機密性の高い情報に対する高セキュア回線/対策の実施

■導入効果

３０％減* 2つのゼロ*
本システム/サービス導入によりトータル
約30%の業務負荷軽減を目指せます
(*当社調べ、各本部の運営状況によって変動)

①指令システムや消防OAシステムとの連携に対して中間サーバ
等の機器の配備が不要です。(連携のための機器ゼロ)

②指令連携は１動作のみ、消防OA連携は自動反映(操作ゼロ)

■導入事例（柔軟なシステム導入が可能です、導入後アドオンも対応できます）
MAX：救急タブレット導入＋入力簡素化機能＋医療機関共有サービス実装
MID：救急タブレット導入＋入力簡素化機能 or 医療機関共有サービス実装
MIN：救急タブレットのみ(傷病者申し送り票電子化、救急報告持ち出し)

MINの導入イメージ

弊社取組紹介
YouTube

再掲
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システム名：緊急業務用 現場支援システム LiveOn Wearable
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤観察内容等の自動記録⑪

【問い合わせ先】 ジャパンメディアシステム株式会社 マーティング担当
電話︓03-5297-5511 メール︓mkt@jm-s.co.jp https://web.liveon.ne.jp/product/liveon-wearable/

システムの概要 装着者の視点で撮影できるスマートグラスを使用し、搬送中の処置の様子を受け入れ先病院に共有します。加えて、車内に固定の
モニタリング用カメラを設置することで、バイタルデータも同時に確認できます。

訴求ポイント
1. スマートグラスでは隊員が映像をハンズフリーで送信でき、受入れ病院側では隊員の目線をそのまま確認できる
2. A病院とB病院、救急医と専門医など、複数拠点/人での会話が可能となり、臨機応変な相談や受入れ準備ができる
3. 受入れ病院側からカメラを遠隔操作し、確認したい箇所を見られる
4. 車載モニター画面の映像を共有することで、病院側がリアルタイムにバイタルデータを確認できる
5. 音声や映像・共有画面を自動で録画保存することで、医療機関側での閲覧や事後検証に活用できる

導入効果 搬送中、支援システムに接続しておくことで、受入れ病院側がリアルタイムで患者の状態を確認し、適切な処置を
指示できるようになりました。また搬送の途中経過を把握できるため、到着から処置開始までの時間を短縮できます。

導入事例
医療法人 札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック病院様
他システムと比較して、4G回線において映像や音声が乱れなかったことがLiveOnWearable採用のポイントとなりました。
導入事例︓https://web.liveon.ne.jp/case/scvc/ ※手術配信における近似事例のインタビューになります。

導入費用 初期費用150万円～

スマートグラスで隊員の視線映像を撮
影、リアルタイムで搬送先病院に中継

現場-救急-専門医など複
数でのやり取りも可能

再掲
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システム名：病院前緊急搬送補助システム “iPicss(アイピクス)”
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤観察内容等の自動記録⑦⑧⑩⑪

iPicssによるスムーズな情報共有で、(1)救急車内の傷病者の安全担保、(2)搬送先病院での適切な診療の早期開始を実現している。加えて、iPicss
は、(3) 写メを基本とした誰でも使えるメッセージアプリ型システムであり、いきなりの本番環境でも全世代が迷わず使える仕様となっている

システム
概要

訴求
ポイント

アナログ＋デジタルの「いいトコ取り」した簡便システム︓現行の紙のシステムにそのまま導入でき、 ITの新規導入時のわずらわしさがない。
各所への情報共有により様々な時短が可能︕(1)手書きの用紙を写メして送るだけ (2)写メ画像をOCRによりテキスト化してデータべ―ス利用が可能。
(3)画像・動画、チャットで傷病者の状況を共有。(4) 現場の医療者がタップして応需情報を更新し「受入可否」をタイムリーに関係者間で共有。
(5)産婦人科／高齢者施設からの施設間搬送に対応。 (6)地域のPHRデータベースから傷病者の情報を連携した実績あり。

導入
効果

導入
実績

iPicss利用で妊産婦搬送の到着後、輸血開始時間や、児の緊急娩出までの所要時間を大幅に短縮︓20分50秒 → 13分30秒。
消防指令における119番電話応対時間が約20秒短縮。高齢者施設でのシミュレーションで、施設者の対応時間が2分36秒短縮。

妊産婦の緊急搬送：岡山県全域、広島県備後地区、群馬県(2024年から３年かけて全域に導入)
高齢者施設からの搬送・すべての119番入電による搬送：岡山県吉備中央町

バーズ・ビュー株式会社 問合せ 03-6801-5620  ／sales.birdsview.jp https://www.birdsview.jp
そなえ株式会社 050-3159-5859／info@sonae.ltd https://sonae.ltd

説明動画へのリンクを
クリック

説明動画へのリンク

35
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【問い合わせ先】

システム名：CodeMate ®
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤観察内容等の自動記録⑧⑩⑪

36

 システムの概要
CodeMateは、携帯型モニタリング機能付き除細動器「X Series 」と連携し、救命士が搬送先の病院および所属の消防署へ提出する各種救急レポートの作成
を支援するアプリケーションです。タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末にインストールしたアプリ上で、除細動器で取得した心電図等のデータを
タイムリーに参照・反映、傷病者情報をタップやプルダウンで入力できるため、救急車内や病院の待機中などに輸送証・報告書などのレポート作成を効率的か
つ正確に行えます。他社の除細動器や車載モニタであっても、アプリ上でレポートを作成する基本機能はご使用いただけます（一部機能制限あり）。

 訴求ポイント
車載モニタの機能を兼ねる除細動器から救急活動に関するデータをアプリに取込み、傷病者搬送書類に反映・書類を作成、電子コ ピーやハードコピー（車載
にモバイルプリンタが必要）で搬送先へ提出することが可能となります。また、入力したデータは帰署後に消防本部で必要となる活動記録の内容に取込むこと
がことができ、病院収容後からモバイル端末にて報告書の作成が可能、業務負担の軽減と活動の効率化に貢献します。また、除細動器で取得した活動データを
もとに活動のデブリーフィング資料として活用いただけます。

 導入効果
実証を行った施設では帰署後の報告書作成の平均時間が20分短縮された。また、搬送先へ提出する傷病者搬送書類も手書きによる読み難さが軽減され、病院側
の患者記録の取得精度もより高まった。

 導入実績
実証を依頼した３消防本部にて稼働中、令和7年以降の予算請求をおこなっている消防本部が複数あり。

 費用の目安
初期費用として本部でのライセンス及び設定費用として¥1,000,000と、別途除細動器1台につき¥1,000,000を頂戴しております。

製品の紹介HP 製品のパンフレット

旭化成ゾールメディカル株式会社
救命医療機器事業本部 （03-6205-4920 / https://www.ak-zoll.com/resus/inquiry )

再掲

https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：Smart119
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤観察内容等の自動記録⑥⑦⑧⑨⑩⑪

・指令台システムとの連携可
→事案情報/AVMをSmart119に送信
・複数傷病者事案にも対応
→最大４人まで傷病者情報の入力が可能

・医療機関へリアルタイム情報共有
→入力情報・画像・映像など
・身分証/バイタルモニターのOCR
→テキストを読み取り自動入力
・心電図モニター自動連携・伝送（12誘導）
→バイタル/心電図の自動保存・自動記録
・入力内容による傷病判定補助
・医療機関へオンライン収容依頼/応需情報

・Smart119消防OAシステムへの自動反映
→救急活動記録票、救急救命処置録など
・国報告CSV/統計出力可能
・その他各種帳票等に反映
・事後検証
※既存OAシステムへの連携も可（要相談）

病院滞在時間短縮効果
隊員の業務負荷軽減

事務作業時間短縮効果病院交渉時間短縮効果

Ⅰ.119入電～出動～現場到着

【システムの概要】救急活動中に端末に情報を入力し医療機関と情報共有。一度入力した情報を引継書や報告書等に反映させ救急業務の効率化を図るシステム

【訴求ポイント】赤字で記載

【導入効果】 現場滞在時間の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11
月令和4年
令和5年（システム利用）

14.6分16.5分

Ⅱ.傷病者接触～車内収容～搬送先選定
④⑤⑥⑦

Ⅲ.現場出発～病院収容（医師引継）
⑧⑨⑩⑪

・傷病者引継書作成/データ化
→入力内容の自動反映
・医師署名の電子化
→任意のタイミングでサイン可
・各種署名の電子化
→不搬送/死亡時の引受機関署名
・予後調査

Ⅳ.帰署～事務処理
⑩⑪

自動連携で入力不要︕
30秒に1度自動的に

バイタル値を取得・保存
（12誘導心電図/スナップショット）

各種署名：救急隊の端末から可
医師署名：医療機関WEBから

任意のタイミングで可

バイタルサインの変化など
追加情報をリアルタイムに

医療機関へ更新・反映

帰署途中に端末へ入力
帰署後にPCから出力可能

◇東広島市消防局
◇千葉県（千葉市を除く30消防本部）
◇江別市消防本部 ◇桑名市消防本部

【導入実績】 ◇千葉市消防局

システム使用方法
救急隊 :アプリ 医療機関 : WEBブラウザ
（iOS/Android）

※PC・タブレット・スマートフォン
※1隊で複数台を同時使用可能

＜入力支援＞
・フリック/キーボード/スクリブル/音声
・各消防本部に合わせた画面設計

再掲
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システム名：NSER mobile
フェーズ番号：ⅡⅢⅣ/機能：④⑤観察内容等の自動記録⑦⑧⑨⑩⑪ 再掲

【問い合わせ先】 TXP Medical株式会社 自治体事業部
URL︓https://txpmedical.jp/ TEL︓03-5615-8433 MAIL:txp99@txpmedical.com

38

【システム概要】

【導入効果】

【導入実績（一部）】

【費用の目安】
ご利用の機能、条件等により異なります。弊社担当者までお問い合せください。

神奈川県藤沢市・秦野市・鎌倉市/北海道札幌市・恵庭市/山形県山形市/新潟県新潟市/福岡県北九州市/沖縄県那覇市  
計40以上の自治体（※本導入・実証を含む）

NSER mobileは救急隊と病院をデジタルでつなぐ SaaS型のクラウド救急医療情報システム です。

■機能面の特徴
・自社製AI OCRを用いて各種証明書、AVMモニター、バイタルモニター、お薬手帳を高精度に読み取り、入力作業を削減します。
・生成AIを用いたLLM機能により、音声情報を解析し、必要データを構造化して自動入力。現場の負担を軽減します。

・救急隊通話時間︓最大1分1秒短縮 ・OA入力作業時間︓75％削減
・医療機関評価︓利用率・高評価90％以上 ・情報連携の質向上︓体感90％以上
・迅速な治療︓Door to Balloonタイム短縮  ・医師の働き方改革︓システム利用によるタスクシェア

AI OCRや生成AI音声入力を
用いた入力支援機能

受入要請情報をデータ共有
QRを用いて電子カルテへ転記

LINEWORKS等と連携し
院内の情報伝達も効率化

医療機関の受入可能状況や
交渉・応需状況を可視化

帳票へのサインもシステム化 
 活動記録票へ自動反映

OAシステムと連携可能
報告書作成業務を効率化

予後調査・事後検証のデジタル
化、ペーパーレス化

1,業務効率化︓救急隊と医療機関内の情報のバケツリレーを削減し、リアルタイム共有を実現。これにより、救急隊と医療機関双方の業務負担を軽減し、
  迅速かつ効率的な対応が可能になります。

2,搬送時間の短縮︓病院要請時の情報伝達を一元化し、特に複数病院との交渉における負担を軽減。迅速な意思決定をサポートし、搬送時間を短縮します。
3,マッチング最適化︓傷病者の重症度に応じた適切な医療機関への搬送をサポート。救命率向上と医療リソースの有効活用を両立します。
4,EBPMの推進︓救急搬送に関わるデータを一元化・構造化することで、エビデンスに基づく政策立案や業務改善を可能にします。

https://ems-collection.jp/

【訴求ポイント】

⑥バイタルサインや画像の分析による傷病者判定補助
フェーズⅡ

39

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

100



システム名：FT-WEBシステム
フェーズ：ⅡⅣ／機能：⑥バイタルサインや画像の分析による傷病判定補助⑦⑩⑪

【問い合わせ先】 Fukula株式会社 https://fukula.jp/ 電話︓045-330-9191 メール︓info@fukula.jp

システムの概要
救急事案発生から、現地での傷病者情報・状況の記録と判定を
行い、搬送先選定から搬送先医療機関への収容、その後の報告
業務・記録票作成、事後検証までをデータで繋ぐシステムです。
傷病者情報を医療機関マイページで連携照会が、搬送先選定時
に他隊の搬送状況が確認できる完全Webシステムです。

システム訴求ポイント
事案発生から、事案終了までのデータを一元的に管理を行うため、無駄の無い情報管理ができます。以下の5つのポイントで救急活動を支援します。
①特別なソフトは必要ありません②登録が簡単なタッチ入力③自動重症度判定④搬送先選定時の情報連携⑤他システム連動カスマイズ可能

導入効果
搬送先選定時に他隊の状況が確認ができ、1回目の医療機関への受け入れ
交渉連絡において、受け入れ可能の回答が７０％であったものが、導入後には
８０％に向上しました。隊員の現場滞在時間を少なくする事が可能です。

導入実績
横浜市消防局

費用の目安
導入費用119万円から（各オプション価格あり）保守・運用費用20万/月から

詳しくは
ホームページで

40

【問い合わせ先】株式会社アルム https://www.allm.net/contact/
41

・システムの概要
①国内で初めて医療機器認証を受けた医療者向け遠隔医療アプリ
病院前救護の現場で、救急隊員が患者情報を正確に医療機関へ伝え、搬送先病院の選定や、病院到着後に迅速な治療が出来る体制を整えます。
※実現には、消防、医療機関双方にJoinの導入が必要。

②医療情報のモバイルハブ
画像/映像/生体検査機器、各種医療情報システムと連携し、スマホ・タブレットやPC上で表示可能。救急車内の情報をJoin経由で搬送先に事前連携。
（薬事承認・認可を受けた国： 日本、米国（FDA）、欧州（CE）ブラジル、サウジアラビア、ケニア）

・訴求ポイントおよび導入実績
Joinの3つのバリュー
①医療機器（2014年）：汎用画像診断装置用プログラム ※世界のガイドラインも遵守：日本・米国・欧州・ブラジル・サウジ・ケニア等
②保険収載：2016年日本初、2022年・2024年診療報酬にて適用拡大
③グローバル展開：世界32か国、約1100医療機関（日本では約500医療機関） ※世界中の急性期地域医療情報連携に採用、臨床効果の報告多数
※本邦では86の消防本部/団/組合にて導入（2024年）
https://www.allm.net/news/20220201/

・導入効果（参考）
～消防と病院で双方にJoinが導入されることで、病院前連携を実現～
・消防隊とのプレホスピタル連携（写真や動画の事前情報を共有）
①事故による破損の程度、エアバック開閉の有無を把握
②病気の場合、家の様子がわかる
③身分証の写真（※本人の許可のもと）

・受け入れ病院は受電後→院内周知をシームレスに行える

・費用の目安
・導入及び運営支援：300万円
・月額使用料：11万円/30ID
※DICOMデータ連携が必要な場合、サーバーを設置。設置費用：400万円
※2024/11時点  ご用命をいただき次第、ヒアリングを行い、お見積りを作成いたします。

再掲システム名：医療関係者間アプリケーション「Join」
フェーズ：ⅡⅢ／機能：④⑥バイタルサインや画像の分析による傷病判定補助⑦
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【問い合わせ先】

システム名：RescueNet 12ｰLead
フェーズ：Ⅱ／機能：④⑥バイタルサインや画像の分析による傷病判定補助

42

 システムの概要
RescueNet 12-Leadは弊社携帯型モニタリング機能付き除細動器「 X Series 」 で12誘導心電図を取得・
解析し傷病判定補助を行う機能になります。また心電図伝送システムなどにつなぎかえることなく、
除細動器から登録されている複数のメールアドレスや FAXに心電図伝送が可能なシステムとなります。
（Wi-Fi環境必須）

 訴求ポイント
場所を選ばずに12誘導心電図伝送が行える点。また、本体が生体情報モニタリング機能付きの除細動器
であるため傷病者急変時にケーブルの取り外しや他モダリティの追加を行わずに救急処置継続が可能と
なります。

 導入効果
これまで主に救急車内収容後に取得されていた12誘導心電図が傷病者接触時から取得が可能となり、
現場離脱前に搬送先病院へ心電図と補助判定の結果を共有することができます。
また、心電図の解析と補助判定の機能を有するため、救命士の熟練度に関わらず傷病者への適切な対応が
可能となります。

 導入実績
全国150以上の消防本部にて稼働中。

 費用の目安
弊社携帯型モニタリング機能付き除細動器「X Series 」には出荷時より 本機能が付属されているため、
追加でのオプション費用は不要となります。ご使用に際し伝送先の登録・設定費用として除細動器1台につき
¥100,000を頂戴しております。
その他、Wi-Fi環境が必要となるため導入先消防施設での携帯電話テザリングやポケットWi-Fiのご準備をお願
いしており、その費用が別途必要となります。

製品のパンフレット製品の紹介HP

旭化成ゾールメディカル株式会社
救命医療機器事業本部 ( 03-6205-4920 / https://www.ak-zoll.com/resus/inquiry/ )

再掲

https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：Smart119  
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑥バイタルサインや画像の分析による傷病判定補助⑦⑧⑨⑩⑪

・指令台システムとの連携可
→事案情報/AVMをSmart119に送信
・複数傷病者事案にも対応
→最大４人まで傷病者情報の入力が可能

・医療機関へリアルタイム情報共有
→入力情報・画像・映像など
・身分証/バイタルモニターのOCR
→テキストを読み取り自動入力
・心電図モニター自動連携・伝送（12誘導）
→バイタル/心電図の自動保存・自動記録
・入力内容による傷病判定補助
・医療機関へオンライン収容依頼/応需情報

・Smart119消防OAシステムへの自動反映
→救急活動記録票、救急救命処置録など
・国報告CSV/統計出力可能
・その他各種帳票等に反映
・事後検証
※既存OAシステムへの連携も可（要相談）

病院滞在時間短縮効果
隊員の業務負荷軽減

事務作業時間短縮効果病院交渉時間短縮効果

Ⅰ.119入電～出動～現場到着

【システムの概要】救急活動中に端末に情報を入力し医療機関と情報共有。一度入力した情報を引継書や報告書等に反映させ救急業務の効率化を図るシステム

【訴求ポイント】赤字で記載

【導入効果】 現場滞在時間の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11
月令和4年
令和5年（システム利用）

14.6分16.5分

Ⅱ.傷病者接触～車内収容～搬送先選定
④⑤⑥⑦

Ⅲ.現場出発～病院収容（医師引継）
⑧⑨⑩⑪

・傷病者引継書作成/データ化
→入力内容の自動反映
・医師署名の電子化
→任意のタイミングでサイン可
・各種署名の電子化
→不搬送/死亡時の引受機関署名
・予後調査

Ⅳ.帰署～事務処理
⑩⑪

自動連携で入力不要︕
30秒に1度自動的に

バイタル値を取得・保存
（12誘導心電図/スナップショット）

各種署名：救急隊の端末から可
医師署名：医療機関WEBから

任意のタイミングで可

バイタルサインの変化など
追加情報をリアルタイムに

医療機関へ更新・反映

帰署途中に端末へ入力
帰署後にPCから出力可能

◇東広島市消防局
◇千葉県（千葉市を除く30消防本部）
◇江別市消防本部 ◇桑名市消防本部

【導入実績】 ◇千葉市消防局

システム使用方法
救急隊 :アプリ 医療機関 : WEBブラウザ
（iOS/Android）

※PC・タブレット・スマートフォン
※1隊で複数台を同時使用可能

＜入力支援＞
・フリック/キーボード/スクリブル/音声
・各消防本部に合わせた画面設計

再掲
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⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼
フェーズⅡ

44

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

・システムの概要 （弊社HP︓https://line-works.com/）
LINEでおなじみのトーク機能を中心に、グループウェア機能を搭載した「ビジネス版LINE」を提供しています。
多くの自治体様での導入実績も多数ありセキュリティ面もご安心してご利用いただけるサービスとなります。

・訴求ポイント
トーク機能から傷病者情報を入力し、救急隊から医療機関への収容依頼要請を一斉に実施する仕組みを提供することが可能。
既読確認機能を活用することで、どの医療機関がメッセージが見ているかすぐに確認することが可能です。

・導入効果
収容依頼の照会は電話で確認することが多いが、一斉照会を行うことで都度、電話確認していた工数を削減し、
受入先からの回答を救急隊はLINE WORKSを通じて、スマートフォンやPCから確認することが可能になります。

・導入実績︓４６万社以上

・費用の目安︓LINE WORKSライセンス料︓１IDあたり5,400円/年
※一斉受入照会の設定は（株）麻生情報システム様にて設定を行います。ライセンスとは別に設定費用が発生します。

システム名：LINE WORKS
フェーズ：Ⅱ／機能：⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

【問い合わせ先】 LINE WORKS株式会社 https://line-works.com/
LINE WORKS 救急システム連携問合せ窓口 MAIL︓dl_es@line-works.com

各医療機関への情報伝達および
搬送時間までの時間が課題

救急搬送事案発生（通常）

救
急
隊

医療機関

医療機関

医療機関

N
G

N
G

O
K

救急搬送事案発生（LINE WORKS活用時）

救
急
隊

医療機関

医療機関

医療機関

N
G

N
G

O
K

各医療機関へ一斉に受入照会が可能
受入要請〜搬送までの時間を短縮

一斉配信

利用イメージ

搬送

個々に
電話確認
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システム名：医療施設情報システム Mefis
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑦医療機関の空き状況把握・収容依頼⑧⑨⑩

問い合わせ先︓国際航業株式会社 info-mefis@kk-grp.jp
製品サイト︓https://www.kkc.co.jp/service/item/2814/

救急搬送時の医療機関の情報と傷病者情報のやり取りや、医療機関の空き状況、救急隊の各種帳票への出力機能を有している、地域救急の見える化を行うシステムで
す。救急搬送時の搬送時間の短縮と救急隊の活動における書類作業の軽減に寄与する機能群を実装しています。救急隊はタブレット等のモバイル端末を用いて医療機
関への受入要請・傷病者情報のやり取りを行い、活動時の記録を帳票出力できます。

システムの概要

導入する地域の課題や各種の様式種別に対応しており、地域によって異なるニーズに対応します。
搬送時間が長くかかる事案ではリアルタイムの情報共有を充実させる、地域災害の多い地域では個別の一斉照会の運用支援を行うなどの運用全体のサポートにより成
果を上げてきました。

訴求ポイント

応需情報の登録

搬送先検索

搬送病院選定 要請 → 決定 病院収容

搬送実績の登録 活動記録の入出力

帰署

搬送実績モニター閲覧

一斉照会の回答

傷病者情報の送信

傷病者情報の確認 電子サイン

受入の一斉照会

これまで導入頂いた自治体では下記の効果があったとの反響をいただいています。
・搬送時間の短縮 ・交渉回数4回以上の事案が半減 ・三次救急に集中していた搬送の平準化
・応需入力率の向上

導入効果

14都道府県、8自治体/費用目安は利用数及びカスタマイズ箇所により変動のためお問合せ下さい。
導入実績・費用の目安

再掲

46

【問い合わせ先】株式会社アルム https://www.allm.net/contact/
47

・システムの概要
①国内で初めて医療機器認証を受けた医療者向け遠隔医療アプリ
病院前救護の現場で、救急隊員が患者情報を正確に医療機関へ伝え、搬送先病院の選定や、病院到着後に迅速な治療が出来る体制を整えます。
※実現には、消防、医療機関双方にJoinの導入が必要。

②医療情報のモバイルハブ
画像/映像/生体検査機器、各種医療情報システムと連携し、スマホ・タブレットやPC上で表示可能。救急車内の情報をJoin経由で搬送先に事前連携。
（薬事承認・認可を受けた国： 日本、米国（FDA）、欧州（CE）ブラジル、サウジアラビア、ケニア）

・訴求ポイントおよび導入実績
Joinの3つのバリュー
①医療機器（2014年）：汎用画像診断装置用プログラム ※世界のガイドラインも遵守：日本・米国・欧州・ブラジル・サウジ・ケニア等
②保険収載：2016年日本初、2022年・2024年診療報酬にて適用拡大
③グローバル展開：世界32か国、約1100医療機関（日本では約500医療機関） ※世界中の急性期地域医療情報連携に採用、臨床効果の報告多数
※本邦では86の消防本部/団/組合にて導入（2024年）
https://www.allm.net/news/20220201/

・導入効果（参考）
～消防と病院で双方にJoinが導入されることで、病院前連携を実現～
・消防隊とのプレホスピタル連携（写真や動画の事前情報を共有）
①事故による破損の程度、エアバック開閉の有無を把握
②病気の場合、家の様子がわかる
③身分証の写真（※本人の許可のもと）

・受け入れ病院は受電後→院内周知をシームレスに行える

・費用の目安
・導入及び運営支援：300万円
・月額使用料：11万円/30ID
※DICOMデータ連携が必要な場合、サーバーを設置。設置費用：400万円
※2024/11時点  ご用命をいただき次第、ヒアリングを行い、お見積りを作成いたします。

再掲システム名：医療関係者間アプリケーション「Join」
フェーズ：ⅡⅢ／機能：④⑥⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼
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システム名：救急医療情報システム
フェーズ：ⅡⅣ／④⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼⑪

【問い合わせ先】

・システムの概要（システムの説明）
救急医療情報システムは、救急隊と医療機関が救急業務に係る情報を入力・閲覧し、情報連携を強化することで、搬送時間の短縮および業務効率
化を目的とした情報連携プラットフォームです。

・訴求ポイント
救急医療情報システムに救急隊は搬送実績情報を、医療機関は応需情報を入力、救急システムを通して情報共有できます。
また、オプションとして、救急隊が救急現場で記載する傷病者観察メモや、メディカルコントロール内で救急業務の分析を行う
事後検証業務のシステム化も可能です。
これらにより、救急業務の各フェーズで発生する情報を救急医療情報システム上に集約することができ、関係者間の情報連携、情報管理の一元化、
情報の利活用を推進します。

・導入効果
-応需情報、搬送実績情報に加え、傷病者観察メモ、現場画像や心電図、事後検証をオンライン上に反映し、関係者間の早期情報連携が可能
-傷病者観察メモや事後検証のペーパーレス化による情報管理の一元化が可能
-入力した各種情報のうち、共通項目は救急医療情報システムの各機能の間で自動連携するため、二重入力項目の削減が可能
-入力した各種情報は統計活用が可能

・導入実績
17都道府県に提供しています。（2024年11月時点）

・その他
詳細資料については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

株式会社NTTデータ https://www.nttdata.com/jp
第四公共事業本部 ヘルスケア事業部 企画統括部 ヘルスケアソリューション担当
メールアドレス noriaki.takahashi@nttdata.com

再掲
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システムの概要
救急総合支援システムATAS（エイタス） は、救急隊が患者情報を素早く入力できるシステムです。
入力した患者情報を消防本部や医療機関と共有することで、 迅速な搬送を支援します。
また、 消防ＯＡシステムと連携することで、 帰署後の報告書作成など、 救急隊の事務負担を軽減し、 現場活動から事務作業までを
一貫して効率化･最適化することができます。

・訴求ポイント ・システム運用イメージ
本システムは救急現場に必要な機能をまとめた
オールインワンパッケージです。
医療機関とのデータ、画像共有はもちろんのこと、
医療機関の空き情報の確認から引継書作成まで
可能です。
また、OAシステムと連携することで記録した内容を
反映することで事務処理の効率化も図れます。
その他機能については、お問い合わせください。

・導入効果
導入いただいた消防様では、覚知から病院収容
までの時間が0.9分短縮でき、帰署後の活動記録
作成時間は6.5分（11分36秒→4分58秒）短縮
できています。

・導入実績︓１５消防本部

・費用の目安︓ATASサーバライセンス料︓ １台あたり600,000円/年 ATASクライアントライセンス料︓１台あたり120,000円/年
※ライセンス費用とは別途、システム開発費用が発生します。

システム名：救急総合支援システムATAS（エイタス）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼⑧⑨⑩⑪⑫

【問い合わせ先】 株式会社麻生情報システム https://www.aso-group.co.jp/ais/
ビジネスソリューション部 MAIL︓support-qq@ais-idc.jp

再掲
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v

iPicssによるスムーズな情報共有で、(1)救急車内の傷病者の安全担保、(2)搬送先病院での適切な診療の早期開始を実現している。加えて、iPicssは、
(3) 写メを基本とした誰でも使えるメッセージアプリ型システムであり、いきなりの本番環境でも全世代が迷わず使える仕様となっている

システム
概要

訴求
ポイント

アナログ＋デジタルの「いいトコ取り」した簡便システム︓現行の紙のシステムにそのまま導入でき、 ITの新規導入時のわずらわしさがない。
各所への情報共有により様々な時短が可能︕(1)手書きの用紙を写メして送るだけ (2)写メ画像をOCRによりテキスト化してデータべ―ス利用が可能。
(3)画像・動画、チャットで傷病者の状況を共有。(4) 現場の医療者がタップして応需情報を更新し「受入可否」をタイムリーに関係者間で共有。
(5)産婦人科／高齢者施設からの施設間搬送に対応。 (6)地域のPHRデータベースから傷病者の情報を連携した実績あり。

導入
効果

導入
実績

iPicss利用で妊産婦搬送の到着後、輸血開始時間や、児の緊急娩出までの所要時間を大幅に短縮︓20分50秒 → 13分30秒。
消防指令における119番電話応対時間が約20秒短縮。高齢者施設でのシミュレーションで、施設者の対応時間が2分36秒短縮。

妊産婦の緊急搬送：岡山県全域、広島県備後地区、群馬県(2024年から３年かけて全域に導入)
高齢者施設からの搬送・すべての119番入電による搬送：岡山県吉備中央町

バーズ・ビュー株式会社 問合せ 03-6801-5620  ／sales.birdsview.jp https://www.birdsview.jp
そなえ株式会社 050-3159-5859／info@sonae.ltd https://sonae.ltd

説明動画へのリンクを
クリック

説明動画へのリンク
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再掲システム名：病院前緊急搬送補助システム “iPicss(アイピクス)”
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼⑧⑩⑪

システム名：FT-WEBシステム
フェーズ：ⅡⅣ／⑥⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼⑩⑪

【問い合わせ先】 Fukula株式会社 https://fukula.jp/ 電話︓045-330-9191 メール︓info@fukula.jp

システムの概要
救急事案発生から、現地での傷病者情報・状況の記録と判定を行い、
搬送先選定から搬送先医療機関への収容、その後の報告業務・記録票
作成、事後検証までをデータで繋ぐシステムです。傷病者情報を医療
機関マイページで連携照会が、搬送先選定時に他隊の搬送状況が確認
できる完全Webシステムです。

システム訴求ポイント
事案発生から、事案終了までのデータを一元的に管理を行うため、無駄の無い情報管理ができます。以下の5つのポイントで救急活動を支援します。
①特別なソフトは必要ありません②登録が簡単なタッチ入力③自動重症度判定④搬送先選定時の情報連携⑤他システム連動カスマイズ可能

導入効果
搬送先選定時に他隊の状況が確認ができ、1回目の医療機関への受け入れ
交渉連絡において、受け入れ可能の回答が７０％であったものが、導入後には
８０％に向上しました。隊員の現場滞在時間を少なくする事が可能です。

導入実績
横浜市消防局
費用の目安
導入費用119万円から（各オプション価格あり）保守・運用費用20万/月から

詳しくは
ホームページで

再掲
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システム名：NSER mobile
フェーズ：ⅡⅢⅣ/機能：④⑤⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼⑧⑨⑩⑪ 再掲

【問い合わせ先】 TXP Medical株式会社 自治体事業部
URL︓https://txpmedical.jp/ TEL︓03-5615-8433 MAIL:txp99@txpmedical.com

52

【システム概要】

【導入効果】

【導入実績（一部）】

【費用の目安】
ご利用の機能、条件等により異なります。弊社担当者までお問い合せください。

神奈川県藤沢市・秦野市・鎌倉市/北海道札幌市・恵庭市/山形県山形市/新潟県新潟市/福岡県北九州市/沖縄県那覇市  
計40以上の自治体（※本導入・実証を含む）

NSER mobileは救急隊と病院をデジタルでつなぐ SaaS型のクラウド救急医療情報システム です。

■機能面の特徴
・自社製AI OCRを用いて各種証明書、AVMモニター、バイタルモニター、お薬手帳を高精度に読み取り、入力作業を削減します。
・生成AIを用いたLLM機能により、音声情報を解析し、必要データを構造化して自動入力。現場の負担を軽減します。

・救急隊通話時間︓最大1分1秒短縮 ・OA入力作業時間︓75％削減
・医療機関評価︓利用率・高評価90％以上 ・情報連携の質向上︓体感90％以上
・迅速な治療︓Door to Balloonタイム短縮  ・医師の働き方改革︓システム利用によるタスクシェア

AI OCRや生成AI音声入力を
用いた入力支援機能

受入要請情報をデータ共有
QRを用いて電子カルテへ転記

LINEWORKS等と連携し
院内の情報伝達も効率化

医療機関の受入可能状況や
交渉・応需状況を可視化

帳票へのサインもシステム化 
 活動記録票へ自動反映

OAシステムと連携可能
報告書作成業務を効率化

予後調査・事後検証のデジタル
化、ペーパーレス化

1,業務効率化︓救急隊と医療機関内の情報のバケツリレーを削減し、リアルタイム共有を実現。これにより、救急隊と医療機関双方の業務負担を軽減し、
  迅速かつ効率的な対応が可能になります。

2,搬送時間の短縮︓病院要請時の情報伝達を一元化し、特に複数病院との交渉における負担を軽減。迅速な意思決定をサポートし、搬送時間を短縮します。
3,マッチング最適化︓傷病者の重症度に応じた適切な医療機関への搬送をサポート。救命率向上と医療リソースの有効活用を両立します。
4,EBPMの推進︓救急搬送に関わるデータを一元化・構造化することで、エビデンスに基づく政策立案や業務改善を可能にします。

https://ems-collection.jp/

【訴求ポイント】

https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：Smart119
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑥⑦医療機関の空き病床把握・収容依頼⑧⑨⑩⑪

・指令台システムとの連携可
→事案情報/AVMをSmart119に送信
・複数傷病者事案にも対応
→最大４人まで傷病者情報の入力が可能

・医療機関へリアルタイム情報共有
→入力情報・画像・映像など
・身分証/バイタルモニターのOCR
→テキストを読み取り自動入力
・心電図モニター自動連携・伝送（12誘導）
→バイタル/心電図の自動保存・自動記録
・入力内容による傷病判定補助
・医療機関へオンライン収容依頼/応需情報

・Smart119消防OAシステムへの自動反映
→救急活動記録票、救急救命処置録など
・国報告CSV/統計出力可能
・その他各種帳票等に反映
・事後検証
※既存OAシステムへの連携も可（要相談）

病院滞在時間短縮効果
隊員の業務負荷軽減

事務作業時間短縮効果病院交渉時間短縮効果

Ⅰ.119入電～出動～現場到着

【システムの概要】救急活動中に端末に情報を入力し医療機関と情報共有。一度入力した情報を引継書や報告書等に反映させ救急業務の効率化を図るシステム

【訴求ポイント】赤字で記載

【導入効果】 現場滞在時間の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11
月令和4年
令和5年（システム利用）

14.6分16.5分

Ⅱ.傷病者接触～車内収容～搬送先選定
④⑤⑥⑦

Ⅲ.現場出発～病院収容（医師引継）
⑧⑨⑩⑪

・傷病者引継書作成/データ化
→入力内容の自動反映
・医師署名の電子化
→任意のタイミングでサイン可
・各種署名の電子化
→不搬送/死亡時の引受機関署名
・予後調査

Ⅳ.帰署～事務処理
⑩⑪

自動連携で入力不要︕
30秒に1度自動的に

バイタル値を取得・保存
（12誘導心電図/スナップショット）

各種署名：救急隊の端末から可
医師署名：医療機関WEBから

任意のタイミングで可

バイタルサインの変化など
追加情報をリアルタイムに

医療機関へ更新・反映

帰署途中に端末へ入力
帰署後にPCから出力可能

◇東広島市消防局
◇千葉県（千葉市を除く30消防本部）
◇江別市消防本部 ◇桑名市消防本部

【導入実績】 ◇千葉市消防局

システム使用方法
救急隊 :アプリ 医療機関 : WEBブラウザ
（iOS/Android）

※PC・タブレット・スマートフォン
※1隊で複数台を同時使用可能

＜入力支援＞
・フリック/キーボード/スクリブル/音声
・各消防本部に合わせた画面設計

再掲
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⑧収集した情報を引継書へ自動反映
フェーズⅢ

54

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

システム名：医療施設情報システム Mefis
フェーズ：ⅡⅢⅣ/機能：④⑦⑧収集した情報を引継書へ自動反映⑨⑩

問い合わせ先︓国際航業株式会社 info-mefis@kk-grp.jp
製品サイト︓https://www.kkc.co.jp/service/item/2814/

救急搬送時の医療機関の情報と傷病者情報のやり取りや、医療機関の空き状況、救急隊の各種帳票への出力機能を有している、地域救急の見える化を行うシステムで
す。救急搬送時の搬送時間の短縮と救急隊の活動における書類作業の軽減に寄与する機能群を実装しています。救急隊はタブレット等のモバイル端末を用いて医療機
関への受入要請・傷病者情報のやり取りを行い、活動時の記録を帳票出力できます。

システムの概要

導入する地域の課題や各種の様式種別に対応しており、地域によって異なるニーズに対応します。
搬送時間が長くかかる事案ではリアルタイムの情報共有を充実させる、地域災害の多い地域では個別の一斉照会の運用支援を行うなどの運用全体のサポートにより成
果を上げてきました。

訴求ポイント

応需情報の登録

搬送先検索

搬送病院選定 要請 → 決定 病院収容

搬送実績の登録 活動記録の入出力

帰署

搬送実績モニター閲覧

一斉照会の回答

傷病者情報の送信

傷病者情報の確認 電子サイン

受入の一斉照会

これまで導入頂いた自治体では下記の効果があったとの反響をいただいています。
・搬送時間の短縮 ・交渉回数4回以上の事案が半減 ・三次救急に集中していた搬送の平準化
・応需入力率の向上

導入効果

14都道府県、8自治体/費用目安は利用数及びカスタマイズ箇所により変動のためお問合せ下さい。
導入実績・費用の目安

再掲

55

108



システムの概要
救急総合支援システムATAS（エイタス） は、救急隊が患者情報を素早く入力できるシステムです。
入力した患者情報を消防本部や医療機関と共有することで、 迅速な搬送を支援します。
また、 消防ＯＡシステムと連携することで、 帰署後の報告書作成など、 救急隊の事務負担を軽減し、 現場活動から事務作業までを
一貫して効率化･最適化することができます。

・訴求ポイント ・システム運用イメージ
本システムは救急現場に必要な機能をまとめた
オールインワンパッケージです。
医療機関とのデータ、画像共有はもちろんのこと、
医療機関の空き情報の確認から引継書作成まで
可能です。
また、OAシステムと連携することで記録した内容を
反映することで事務処理の効率化も図れます。
その他機能については、お問い合わせください。

・導入効果
導入いただいた消防様では、覚知から病院収容
までの時間が0.9分短縮でき、帰署後の活動記録
作成時間は6.5分（11分36秒→4分58秒）短縮
できています。

・導入実績︓１５消防本部

・費用の目安︓ATASサーバライセンス料︓ １台あたり600,000円/年 ATASクライアントライセンス料︓１台あたり120,000円/年
※ライセンス費用とは別途、システム開発費用が発生します。

システム名：救急総合支援システムATAS（エイタス）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦⑧収集した情報を引継書へ自動反映⑨⑩⑪⑫

【問い合わせ先】 株式会社麻生情報システム https://www.aso-group.co.jp/ais/
ビジネスソリューション部 MAIL︓support-qq@ais-idc.jp
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【問い合わせ先】
日本電気株式会社 レジリエンス事業部門 レジリエンス営業統括部宛

問い合わせフォーム https://www2.nec.co.jp/contact_v1/contact_form.html
※問い合わせの際にはリンク内・ご用件を「見積・概要説明・デモ」を選択いただき、お気軽にお問合せください。

システム名：救急搬送支援システム（救急DX）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／④⑤⑧収集した情報を引継書へ自動反映⑨⑩⑪

≪概要≫
救急隊の出動から帰署後のあらゆる活動フェーズをシステムで強固に支援します。
記録する傷病者情報や静止画/動画・バイタルなどの記録内容は医療機関とリアルタイムに共有でき、搬送者受入れに役立てられます。
私たちNECは最新技術によるDXの様々な技術×ノウハウを結集し、「新しいあたり前の社会」を消防救急医療関係の皆様と創ってまいります。

フェーズⅡ
・傷病者申し送り票の電子化
・救急報告(救急OA)の出先での入力
・入力簡素化(指令連携、OCR/画像解析、音声認識)

フェーズⅢ
・医療機関との傷病者情報共有

(静止画、映像、電カルへの情報共有)
・傷病名、医師署名等の電子化

フェーズⅣ
・登録内容の救急報告(消防OA)へのシームレスな反映
・予後調査（ウツタイン様式）及び事後検証情報の入力支援
（医療機関⇔消防間） and more...

■訴求ポイント
①救急隊の大幅な業務負荷軽減
②医療機関側との傷病者情報の必要情報を網羅
③シームレスな指令システム/消防OAシステムへの情報連携
④機密性の高い情報に対する高セキュア回線/対策の実施

■導入効果

３０％減* 2つのゼロ*
本システム/サービス導入によりトータル
約30%の業務負荷軽減を目指せます
(*当社調べ、各本部の運営状況によって変動)

①指令システムや消防OAシステムとの連携に対して中間サーバ
等の機器の配備が不要です。(連携のための機器ゼロ)

②指令連携は１動作のみ、消防OA連携は自動反映(操作ゼロ)

■導入事例（柔軟なシステム導入が可能です、導入後アドオンも対応できます）
MAX：救急タブレット導入＋入力簡素化機能＋医療機関共有サービス実装
MID：救急タブレット導入＋入力簡素化機能 or 医療機関共有サービス実装
MIN：救急タブレットのみ(傷病者申し送り票電子化、救急報告持ち出し)

MINの導入イメージ

弊社取組紹介
YouTube
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iPicssによるスムーズな情報共有で、(1)救急車内の傷病者の安全担保、(2)搬送先病院での適切な診療の早期開始を実現している。加えて、iPicss
は、(3) 写メを基本とした誰でも使えるメッセージアプリ型システムであり、いきなりの本番環境でも全世代が迷わず使える仕様となっている

システム
概要

訴求
ポイント

アナログ＋デジタルの「いいトコ取り」した簡便システム︓現行の紙のシステムにそのまま導入でき、 ITの新規導入時のわずらわしさがない。
各所への情報共有により様々な時短が可能︕(1)手書きの用紙を写メして送るだけ (2)写メ画像をOCRによりテキスト化してデータべ―ス利用が可能。
(3)画像・動画、チャットで傷病者の状況を共有。(4) 現場の医療者がタップして応需情報を更新し「受入可否」をタイムリーに関係者間で共有。
(5)産婦人科／高齢者施設からの施設間搬送に対応。 (6)地域のPHRデータベースから傷病者の情報を連携した実績あり。

導入
効果

導入
実績

iPicss利用で妊産婦搬送の到着後、輸血開始時間や、児の緊急娩出までの所要時間を大幅に短縮︓20分50秒 → 13分30秒。
消防指令における119番電話応対時間が約20秒短縮。高齢者施設でのシミュレーションで、施設者の対応時間が2分36秒短縮。

妊産婦の緊急搬送：岡山県全域、広島県備後地区、群馬県(2024年から３年かけて全域に導入)
高齢者施設からの搬送・すべての119番入電による搬送：岡山県吉備中央町

バーズ・ビュー株式会社 問合せ 03-6801-5620  ／sales.birdsview.jp https://www.birdsview.jp
そなえ株式会社 050-3159-5859／info@sonae.ltd https://sonae.ltd

説明動画へのリンクを
クリック

説明動画へのリンク
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再掲システム名：病院前緊急搬送補助システム “iPicss(アイピクス)”
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦⑧収集した情報を引継書へ自動反映⑩⑪

【問い合わせ先】

システム名：CodeMate ®
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑧収集した情報を引継書へ自動反映⑩⑪

59

 システムの概要
CodeMateは、携帯型モニタリング機能付き除細動器「X Series 」と連携し、救命士が搬送先の病院および所属の消防署へ提出する各種救急レポートの作成
を支援するアプリケーションです。タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末にインストールしたアプリ上で、除細動器で取得した心電図等のデータを
タイムリーに参照・反映、傷病者情報をタップやプルダウンで入力できるため、救急車内や病院の待機中などに輸送証・報告書などのレポート作成を効率的か
つ正確に行えます。他社の除細動器や車載モニタであっても、アプリ上でレポートを作成する基本機能はご使用いただけます（一部機能制限あり）。

 訴求ポイント
車載モニタの機能を兼ねる除細動器から救急活動に関するデータをアプリに取込み、傷病者搬送書類に反映・書類を作成、電子コ ピーやハードコピー（車載
にモバイルプリンタが必要）で搬送先へ提出することが可能となります。また、入力したデータは帰署後に消防本部で必要となる活動記録の内容に取込むこと
がことができ、病院収容後からモバイル端末にて報告書の作成が可能、業務負担の軽減と活動の効率化に貢献します。また、除細動器で取得した活動データを
もとに活動のデブリーフィング資料として活用いただけます。

 導入効果
実証を行った施設では帰署後の報告書作成の平均時間が20分短縮された。また、搬送先へ提出する傷病者搬送書類も手書きによる読み難さが軽減され、病院側
の患者記録の取得精度もより高まった。

 導入実績
実証を依頼した３消防本部にて稼働中、令和7年以降の予算請求をおこなっている消防本部が複数あり。

 費用の目安
初期費用として本部でのライセンス及び設定費用として¥1,000,000と、別途除細動器1台につき¥1,000,000を頂戴しております。

製品の紹介HP 製品のパンフレット

旭化成ゾールメディカル株式会社
救命医療機器事業本部 （03-6205-4920 / https://www.ak-zoll.com/resus/inquiry )
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https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：Smart119
フェーズ：ⅡⅢⅣ 機能：④⑤⑥⑦⑧収集した情報を引継書へ自動反映⑨⑩⑪

・指令台システムとの連携可
→事案情報/AVMをSmart119に送信
・複数傷病者事案にも対応
→最大４人まで傷病者情報の入力が可能

・医療機関へリアルタイム情報共有
→入力情報・画像・映像など
・身分証/バイタルモニターのOCR
→テキストを読み取り自動入力
・心電図モニター自動連携・伝送（12誘導）
→バイタル/心電図の自動保存・自動記録
・入力内容による傷病判定補助
・医療機関へオンライン収容依頼/応需情報

・Smart119消防OAシステムへの自動反映
→救急活動記録票、救急救命処置録など
・国報告CSV/統計出力可能
・その他各種帳票等に反映
・事後検証
※既存OAシステムへの連携も可（要相談）

病院滞在時間短縮効果
隊員の業務負荷軽減

事務作業時間短縮効果病院交渉時間短縮効果

Ⅰ.119入電～出動～現場到着

【システムの概要】救急活動中に端末に情報を入力し医療機関と情報共有。一度入力した情報を引継書や報告書等に反映させ救急業務の効率化を図るシステム

【訴求ポイント】赤字で記載

【導入効果】 現場滞在時間の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11
月令和4年
令和5年（システム利用）

14.6分16.5分

Ⅱ.傷病者接触～車内収容～搬送先選定
④⑤⑥⑦

Ⅲ.現場出発～病院収容（医師引継）
⑧⑨⑩⑪

・傷病者引継書作成/データ化
→入力内容の自動反映
・医師署名の電子化
→任意のタイミングでサイン可
・各種署名の電子化
→不搬送/死亡時の引受機関署名
・予後調査

Ⅳ.帰署～事務処理
⑩⑪

自動連携で入力不要︕
30秒に1度自動的に

バイタル値を取得・保存
（12誘導心電図/スナップショット）

各種署名：救急隊の端末から可
医師署名：医療機関WEBから

任意のタイミングで可

バイタルサインの変化など
追加情報をリアルタイムに

医療機関へ更新・反映

帰署途中に端末へ入力
帰署後にPCから出力可能

◇東広島市消防局
◇千葉県（千葉市を除く30消防本部）
◇江別市消防本部 ◇桑名市消防本部

【導入実績】 ◇千葉市消防局

システム使用方法
救急隊 :アプリ 医療機関 : WEBブラウザ
（iOS/Android）

※PC・タブレット・スマートフォン
※1隊で複数台を同時使用可能

＜入力支援＞
・フリック/キーボード/スクリブル/音声
・各消防本部に合わせた画面設計
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システム名：NSER mobile
フェーズ：ⅡⅢⅣ/機能：④⑤⑦⑧収集した情報を引継書へ自動反映⑨⑩⑪

再掲

【問い合わせ先】 TXP Medical株式会社 自治体事業部
URL︓https://txpmedical.jp/ TEL︓03-5615-8433 MAIL:txp99@txpmedical.com

61

【システム概要】

【導入効果】

【導入実績（一部）】

【費用の目安】
ご利用の機能、条件等により異なります。弊社担当者までお問い合せください。

神奈川県藤沢市・秦野市・鎌倉市/北海道札幌市・恵庭市/山形県山形市/新潟県新潟市/福岡県北九州市/沖縄県那覇市  
計40以上の自治体（※本導入・実証を含む）

NSER mobileは救急隊と病院をデジタルでつなぐ SaaS型のクラウド救急医療情報システム です。

■機能面の特徴
・自社製AI OCRを用いて各種証明書、AVMモニター、バイタルモニター、お薬手帳を高精度に読み取り、入力作業を削減します。
・生成AIを用いたLLM機能により、音声情報を解析し、必要データを構造化して自動入力。現場の負担を軽減します。

・救急隊通話時間︓最大1分1秒短縮 ・OA入力作業時間︓75％削減
・医療機関評価︓利用率・高評価90％以上 ・情報連携の質向上︓体感90％以上
・迅速な治療︓Door to Balloonタイム短縮  ・医師の働き方改革︓システム利用によるタスクシェア

AI OCRや生成AI音声入力を
用いた入力支援機能

受入要請情報をデータ共有
QRを用いて電子カルテへ転記

LINEWORKS等と連携し
院内の情報伝達も効率化

医療機関の受入可能状況や
交渉・応需状況を可視化

帳票へのサインもシステム化 
 活動記録票へ自動反映

OAシステムと連携可能
報告書作成業務を効率化

予後調査・事後検証のデジタル
化、ペーパーレス化

1,業務効率化︓救急隊と医療機関内の情報のバケツリレーを削減し、リアルタイム共有を実現。これにより、救急隊と医療機関双方の業務負担を軽減し、
  迅速かつ効率的な対応が可能になります。

2,搬送時間の短縮︓病院要請時の情報伝達を一元化し、特に複数病院との交渉における負担を軽減。迅速な意思決定をサポートし、搬送時間を短縮します。
3,マッチング最適化︓傷病者の重症度に応じた適切な医療機関への搬送をサポート。救命率向上と医療リソースの有効活用を両立します。
4,EBPMの推進︓救急搬送に関わるデータを一元化・構造化することで、エビデンスに基づく政策立案や業務改善を可能にします。

https://ems-collection.jp/

【訴求ポイント】
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⑨電子サイン
フェーズⅢ

62

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

システム名：医療施設情報システム Mefis
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑦⑧⑨電子サイン⑩

問い合わせ先︓国際航業株式会社 info-mefis@kk-grp.jp
製品サイト︓https://www.kkc.co.jp/service/item/2814/

救急搬送時の医療機関の情報と傷病者情報のやり取りや、医療機関の空き状況、救急隊の各種帳票への出力機能を有している、地域救急の見える化を行うシステムで
す。救急搬送時の搬送時間の短縮と救急隊の活動における書類作業の軽減に寄与する機能群を実装しています。救急隊はタブレット等のモバイル端末を用いて医療機
関への受入要請・傷病者情報のやり取りを行い、活動時の記録を帳票出力できます。

システムの概要

導入する地域の課題や各種の様式種別に対応しており、地域によって異なるニーズに対応します。
搬送時間が長くかかる事案ではリアルタイムの情報共有を充実させる、地域災害の多い地域では個別の一斉照会の運用支援を行うなどの運用全体のサポートにより成
果を上げてきました。

訴求ポイント

応需情報の登録

搬送先検索

搬送病院選定 要請 → 決定 病院収容

搬送実績の登録 活動記録の入出力

帰署

搬送実績モニター閲覧

一斉照会の回答

傷病者情報の送信

傷病者情報の確認 電子サイン

受入の一斉照会

これまで導入頂いた自治体では下記の効果があったとの反響をいただいています。
・搬送時間の短縮 ・交渉回数4回以上の事案が半減 ・三次救急に集中していた搬送の平準化
・応需入力率の向上

導入効果

14都道府県、8自治体/費用目安は利用数及びカスタマイズ箇所により変動のためお問合せ下さい。
導入実績・費用の目安

再掲
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システムの概要
救急総合支援システムATAS（エイタス） は、救急隊が患者情報を素早く入力できるシステムです。
入力した患者情報を消防本部や医療機関と共有することで、 迅速な搬送を支援します。
また、 消防ＯＡシステムと連携することで、 帰署後の報告書作成など、 救急隊の事務負担を軽減し、 現場活動から事務作業までを
一貫して効率化･最適化することができます。

・訴求ポイント ・システム運用イメージ
本システムは救急現場に必要な機能をまとめた
オールインワンパッケージです。
医療機関とのデータ、画像共有はもちろんのこと、
医療機関の空き情報の確認から引継書作成まで
可能です。
また、OAシステムと連携することで記録した内容を
反映することで事務処理の効率化も図れます。
その他機能については、お問い合わせください。

・導入効果
導入いただいた消防様では、覚知から病院収容
までの時間が0.9分短縮でき、帰署後の活動記録
作成時間は6.5分（11分36秒→4分58秒）短縮
できています。

・導入実績︓１５消防本部

・費用の目安︓ATASサーバライセンス料︓ １台あたり600,000円/年 ATASクライアントライセンス料︓１台あたり120,000円/年
※ライセンス費用とは別途、システム開発費用が発生します。

システム名：救急総合支援システムATAS（エイタス）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦⑧⑨電子サイン⑩⑪⑫

【問い合わせ先】 株式会社麻生情報システム https://www.aso-group.co.jp/ais/
ビジネスソリューション部 MAIL︓support-qq@ais-idc.jp

再掲
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【問い合わせ先】
日本電気株式会社 レジリエンス事業部門 レジリエンス営業統括部宛

問い合わせフォーム https://www2.nec.co.jp/contact_v1/contact_form.html
※問い合わせの際にはリンク内・ご用件を「見積・概要説明・デモ」を選択いただき、お気軽にお問合せください。

システム名：救急搬送支援システム（救急DX）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑧⑨電子サイン⑩⑪

≪概要≫
救急隊の出動から帰署後のあらゆる活動フェーズをシステムで強固に支援します。
記録する傷病者情報や静止画/動画・バイタルなどの記録内容は医療機関とリアルタイムに共有でき、搬送者受入れに役立てられます。
私たちNECは最新技術によるDXの様々な技術×ノウハウを結集し、「新しいあたり前の社会」を消防救急医療関係の皆様と創ってまいります。

フェーズⅡ
・傷病者申し送り票の電子化
・救急報告(救急OA)の出先での入力
・入力簡素化(指令連携、OCR/画像解析、音声認識)

フェーズⅢ
・医療機関との傷病者情報共有

(静止画、映像、電カルへの情報共有)
・傷病名、医師署名等の電子化

フェーズⅣ
・登録内容の救急報告(消防OA)へのシームレスな反映
・予後調査（ウツタイン様式）及び事後検証情報の入力支援
（医療機関⇔消防間） and more...

■訴求ポイント
①救急隊の大幅な業務負荷軽減
②医療機関側との傷病者情報の必要情報を網羅
③シームレスな指令システム/消防OAシステムへの情報連携
④機密性の高い情報に対する高セキュア回線/対策の実施

■導入効果

３０％減* 2つのゼロ*
本システム/サービス導入によりトータル
約30%の業務負荷軽減を目指せます
(*当社調べ、各本部の運営状況によって変動)

①指令システムや消防OAシステムとの連携に対して中間サーバ
等の機器の配備が不要です。(連携のための機器ゼロ)

②指令連携は１動作のみ、消防OA連携は自動反映(操作ゼロ)

■導入事例（柔軟なシステム導入が可能です、導入後アドオンも対応できます）
MAX：救急タブレット導入＋入力簡素化機能＋医療機関共有サービス実装
MID：救急タブレット導入＋入力簡素化機能 or 医療機関共有サービス実装
MIN：救急タブレットのみ(傷病者申し送り票電子化、救急報告持ち出し)

MINの導入イメージ

弊社取組紹介
YouTube

再掲
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https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：Smart119
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑥⑦⑧⑨電子サイン⑩⑪

・指令台システムとの連携可
→事案情報/AVMをSmart119に送信
・複数傷病者事案にも対応
→最大４人まで傷病者情報の入力が可能

・医療機関へリアルタイム情報共有
→入力情報・画像・映像など
・身分証/バイタルモニターのOCR
→テキストを読み取り自動入力
・心電図モニター自動連携・伝送（12誘導）
→バイタル/心電図の自動保存・自動記録
・入力内容による傷病判定補助
・医療機関へオンライン収容依頼/応需情報

・Smart119消防OAシステムへの自動反映
→救急活動記録票、救急救命処置録など
・国報告CSV/統計出力可能
・その他各種帳票等に反映
・事後検証
※既存OAシステムへの連携も可（要相談）

病院滞在時間短縮効果
隊員の業務負荷軽減

事務作業時間短縮効果病院交渉時間短縮効果

Ⅰ.119入電～出動～現場到着

【システムの概要】救急活動中に端末に情報を入力し医療機関と情報共有。一度入力した情報を引継書や報告書等に反映させ救急業務の効率化を図るシステム

【訴求ポイント】赤字で記載

【導入効果】 現場滞在時間の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11
月令和4年
令和5年（システム利用）

14.6分16.5分

Ⅱ.傷病者接触～車内収容～搬送先選定
④⑤⑥⑦

Ⅲ.現場出発～病院収容（医師引継）
⑧⑨⑩⑪

・傷病者引継書作成/データ化
→入力内容の自動反映
・医師署名の電子化
→任意のタイミングでサイン可
・各種署名の電子化
→不搬送/死亡時の引受機関署名
・予後調査

Ⅳ.帰署～事務処理
⑩⑪

自動連携で入力不要︕
30秒に1度自動的に

バイタル値を取得・保存
（12誘導心電図/スナップショット）

各種署名：救急隊の端末から可
医師署名：医療機関WEBから

任意のタイミングで可

バイタルサインの変化など
追加情報をリアルタイムに

医療機関へ更新・反映

帰署途中に端末へ入力
帰署後にPCから出力可能

◇東広島市消防局
◇千葉県（千葉市を除く30消防本部）
◇江別市消防本部 ◇桑名市消防本部

【導入実績】 ◇千葉市消防局

システム使用方法
救急隊 :アプリ 医療機関 : WEBブラウザ
（iOS/Android）

※PC・タブレット・スマートフォン
※1隊で複数台を同時使用可能

＜入力支援＞
・フリック/キーボード/スクリブル/音声
・各消防本部に合わせた画面設計

再掲
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システム名：NSER mobile
フェーズ：ⅡⅢⅣ/機能：④⑤⑦⑧⑨電子サイン⑩⑪ 再掲

【問い合わせ先】 TXP Medical株式会社 自治体事業部
URL︓https://txpmedical.jp/ TEL︓03-5615-8433 MAIL:txp99@txpmedical.com

67

【システム概要】

【導入効果】

【導入実績（一部）】

【費用の目安】
ご利用の機能、条件等により異なります。弊社担当者までお問い合せください。

神奈川県藤沢市・秦野市・鎌倉市/北海道札幌市・恵庭市/山形県山形市/新潟県新潟市/福岡県北九州市/沖縄県那覇市  
計40以上の自治体（※本導入・実証を含む）

NSER mobileは救急隊と病院をデジタルでつなぐ SaaS型のクラウド救急医療情報システム です。

■機能面の特徴
・自社製AI OCRを用いて各種証明書、AVMモニター、バイタルモニター、お薬手帳を高精度に読み取り、入力作業を削減します。
・生成AIを用いたLLM機能により、音声情報を解析し、必要データを構造化して自動入力。現場の負担を軽減します。

・救急隊通話時間︓最大1分1秒短縮 ・OA入力作業時間︓75％削減
・医療機関評価︓利用率・高評価90％以上 ・情報連携の質向上︓体感90％以上
・迅速な治療︓Door to Balloonタイム短縮  ・医師の働き方改革︓システム利用によるタスクシェア

AI OCRや生成AI音声入力を
用いた入力支援機能

受入要請情報をデータ共有
QRを用いて電子カルテへ転記

LINEWORKS等と連携し
院内の情報伝達も効率化

医療機関の受入可能状況や
交渉・応需状況を可視化

帳票へのサインもシステム化 
 活動記録票へ自動反映

OAシステムと連携可能
報告書作成業務を効率化

予後調査・事後検証のデジタル
化、ペーパーレス化

1,業務効率化︓救急隊と医療機関内の情報のバケツリレーを削減し、リアルタイム共有を実現。これにより、救急隊と医療機関双方の業務負担を軽減し、
  迅速かつ効率的な対応が可能になります。

2,搬送時間の短縮︓病院要請時の情報伝達を一元化し、特に複数病院との交渉における負担を軽減。迅速な意思決定をサポートし、搬送時間を短縮します。
3,マッチング最適化︓傷病者の重症度に応じた適切な医療機関への搬送をサポート。救命率向上と医療リソースの有効活用を両立します。
4,EBPMの推進︓救急搬送に関わるデータを一元化・構造化することで、エビデンスに基づく政策立案や業務改善を可能にします。

https://ems-collection.jp/

【訴求ポイント】
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⑩活動記録票への自動反映
フェーズⅣ

68

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

システム名：搬送中のゆれ防止アプリおよび、搬送状況の数値化・共有化システム（通称：ゆれログ）
フェーズ：Ⅳ/機能：⑩活動記録票への自動反映⑬

ゆれログ︕

【システムの概要】
①アプリ通知により走行中のゆれを低減
②ダッシュボードで走行記録の確認・共有・労務管理

【訴求ポイント】
・搬送中に音声で段差をお知らせすることで、ゆらさない搬送をサポート

します。
・各隊員の搬送の記録をスコア等で確認でき、

安全安静な搬送の教育コンテンツとして活用できます。

・各隊員の記録をもとに、走行時間・走行距離・平均加速度のしきい値を
設定して労務管理に活用できます。

【導入効果】

【導入実績】
千葉県栄町消防の救急搬送で実証中

【導入費用の目安】
１消防本部 10万円/月～（予定）

搬送中のゆれ低減 運転手の心理的
負担軽減

教育への活用
隊員スキル向上

【問い合わせ先】
会社名︓朝日航洋株式会社
担当部署︓イノベーション推進室
☏︓連絡先︓049-256-7862 ︓116120@aeroasahi.co.jp

システムの詳細情報はこちら
https://yureloglab001.blob.core.windows.net/media/20241204_%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81%E5%85%AC%
E5%8B%9F%E7%94%A8%E8%B3%87%E6%96%99_blob%E6%90%AD%E8%BC%89.pdf?sp=r&st=2024-12-
04T03:59:57Z&se=2025-12-04T11:59:57Z&spr=https&sv=2022-11-
02&sr=b&sig=bXa%2F4AVezS3clxXxJkTDmyKE9iRX6Uhdfx6Q3rUOsa4%3D
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システム名：救急情報管理システム ベストル119Light
フェーズ：Ⅳ／機能：⑩活動記録票への自動反映 ⑪⑫⑬

【問い合わせ先】
事業者名︓株式会社ワコー商事 HPアドレス︓https://wako-shoji.com 担当部署︓営業本部
連絡先︓〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5
TEL 0466-84-2485、 FAX 0466-84-2484、メールアドレス info@wako-shoji.com
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・システムの概要
＊クラウド上のデータセンター活用によるSaaS型救急情報管理システム
＊消防庁のSaaS型消防業務システム (［ G 1 02 ］消防業務システム標準仕様書機能一覧 xlsx)に対応
＊救急医療・災害医療・救助資器材に長年携わり消防現場の要望を取り入れ、ランニングコストを抑え、消防業務の効率化が図 
れるシステム

＊通信指令システムや救急医療情報システムなどの他社システムとの連携が可能

・訴求ポイント
＊自由項目(入力項目)追加、様式作成(報告書)、汎用統計(帳票作成、調査依頼対応)の

 標準機能により無償でカスタマイズが可能
＊法改正や消防庁の調査内容の変更に対する無償アップデート対応
＊月額単位の定額料金でサーバー更新などの追加費用不要

・導入効果
＊タブレットなどを使用して、帰署前での救急事案入力、閲覧が可能
＊SaaS型システムのため、技術者のリモートサポートでの迅速な対応が可能
＊消防庁と同等の突合チェック機能により国報告時におけるエラーを回避し、業務効率化が図れる

＜ベストルHP＞： https://wako-shoji.com/bestle119

システム名：Ｍ－ＮＥＸＴ
フェーズ：Ⅳ／機能：⑩活動記録票への自動反映⑪⑫

【問い合わせ先】

■システム概要（システムの説明）
■M-NEXTは、救急活動フェーズⅠ・Ⅱの各種情報との連携機能により、⑩活動記録票への
自動反映を実現しています。また、⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援も可能です。
他に、資機材管理システムによる⑫救急車の資材在庫管理も可能です。

・訴求ポイント
■M-NEXTは、消防ＯＡ単独での導入が可能です。他システムとの分離発注により、
調達事務の分散化が図れます。また、消防ＯＡのライフサイクルによる更新計画が
可能となり、最新のＩＣＴ技術の検討機会が増えたり、導入コストの削減が期待できます。

・導入効果
■M-NEXTの導入で、救急オンライン報告、月報・年報統計処理、議会報告用等に係る
事務処理の時短を実現します。

・導入実績
■全国63の政令市消防本部～離島型消防本部への導入実績があります。

・費用の目安
■別途、ご相談（選択される業務数やネットワーク構成により異なります）

株式会社ＭＪＣ https://www.mjcnet.co.jp/
事業本部営業部 連絡先（0985-25-8228/market-ing@mjcnet.co.jp）
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■救急活動フェーズⅠ・Ⅱとの連携項目（例）

①指令項目
②基本情報
③出場情報
④時間情報
⑤通報情報
⑥傷病者情報
⑦診断情報
⑧医療機関情報
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システム名：医療施設情報システム Mefis
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑦⑧⑨⑩活動記録票への自動反映

問い合わせ先︓国際航業株式会社 info-mefis@kk-grp.jp
製品サイト︓https://www.kkc.co.jp/service/item/2814/

救急搬送時の医療機関の情報と傷病者情報のやり取りや、医療機関の空き状況、救急隊の各種帳票への出力機能を有している、地域救急の見える化を行うシステムで
す。救急搬送時の搬送時間の短縮と救急隊の活動における書類作業の軽減に寄与する機能群を実装しています。救急隊はタブレット等のモバイル端末を用いて医療機
関への受入要請・傷病者情報のやり取りを行い、活動時の記録を帳票出力できます。

システムの概要

導入する地域の課題や各種の様式種別に対応しており、地域によって異なるニーズに対応します。
搬送時間が長くかかる事案ではリアルタイムの情報共有を充実させる、地域災害の多い地域では個別の一斉照会の運用支援を行うなどの運用全体のサポートにより成
果を上げてきました。

訴求ポイント

応需情報の登録

搬送先検索

搬送病院選定 要請 → 決定 病院収容

搬送実績の登録 活動記録の入出力

帰署

搬送実績モニター閲覧

一斉照会の回答

傷病者情報の送信

傷病者情報の確認 電子サイン

受入の一斉照会

これまで導入頂いた自治体では下記の効果があったとの反響をいただいています。
・搬送時間の短縮 ・交渉回数4回以上の事案が半減 ・三次救急に集中していた搬送の平準化
・応需入力率の向上

導入効果

14都道府県、8自治体/費用目安は利用数及びカスタマイズ箇所により変動のためお問合せ下さい。
導入実績・費用の目安
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システムの概要
救急総合支援システムATAS（エイタス） は、救急隊が患者情報を素早く入力できるシステムです。
入力した患者情報を消防本部や医療機関と共有することで、 迅速な搬送を支援します。
また、 消防ＯＡシステムと連携することで、 帰署後の報告書作成など、 救急隊の事務負担を軽減し、 現場活動から事務作業までを
一貫して効率化･最適化することができます。

・訴求ポイント ・システム運用イメージ
本システムは救急現場に必要な機能をまとめた
オールインワンパッケージです。
医療機関とのデータ、画像共有はもちろんのこと、
医療機関の空き情報の確認から引継書作成まで
可能です。
また、OAシステムと連携することで記録した内容を
反映することで事務処理の効率化も図れます。
その他機能については、お問い合わせください。

・導入効果
導入いただいた消防様では、覚知から病院収容
までの時間が0.9分短縮でき、帰署後の活動記録
作成時間は6.5分（11分36秒→4分58秒）短縮
できています。

・導入実績︓１５消防本部

・費用の目安︓ATASサーバライセンス料︓ １台あたり600,000円/年 ATASクライアントライセンス料︓１台あたり120,000円/年
※ライセンス費用とは別途、システム開発費用が発生します。

システム名：救急総合支援システムATAS（エイタス）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦⑧⑨⑩活動記録票への自動反映⑪⑫

【問い合わせ先】株式会社麻生情報システム https://www.aso-group.co.jp/ais/
ビジネスソリューション部 MAIL︓support-qq@ais-idc.jp

再掲
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【問い合わせ先】
日本電気株式会社 レジリエンス事業部門 レジリエンス営業統括部宛

問い合わせフォーム https://www2.nec.co.jp/contact_v1/contact_form.html
※問い合わせの際にはリンク内・ご用件を「見積・概要説明・デモ」を選択いただき、お気軽にお問合せください。

システム名：救急搬送支援システム（救急DX）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑧⑨⑩活動記録票への自動反映⑪

≪概要≫
救急隊の出動から帰署後のあらゆる活動フェーズをシステムで強固に支援します。
記録する傷病者情報や静止画/動画・バイタルなどの記録内容は医療機関とリアルタイムに共有でき、搬送者受入れに役立てられます。
私たちNECは最新技術によるDXの様々な技術×ノウハウを結集し、「新しいあたり前の社会」を消防救急医療関係の皆様と創ってまいります。

フェーズⅡ
・傷病者申し送り票の電子化
・救急報告(救急OA)の出先での入力
・入力簡素化(指令連携、OCR/画像解析、音声認識)

フェーズⅢ
・医療機関との傷病者情報共有

(静止画、映像、電カルへの情報共有)
・傷病名、医師署名等の電子化

フェーズⅣ
・登録内容の救急報告(消防OA)へのシームレスな反映
・予後調査（ウツタイン様式）及び事後検証情報の入力支援
（医療機関⇔消防間） and more...

■訴求ポイント
①救急隊の大幅な業務負荷軽減
②医療機関側との傷病者情報の必要情報を網羅
③シームレスな指令システム/消防OAシステムへの情報連携
④機密性の高い情報に対する高セキュア回線/対策の実施

■導入効果

３０％減* 2つのゼロ*
本システム/サービス導入によりトータル
約30%の業務負荷軽減を目指せます
(*当社調べ、各本部の運営状況によって変動)

①指令システムや消防OAシステムとの連携に対して中間サーバ
等の機器の配備が不要です。(連携のための機器ゼロ)

②指令連携は１動作のみ、消防OA連携は自動反映(操作ゼロ)

■導入事例（柔軟なシステム導入が可能です、導入後アドオンも対応できます）
MAX：救急タブレット導入＋入力簡素化機能＋医療機関共有サービス実装
MID：救急タブレット導入＋入力簡素化機能 or 医療機関共有サービス実装
MIN：救急タブレットのみ(傷病者申し送り票電子化、救急報告持ち出し)

MINの導入イメージ

弊社取組紹介
YouTube

再掲
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v

iPicssによるスムーズな情報共有で、(1)救急車内の傷病者の安全担保、(2)搬送先病院での適切な診療の早期開始を実現している。加えて、iPicss
は、(3) 写メを基本とした誰でも使えるメッセージアプリ型システムであり、いきなりの本番環境でも全世代が迷わず使える仕様となっている

システム
概要

訴求
ポイント

アナログ＋デジタルの「いいトコ取り」した簡便システム︓現行の紙のシステムにそのまま導入でき、 ITの新規導入時のわずらわしさがない。
各所への情報共有により様々な時短が可能︕(1)手書きの用紙を写メして送るだけ (2)写メ画像をOCRによりテキスト化してデータべ―ス利用が可能。
(3)画像・動画、チャットで傷病者の状況を共有。(4) 現場の医療者がタップして応需情報を更新し「受入可否」をタイムリーに関係者間で共有。
(5)産婦人科／高齢者施設からの施設間搬送に対応。 (6)地域のPHRデータベースから傷病者の情報を連携した実績あり。

導入
効果

導入
実績

iPicss利用で妊産婦搬送の到着後、輸血開始時間や、児の緊急娩出までの所要時間を大幅に短縮︓20分50秒 → 13分30秒。
消防指令における119番電話応対時間が約20秒短縮。高齢者施設でのシミュレーションで、施設者の対応時間が2分36秒短縮。

妊産婦の緊急搬送：岡山県全域、広島県備後地区、群馬県(2024年から３年かけて全域に導入)
高齢者施設からの搬送・すべての119番入電による搬送：岡山県吉備中央町

バーズ・ビュー株式会社 問合せ 03-6801-5620  ／sales.birdsview.jp https://www.birdsview.jp
そなえ株式会社 050-3159-5859／info@sonae.ltd https://sonae.ltd

説明動画へのリンクを
クリック

説明動画へのリンク
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再掲システム名：病院前緊急搬送補助システム “iPicss(アイピクス)”
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦⑧⑩活動記録票への自動反映⑪
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【問い合わせ先】

システム名：CodeMate ®
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑧⑩活動記録票への自動反映⑪

76

 システムの概要
CodeMateは、携帯型モニタリング機能付き除細動器「X Series 」と連携し、救命士が搬送先の病院および所属の消防署へ提出する各種救急レポートの作成
を支援するアプリケーションです。タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末にインストールしたアプリ上で、除細動器で取得した心電図等のデータを
タイムリーに参照・反映、傷病者情報をタップやプルダウンで入力できるため、救急車内や病院の待機中などに輸送証・報告書などのレポート作成を効率的か
つ正確に行えます。他社の除細動器や車載モニタであっても、アプリ上でレポートを作成する基本機能はご使用いただけます（一部機能制限あり）。

 訴求ポイント
車載モニタの機能を兼ねる除細動器から救急活動に関するデータをアプリに取込み、傷病者搬送書類に反映・書類を作成、電子コ ピーやハードコピー（車載
にモバイルプリンタが必要）で搬送先へ提出することが可能となります。また、入力したデータは帰署後に消防本部で必要となる活動記録の内容に取込むこと
がことができ、病院収容後からモバイル端末にて報告書の作成が可能、業務負担の軽減と活動の効率化に貢献します。また、除細動器で取得した活動データを
もとに活動のデブリーフィング資料として活用いただけます。

 導入効果
実証を行った施設では帰署後の報告書作成の平均時間が20分短縮された。また、搬送先へ提出する傷病者搬送書類も手書きによる読み難さが軽減され、病院側
の患者記録の取得精度もより高まった。

 導入実績
実証を依頼した３消防本部にて稼働中、令和7年以降の予算請求をおこなっている消防本部が複数あり。

 費用の目安
初期費用として本部でのライセンス及び設定費用として¥1,000,000と、別途除細動器1台につき¥1,000,000を頂戴しております。

製品の紹介HP 製品のパンフレット

旭化成ゾールメディカル株式会社
救命医療機器事業本部 （03-6205-4920 / https://www.ak-zoll.com/resus/inquiry )

再掲

システム名：FT-WEBシステム
フェーズ：ⅡⅣ／機能：⑥⑦⑩活動記録票への自動反映⑪

【問い合わせ先】 Fukula株式会社 https://fukula.jp/ 電話︓045-330-9191 メール︓info@fukula.jp

システムの概要
救急事案発生から、現地での傷病者情報・状況の記録と判定を行い、
搬送先選定から搬送先医療機関への収容、その後の報告業務・記録
票作成、事後検証までをデータで繋ぐシステムです。傷病者情報を
医療機関マイページで連携照会が、搬送先選定時に他隊の搬送状況
が確認できる完全Webシステムです。

システム訴求ポイント
事案発生から、事案終了までのデータを一元的に管理を行うため、無駄の無い情報管理ができます。以下の5つのポイントで救急活動を支援します。
①特別なソフトは必要ありません②登録が簡単なタッチ入力③自動重症度判定④搬送先選定時の情報連携⑤他システム連動カスマイズ可能

導入効果
搬送先選定時に他隊の状況が確認ができ、1回目の医療機関への受け入れ
交渉連絡において、受け入れ可能の回答が７０％であったものが、導入後には
８０％に向上しました。隊員の現場滞在時間を少なくする事が可能です。

導入実績
横浜市消防局

費用の目安
導入費用119万円から（各オプション価格あり）保守・運用費用20万/月から

詳しくは
ホームページで

再掲

77

119



https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：Smart119
フェーズ：ⅡⅢⅣ 機能：④⑤⑥⑦⑧⑨⑩活動記録票への自動反映⑪

・指令台システムとの連携可
→事案情報/AVMをSmart119に送信
・複数傷病者事案にも対応
→最大４人まで傷病者情報の入力が可能

・医療機関へリアルタイム情報共有
→入力情報・画像・映像など
・身分証/バイタルモニターのOCR
→テキストを読み取り自動入力
・心電図モニター自動連携・伝送（12誘導）
→バイタル/心電図の自動保存・自動記録
・入力内容による傷病判定補助
・医療機関へオンライン収容依頼/応需情報

・Smart119消防OAシステムへの自動反映
→救急活動記録票、救急救命処置録など
・国報告CSV/統計出力可能
・その他各種帳票等に反映
・事後検証
※既存OAシステムへの連携も可（要相談）

病院滞在時間短縮効果
隊員の業務負荷軽減

事務作業時間短縮効果病院交渉時間短縮効果

Ⅰ.119入電～出動～現場到着

【システムの概要】救急活動中に端末に情報を入力し医療機関と情報共有。一度入力した情報を引継書や報告書等に反映させ救急業務の効率化を図るシステム

【訴求ポイント】赤字で記載

【導入効果】 現場滞在時間の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11
月令和4年
令和5年（システム利用）

14.6分16.5分

Ⅱ.傷病者接触～車内収容～搬送先選定
④⑤⑥⑦

Ⅲ.現場出発～病院収容（医師引継）
⑧⑨⑩⑪

・傷病者引継書作成/データ化
→入力内容の自動反映
・医師署名の電子化
→任意のタイミングでサイン可
・各種署名の電子化
→不搬送/死亡時の引受機関署名
・予後調査

Ⅳ.帰署～事務処理
⑩⑪

自動連携で入力不要︕
30秒に1度自動的に

バイタル値を取得・保存
（12誘導心電図/スナップショット）

各種署名：救急隊の端末から可
医師署名：医療機関WEBから

任意のタイミングで可

バイタルサインの変化など
追加情報をリアルタイムに

医療機関へ更新・反映

帰署途中に端末へ入力
帰署後にPCから出力可能

◇東広島市消防局
◇千葉県（千葉市を除く30消防本部）
◇江別市消防本部 ◇桑名市消防本部

【導入実績】 ◇千葉市消防局

システム使用方法
救急隊 :アプリ 医療機関 : WEBブラウザ
（iOS/Android）

※PC・タブレット・スマートフォン
※1隊で複数台を同時使用可能

＜入力支援＞
・フリック/キーボード/スクリブル/音声
・各消防本部に合わせた画面設計

再掲
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システム名：NSER mobile
フェーズ：ⅡⅢⅣ/機能：④⑤⑦⑧⑨⑩活動記録票への自動反映⑪ 再掲

【問い合わせ先】 TXP Medical株式会社 自治体事業部
URL︓https://txpmedical.jp/ TEL︓03-5615-8433 MAIL:txp99@txpmedical.com

79

【システム概要】

【導入効果】

【導入実績（一部）】

【費用の目安】
ご利用の機能、条件等により異なります。弊社担当者までお問い合せください。

神奈川県藤沢市・秦野市・鎌倉市/北海道札幌市・恵庭市/山形県山形市/新潟県新潟市/福岡県北九州市/沖縄県那覇市  
計40以上の自治体（※本導入・実証を含む）

NSER mobileは救急隊と病院をデジタルでつなぐ SaaS型のクラウド救急医療情報システム です。

■機能面の特徴
・自社製AI OCRを用いて各種証明書、AVMモニター、バイタルモニター、お薬手帳を高精度に読み取り、入力作業を削減します。
・生成AIを用いたLLM機能により、音声情報を解析し、必要データを構造化して自動入力。現場の負担を軽減します。

・救急隊通話時間︓最大1分1秒短縮 ・OA入力作業時間︓75％削減
・医療機関評価︓利用率・高評価90％以上 ・情報連携の質向上︓体感90％以上
・迅速な治療︓Door to Balloonタイム短縮  ・医師の働き方改革︓システム利用によるタスクシェア

AI OCRや生成AI音声入力を
用いた入力支援機能

受入要請情報をデータ共有
QRを用いて電子カルテへ転記

LINEWORKS等と連携し
院内の情報伝達も効率化

医療機関の受入可能状況や
交渉・応需状況を可視化

帳票へのサインもシステム化 
 活動記録票へ自動反映

OAシステムと連携可能
報告書作成業務を効率化

予後調査・事後検証のデジタル
化、ペーパーレス化

1,業務効率化︓救急隊と医療機関内の情報のバケツリレーを削減し、リアルタイム共有を実現。これにより、救急隊と医療機関双方の業務負担を軽減し、
  迅速かつ効率的な対応が可能になります。

2,搬送時間の短縮︓病院要請時の情報伝達を一元化し、特に複数病院との交渉における負担を軽減。迅速な意思決定をサポートし、搬送時間を短縮します。
3,マッチング最適化︓傷病者の重症度に応じた適切な医療機関への搬送をサポート。救命率向上と医療リソースの有効活用を両立します。
4,EBPMの推進︓救急搬送に関わるデータを一元化・構造化することで、エビデンスに基づく政策立案や業務改善を可能にします。

https://ems-collection.jp/

【訴求ポイント】
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⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援
フェーズⅣ

80

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

システム名：事後検証システム
フェーズ：Ⅳ ／機能：⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援

【問い合わせ先】

・システム概要
事後検証対象事案の救急隊活動記録および医療処置・予後情報
をデータベースに登録をして、救急業務の評価・検証できる
資料を出力するWebシステムです。

・訴求ポイント
①MC協議会で事後検証対象事案の評価・検証ができます。
②Webシステムのため導入が早く容易です。
③自治体ごとに入力情報や出力情報を変更できます。(別途改修)

・導入効果
救急隊活動及び医学的判断・処置について評価・検証することにより、
救急救命士を含む救急隊員の活動に対する質を向上させ、今後の救急活動に役立てる。 

・導入実績
2013年に岐阜県で導入し、運用中です。

・費用の目安
導入費用200万～、改修費用別途、保守費用6万～／月

株式会社パケモ https://pakemo.jp/
連絡先︓052-325-6789 メール︓info@pakemo.jp
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システム名：AEDリモート監視システム ARM-1000 救助データダウンロードサービス
フェーズ：Ⅳ／機能：⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援

・システムの概要（システムの説明）
AEDに標準装備されているAEDリモート監視システム※1（以下、AED Linkage）の拡張機能としてAEDに保存されている
救助データ（心電図データ）をWeb上でダウンロードできるサービスです。
※1 ︓下記Webサイトで、AED Linkageの概要をアニメーションでご覧になれます。

https://www.aed-life.com/products/feature/aedlinkage/
・訴求ポイント

①救助データ取得のためにAED本体とPCを通信させる作業や、電子メールによる救助データの送受信作業等が発生しません。
②AED-3100/3200シリーズが使用されると、AED LinkageのWeb画面に救助データが自動でアップロード（最長3日）されます。
③分署設置分AEDの救助データも、本部にてAED LinkageのWeb画面からダウンロード（保管期間30日）することができます。
④緊急取得の場合は、AED本体とリモート監視端末の通信作業をすることにより、取得できるようになります。

・導入効果
①消防本部、分署でのAED使用後の救助データ取得業務の効率化・円滑化が見込めます。
②救助データを取得しやすくなると、消防本部・メディカルコントロール協議会

 での事後検証が進むことで、地域医療の質の向上が見込めます。
・導入実績

約16.6万台（通信できているAED）
・費用の目安

AED本体に標準装備

【問い合わせ先】 事業者名︓日本光電工業株式会社、HPアドレス︓https://www.nihonkohden.co.jp/
担当部署︓国内事業本部 中央営業部、連絡先︓電話︓03-5996-8647 メールアドレス︓SalesOperations-chuo@db.nkc.co.jp

サービスのイメージ
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システム名：救急医療情報システム
フェーズ：ⅡⅣ／機能：④⑦⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援

【問い合わせ先】

・システムの概要（システムの説明）
救急医療情報システムは、救急隊と医療機関が救急業務に係る情報を入力・閲覧し、情報連携を強化することで、搬送時間の短縮および業務効率
化を目的とした情報連携プラットフォームです。

・訴求ポイント
救急医療情報システムに救急隊は搬送実績情報を、医療機関は応需情報を入力、救急システムを通して情報共有できます。
また、オプションとして、救急隊が救急現場で記載する傷病者観察メモや、メディカルコントロール内で救急業務の分析を行う
事後検証業務のシステム化も可能です。
これらにより、救急業務の各フェーズで発生する情報を救急医療情報システム上に集約することができ、関係者間の情報連携、情報管理の一元化、
情報の利活用を推進します。

・導入効果
-応需情報、搬送実績情報に加え、傷病者観察メモ、現場画像や心電図、事後検証をオンライン上に反映し、関係者間の早期情報連携が可能
-傷病者観察メモや事後検証のペーパーレス化による情報管理の一元化が可能
-入力した各種情報のうち、共通項目は救急医療情報システムの各機能の間で自動連携するため、二重入力項目の削減が可能
-入力した各種情報は統計活用が可能

・導入実績
17都道府県に提供しています。（2024年11月時点）

・その他
詳細資料については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

株式会社NTTデータ https://www.nttdata.com/jp
第四公共事業本部 ヘルスケア事業部 企画統括部 ヘルスケアソリューション担当
メールアドレス noriaki.takahashi@nttdata.com

再掲
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【問い合わせ先】
事業者名︓株式会社ワコー商事 HPアドレス︓https://wako-shoji.com 担当部署︓営業本部
連絡先︓〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5
TEL 0466-84-2485、 FAX 0466-84-2484、メールアドレス info@wako-shoji.com

84

・システムの概要
＊クラウド上のデータセンター活用によるSaaS型救急情報管理システム
＊消防庁のSaaS型消防業務システム (［ G 1 02 ］消防業務システム標準仕様書機能一覧 xlsx)に対応
＊救急医療・災害医療・救助資器材に長年携わり消防現場の要望を取り入れ、ランニングコストを抑え、消防業務の効率化が図
れるシステム

＊通信指令システムや救急医療情報システムなどの他社システムとの連携が可能

・訴求ポイント
＊自由項目(入力項目)追加、様式作成(報告書)、汎用統計(帳票作成、調査依頼対応)の

 標準機能により無償でカスタマイズが可能
＊法改正や消防庁の調査内容の変更に対する無償アップデート対応
＊月額単位の定額料金でサーバー更新などの追加費用不要

・導入効果
＊タブレットなどを使用して、帰署前での救急事案入力、閲覧が可能
＊SaaS型システムのため、技術者のリモートサポートでの迅速な対応が可能
＊消防庁と同等の突合チェック機能により国報告時におけるエラーを回避し、業務効率化が図れる

＜ベストルHP＞： https://wako-shoji.com/bestle119

システム名：救急情報管理システム ベストル119Light
フェーズ：Ⅳ／機能：⑩⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援⑫⑬ 再掲

システムの概要
救急総合支援システムATAS（エイタス） は、救急隊が患者情報を素早く入力できるシステムです。
入力した患者情報を消防本部や医療機関と共有することで、 迅速な搬送を支援します。
また、 消防ＯＡシステムと連携することで、 帰署後の報告書作成など、 救急隊の事務負担を軽減し、 現場活動から事務作業までを
一貫して効率化･最適化することができます。

・訴求ポイント ・システム運用イメージ
本システムは救急現場に必要な機能をまとめた
オールインワンパッケージです。
医療機関とのデータ、画像共有はもちろんのこと、
医療機関の空き情報の確認から引継書作成まで
可能です。
また、OAシステムと連携することで記録した内容を
反映することで事務処理の効率化も図れます。
その他機能については、お問い合わせください。

・導入効果
導入いただいた消防様では、覚知から病院収容
までの時間が0.9分短縮でき、帰署後の活動記録
作成時間は6.5分（11分36秒→4分58秒）短縮
できています。

・導入実績︓１５消防本部

・費用の目安︓ATASサーバライセンス料︓ １台あたり600,000円/年 ATASクライアントライセンス料︓１台あたり120,000円/年
※ライセンス費用とは別途、システム開発費用が発生します。

システム名：救急総合支援システムATAS（エイタス）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦⑧⑨⑩⑪活動記録票や予後入力等における事後検証支援⑫

【問い合わせ先】 株式会社麻生情報システム https://www.aso-group.co.jp/ais/
ビジネスソリューション部 MAIL︓support-qq@ais-idc.jp

再掲

85

123



【問い合わせ先】
日本電気株式会社 レジリエンス事業部門 レジリエンス営業統括部宛

問い合わせフォーム https://www2.nec.co.jp/contact_v1/contact_form.html
※問い合わせの際にはリンク内・ご用件を「見積・概要説明・デモ」を選択いただき、お気軽にお問合せください。

システム名：救急搬送支援システム（救急DX）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑧⑨⑩⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援

≪概要≫
救急隊の出動から帰署後のあらゆる活動フェーズをシステムで強固に支援します。
記録する傷病者情報や静止画/動画・バイタルなどの記録内容は医療機関とリアルタイムに共有でき、搬送者受入れに役立てられます。
私たちNECは最新技術によるDXの様々な技術×ノウハウを結集し、「新しいあたり前の社会」を消防救急医療関係の皆様と創ってまいります。

フェーズⅡ
・傷病者申し送り票の電子化
・救急報告(救急OA)の出先での入力
・入力簡素化(指令連携、OCR/画像解析、音声認識)

フェーズⅢ
・医療機関との傷病者情報共有

(静止画、映像、電カルへの情報共有)
・傷病名、医師署名等の電子化

フェーズⅣ
・登録内容の救急報告(消防OA)へのシームレスな反映
・予後調査（ウツタイン様式）及び事後検証情報の入力支援
（医療機関⇔消防間） and more...

■訴求ポイント
①救急隊の大幅な業務負荷軽減
②医療機関側との傷病者情報の必要情報を網羅
③シームレスな指令システム/消防OAシステムへの情報連携
④機密性の高い情報に対する高セキュア回線/対策の実施

■導入効果

３０％減* 2つのゼロ*
本システム/サービス導入によりトータル
約30%の業務負荷軽減を目指せます
(*当社調べ、各本部の運営状況によって変動)

①指令システムや消防OAシステムとの連携に対して中間サーバ
等の機器の配備が不要です。(連携のための機器ゼロ)

②指令連携は１動作のみ、消防OA連携は自動反映(操作ゼロ)

■導入事例（柔軟なシステム導入が可能です、導入後アドオンも対応できます）
MAX：救急タブレット導入＋入力簡素化機能＋医療機関共有サービス実装
MID：救急タブレット導入＋入力簡素化機能 or 医療機関共有サービス実装
MIN：救急タブレットのみ(傷病者申し送り票電子化、救急報告持ち出し)

MINの導入イメージ

弊社取組紹介
YouTube

再掲
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システム名：緊急業務用 現場支援システム LiveOn Wearable
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑪活動記録票や予後 入力等による事後検証支援

【問い合わせ先】 ジャパンメディアシステム株式会社 マーティング担当
電話︓03-5297-5511 メール︓mkt@jm-s.co.jp https://web.liveon.ne.jp/product/liveon-wearable/

システムの概要 装着者の視点で撮影できるスマートグラスを使用し、搬送中の処置の様子を受け入れ先病院に共有します。加えて、車内に固定の
モニタリング用カメラを設置することで、バイタルデータも同時に確認できます。

訴求ポイント
1. スマートグラスでは隊員が映像をハンズフリーで送信でき、受入れ病院側では隊員の目線をそのまま確認できる
2. A病院とB病院、救急医と専門医など、複数拠点/人での会話が可能となり、臨機応変な相談や受入れ準備ができる
3. 受入れ病院側からカメラを遠隔操作し、確認したい箇所を見られる
4. 車載モニター画面の映像を共有することで、病院側がリアルタイムにバイタルデータを確認できる
5. 音声や映像・共有画面を自動で録画保存することで、医療機関側での閲覧や事後検証に活用できる

導入効果 搬送中、支援システムに接続しておくことで、受入れ病院側がリアルタイムで患者の状態を確認し、適切な処置を
指示できるようになりました。また搬送の途中経過を把握できるため、到着から処置開始までの時間を短縮できます。

導入事例
医療法人 札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック病院様
他システムと比較して、4G回線において映像や音声が乱れなかったことがLiveOnWearable採用のポイントとなりました。
導入事例︓https://web.liveon.ne.jp/case/scvc/ ※手術配信における近似事例のインタビューになります。

導入費用 初期費用150万円～

スマートグラスで隊員の視線映像を撮
影、リアルタイムで搬送先病院に中継 現場-救急-専門医など複

数でのやり取りも可能

再掲
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v

iPicssによるスムーズな情報共有で、(1)救急車内の傷病者の安全担保、(2)搬送先病院での適切な診療の早期開始を実現している。加えて、iPicssは、
(3) 写メを基本とした誰でも使えるメッセージアプリ型システムであり、いきなりの本番環境でも全世代が迷わず使える仕様となっている

システム
概要

訴求
ポイント

アナログ＋デジタルの「いいトコ取り」した簡便システム︓現行の紙のシステムにそのまま導入でき、 ITの新規導入時のわずらわしさがない。
各所への情報共有により様々な時短が可能︕(1)手書きの用紙を写メして送るだけ (2)写メ画像をOCRによりテキスト化してデータべ―ス利用が可能。
(3)画像・動画、チャットで傷病者の状況を共有。(4) 現場の医療者がタップして応需情報を更新し「受入可否」をタイムリーに関係者間で共有。
(5)産婦人科／高齢者施設からの施設間搬送に対応。 (6)地域のPHRデータベースから傷病者の情報を連携した実績あり。

導入
効果

導入
実績

iPicss利用で妊産婦搬送の到着後、輸血開始時間や、児の緊急娩出までの所要時間を大幅に短縮︓20分50秒 → 13分30秒。
消防指令における119番電話応対時間が約20秒短縮。高齢者施設でのシミュレーションで、施設者の対応時間が2分36秒短縮。

妊産婦の緊急搬送：岡山県全域、広島県備後地区、群馬県(2024年から３年かけて全域に導入)
高齢者施設からの搬送・すべての119番入電による搬送：岡山県吉備中央町

バーズ・ビュー株式会社 問合せ 03-6801-5620  ／sales.birdsview.jp https://www.birdsview.jp
そなえ株式会社 050-3159-5859／info@sonae.ltd https://sonae.ltd

説明動画へのリンクを
クリック

説明動画へのリンク
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再掲システム名：病院前緊急搬送補助システム “iPicss(アイピクス)”
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦⑧⑩⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援

【問い合わせ先】

システム名：CodeMate ®
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑧⑩⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援

89

 システムの概要
CodeMateは、携帯型モニタリング機能付き除細動器「X Series 」と連携し、救命士が搬送先の病院および所属の消防署へ提出する各種救急レポートの作成
を支援するアプリケーションです。タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末にインストールしたアプリ上で、除細動器で取得した心電図等のデータを
タイムリーに参照・反映、傷病者情報をタップやプルダウンで入力できるため、救急車内や病院の待機中などに輸送証・報告書などのレポート作成を効率的か
つ正確に行えます。他社の除細動器や車載モニタであっても、アプリ上でレポートを作成する基本機能はご使用いただけます（一部機能制限あり）。

 訴求ポイント
車載モニタの機能を兼ねる除細動器から救急活動に関するデータをアプリに取込み、傷病者搬送書類に反映・書類を作成、電子コ ピーやハードコピー（車載
にモバイルプリンタが必要）で搬送先へ提出することが可能となります。また、入力したデータは帰署後に消防本部で必要となる活動記録の内容に取込むこと
がことができ、病院収容後からモバイル端末にて報告書の作成が可能、業務負担の軽減と活動の効率化に貢献します。また、除細動器で取得した活動データを
もとに活動のデブリーフィング資料として活用いただけます。

 導入効果
実証を行った施設では帰署後の報告書作成の平均時間が20分短縮された。また、搬送先へ提出する傷病者搬送書類も手書きによる読み難さが軽減され、病院側
の患者記録の取得精度もより高まった。

 導入実績
実証を依頼した３消防本部にて稼働中、令和7年以降の予算請求をおこなっている消防本部が複数あり。

 費用の目安
初期費用として本部でのライセンス及び設定費用として¥1,000,000と、別途除細動器1台につき¥1,000,000を頂戴しております。

製品の紹介HP 製品のパンフレット

旭化成ゾールメディカル株式会社
救命医療機器事業本部 （03-6205-4920 / https://www.ak-zoll.com/resus/inquiry )

再掲
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システム名：FT-WEBシステム
フェーズ：ⅡⅣ／機能：⑥⑦⑩⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援

【問い合わせ先】 Fukula株式会社 https://fukula.jp/ 電話︓045-330-9191 メール︓info@fukula.jp

システムの概要
救急事案発生から、現地での傷病者情報・状況の記録と判定を行い、搬
送先選定から搬送先医療機関への収容、その後の報告業務・記録票作
成、事後検証までをデータで繋ぐシステムです。傷病者情報を医療機関
マイページで連携照会が、搬送先選定時に他隊の搬送状況が確認できる
完全Webシステムです。

システム訴求ポイント
事案発生から、事案終了までのデータを一元的に管理を行うため、無駄の無い情報管理ができます。以下の5つのポイントで救急活動を支援します。
①特別なソフトは必要ありません②登録が簡単なタッチ入力③自動重症度判定④搬送先選定時の情報連携⑤他システム連動カスマイズ可能

導入効果
搬送先選定時に他隊の状況が確認ができ、1回目の医療機関への受け入れ
交渉連絡において、受け入れ可能の回答が７０％であったものが、導入後には
８０％に向上しました。隊員の現場滞在時間を少なくする事が可能です。
導入実績
横浜市消防局

費用の目安
導入費用119万円から（各オプション価格あり）保守・運用費用20万/月から

詳しくは
ホームページで

再掲
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システム名：Ｍ－ＮＥＸＴ
フェーズ：Ⅳ／機能：⑩⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援⑫

【問い合わせ先】

■システム概要（システムの説明）
■M-NEXTは、救急活動フェーズⅠ・Ⅱの各種情報との連携機能により、⑩活動記録票への
自動反映を実現しています。また、⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援も可能です。
他に、資機材管理システムによる⑫救急車の資材在庫管理も可能です。

・訴求ポイント
■M-NEXTは、消防ＯＡ単独での導入が可能です。他システムとの分離発注により、
調達事務の分散化が図れます。また、消防ＯＡのライフサイクルによる更新計画が
可能となり、最新のＩＣＴ技術の検討機会が増えたり、導入コストの削減が期待できます。

・導入効果
■M-NEXTの導入で、救急オンライン報告、月報・年報統計処理、議会報告用等に係る
事務処理の時短を実現します。

・導入実績
■全国63の政令市消防本部～離島型消防本部への導入実績があります。

・費用の目安
■別途、ご相談（選択される業務数やネットワーク構成により異なります）

株式会社ＭＪＣ https://www.mjcnet.co.jp/
事業本部営業部 連絡先（0985-25-8228/market-ing@mjcnet.co.jp）
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■救急活動フェーズⅠ・Ⅱとの連携項目（例）

①指令項目
②基本情報
③出場情報
④時間情報
⑤通報情報
⑥傷病者情報
⑦診断情報
⑧医療機関情報

再掲
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システム名：NSER mobile
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦⑧⑨⑩⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援 再掲

【問い合わせ先】 TXP Medical株式会社 自治体事業部
URL︓https://txpmedical.jp/ TEL︓03-5615-8433 MAIL:txp99@txpmedical.com
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【システム概要】

【導入効果】

【導入実績（一部）】

【費用の目安】
ご利用の機能、条件等により異なります。弊社担当者までお問い合せください。

神奈川県藤沢市・秦野市・鎌倉市/北海道札幌市・恵庭市/山形県山形市/新潟県新潟市/福岡県北九州市/沖縄県那覇市  
計40以上の自治体（※本導入・実証を含む）

NSER mobileは救急隊と病院をデジタルでつなぐ SaaS型のクラウド救急医療情報システム です。

■機能面の特徴
・自社製AI OCRを用いて各種証明書、AVMモニター、バイタルモニター、お薬手帳を高精度に読み取り、入力作業を削減します。
・生成AIを用いたLLM機能により、音声情報を解析し、必要データを構造化して自動入力。現場の負担を軽減します。

・救急隊通話時間︓最大1分1秒短縮 ・OA入力作業時間︓75％削減
・医療機関評価︓利用率・高評価90％以上 ・情報連携の質向上︓体感90％以上
・迅速な治療︓Door to Balloonタイム短縮  ・医師の働き方改革︓システム利用によるタスクシェア

AI OCRや生成AI音声入力を
用いた入力支援機能

受入要請情報をデータ共有
QRを用いて電子カルテへ転記

LINEWORKS等と連携し
院内の情報伝達も効率化

医療機関の受入可能状況や
交渉・応需状況を可視化

帳票へのサインもシステム化 
 活動記録票へ自動反映

OAシステムと連携可能
報告書作成業務を効率化

予後調査・事後検証のデジタル
化、ペーパーレス化

1,業務効率化︓救急隊と医療機関内の情報のバケツリレーを削減し、リアルタイム共有を実現。これにより、救急隊と医療機関双方の業務負担を軽減し、
  迅速かつ効率的な対応が可能になります。

2,搬送時間の短縮︓病院要請時の情報伝達を一元化し、特に複数病院との交渉における負担を軽減。迅速な意思決定をサポートし、搬送時間を短縮します。
3,マッチング最適化︓傷病者の重症度に応じた適切な医療機関への搬送をサポート。救命率向上と医療リソースの有効活用を両立します。
4,EBPMの推進︓救急搬送に関わるデータを一元化・構造化することで、エビデンスに基づく政策立案や業務改善を可能にします。

https://ems-collection.jp/

【訴求ポイント】

https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：Smart119
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援

・指令台システムとの連携可
→事案情報/AVMをSmart119に送信
・複数傷病者事案にも対応
→最大４人まで傷病者情報の入力が可能

・医療機関へリアルタイム情報共有
→入力情報・画像・映像など
・身分証/バイタルモニターのOCR
→テキストを読み取り自動入力
・心電図モニター自動連携・伝送（12誘導）
→バイタル/心電図の自動保存・自動記録
・入力内容による傷病判定補助
・医療機関へオンライン収容依頼/応需情報

・Smart119消防OAシステムへの自動反映
→救急活動記録票、救急救命処置録など
・国報告CSV/統計出力可能
・その他各種帳票等に反映
・事後検証
※既存OAシステムへの連携も可（要相談）

病院滞在時間短縮効果
隊員の業務負荷軽減

事務作業時間短縮効果病院交渉時間短縮効果

Ⅰ.119入電～出動～現場到着

【システムの概要】救急活動中に端末に情報を入力し医療機関と情報共有。一度入力した情報を引継書や報告書等に反映させ救急業務の効率化を図るシステム

【訴求ポイント】赤字で記載

【導入効果】 現場滞在時間の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11
月令和4年
令和5年（システム利用）

14.6分16.5分

Ⅱ.傷病者接触～車内収容～搬送先選定
④⑤⑥⑦

Ⅲ.現場出発～病院収容（医師引継）
⑧⑨⑩⑪

・傷病者引継書作成/データ化
→入力内容の自動反映
・医師署名の電子化
→任意のタイミングでサイン可
・各種署名の電子化
→不搬送/死亡時の引受機関署名
・予後調査

Ⅳ.帰署～事務処理
⑩⑪

自動連携で入力不要︕
30秒に1度自動的に

バイタル値を取得・保存
（12誘導心電図/スナップショット）

各種署名：救急隊の端末から可
医師署名：医療機関WEBから

任意のタイミングで可

バイタルサインの変化など
追加情報をリアルタイムに

医療機関へ更新・反映

帰署途中に端末へ入力
帰署後にPCから出力可能

◇東広島市消防局
◇千葉県（千葉市を除く30消防本部）
◇江別市消防本部 ◇桑名市消防本部

【導入実績】 ◇千葉市消防局

システム使用方法
救急隊 :アプリ 医療機関 : WEBブラウザ
（iOS/Android）

※PC・タブレット・スマートフォン
※1隊で複数台を同時使用可能

＜入力支援＞
・フリック/キーボード/スクリブル/音声
・各消防本部に合わせた画面設計

再掲
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⑫救急車の資材在庫管理
フェーズⅣ

94

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

システム名：期限管理 ～リミトック～
フェーズ：Ⅳ／ 機能：⑫救急車の資材在庫管理

【システムの概要（システムの説明）】
救急車で使用する資材の在庫管理や使用期限、免許証の更新日等期限に関する情報をデジタルで管理します。アラート
機能を活用して更新期限が近付いていることを気づかせることができます。また、資材の集計作業の短縮にも活用でき
ます。
詳しい資料はこちらを「 PandA_リミトック1.1.pdf （https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:ae194cb3-
b874-4ce1-bf21-6d87c79ae750） ）」ご参照下さい。
【訴求ポイント】
救急業務に特化した在庫管理及び期限管理を行います。運転免許や資格期限、酸素ボンベの耐圧期限等の更新忘れを防
止します。資材の期限情報はパソコンやスマホ端末から確認することができるため、集計作業が簡易化されます。また、
資材の写真やコメントを共有することができます。
【導入効果】
アラート通知による期限切れの防止、在庫集計の時間短縮、ペーパーレスによる保管場所の削減

【お問合せ先】
会社名︓株式会社イーバイピー 会社HP︓https://www.exp-corp.com/ 
担当部署︓ソリューション事業部 連絡先︓090-9306-1003/matsumoto@exp-corp.com/松本
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システム名：クラウド在庫管理システムzaico
フェーズ：Ⅳ／機能：⑫救急車の資材在庫管理

【問い合わせ先】 ←お問い合わせはフォームから
株式会社ZAICO カスタマーサポートチーム

システム概要・訴求ポイント 導入効果 愛知県春日井市消防本部の場合

・初期費用0円～
・月額3,980円～
・スマホとPCで︕特別な機材は不要︕

※2024年5月時点zaico登録者実績より

導入実績

公式サイト

春日井市消防本部は
紙管理からの脱却を実現︕

料金

※記載のサービス内容や料金は2025年1月時点のものです。
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システム名：クラウド在庫管理ソフト KG ZAICO
フェーズ：Ⅳ／機能：⑫救急車の資材在庫管理

救急資器材の在庫管理 新スタンダード■訴求ポイント

■導入実績

TEL ︓080-2092-8892
Mail ︓bc3@kanematsu.co.jp

【お問い合わせ先】
兼松株式会社
Business Co-Creation Center

ウェブサイト リンク→
URL https://bc3.kanematsu.co.jp/kgzaico

西春日井広域事務組合消防本部 小牧市消防本部 丹羽広域事務組合消防本部

■費用の目安

初期費用 ０円

年間利用料 117,600円～(税抜)*

* ライトプラン(3ユーザーパック) 9,800円/月を想定

一部を記載。他にも多数の導入先・トライアル中の消防署があります。

どこでも利用できる

誰でも簡単に操作できる

必要な機能を網羅

■システムの概要
スマートフォン/タブレット/パソコンで
利用できるクラウド在庫管理アプリです。

在庫確認時間 → 99%短縮

出庫処理時間 → 85%短縮

棚卸時間 → 62%短縮

リーズナブル

伴走支援

倉庫や救急車内で在庫情報をリアルタイム
に確認・更新できる

バーコードのスキャン、ボタンをタップ
するだけなのでとても簡単

発注点管理や期限管理など、救急資器材
の在庫管理に必要な全ての機能を完備

初期データの登録や利用環境の設定を
リモートでしっかりとサポート 詳細は事例記事よりご確認ください→

■導入効果
紙・エクセルによる在庫管理と比較した実績値
をもとに算出

救急資器材の在庫管理に関する業務を
劇的に改善。救急要請対応、訓練などの
本来業務に集中することができます。

薬剤廃棄ロス → 確認漏れゼロ
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システム名：車両管理等システム（ kintone ）
フェーズ：Ⅳ／機能：⑫救急車の資材在庫管理

【問い合わせ先】

・システムの概要（システムの説明）
消防車両や救急車などの「運行管理」・「車両管理」・「修理依頼」などを行う

システムです。
運行前や運行後の点検・記録を現場からモバイル端末で行うことが可能になり、

事務所に戻る・転記するといった業務を削減することができます。
また、修理依頼書及び説明資料作成の手間を削減することも可能です。
このシステムはkintone（業務アプリがつくれるサイボウズのノーコード・ロー

コードツール。）で構築されており、それぞれの団体の業務や要件にあわせて設定
を柔軟に変更することができます。

サイボウズ株式会社（https://cybozu.co.jp/)  
担当部署︓営業本部 ソリューション営業部 公共グループ
電話番号︓03-4306-0810/メールアドレス︓cy-public@cybozu.co.jp

・訴求ポイント
消防車両や救急車などの運行前や運行後の点検・記録を現場からモバイル端末で行う

ことを可能にし、現場で紙に運行記録をメモし、事務所に持ち帰りシステムに転記する
といった手間を削減することができます。

また、システムに必要項目を入力すると修理依頼書と説明資料が完成し、担当部署へ
迅速に状況報告できます。その後のやり取りもkintoneのコメント機能を活用することで、
修理依頼書と説明資料作成にかかる手間を削減できます。

他にも現場から上がってくる修理依頼書をとりまとめるデータベースとしてkintoneを
活用することも可能であり、システムを見るだけで車両や設備が過去に受けた修理や点
検を簡単に確認することもできます。

・導入効果
24時間ごとに職員が入れ替わる時の課題だった申し送り時間も圧縮することができ、

災害対応訓練等の「本来の業務」に充てる時間を創出できるようになりました。

・導入実績
・那覇市消防局様（導入支援︓株式会社システック沖縄様）
  事例ページ︓https://page.cybozu.co.jp/-/cybozu-fukuoka/activities/13430

・費用の目安
kintone ︓ 月額 1,800円（税別）/1ユーザー

※官公庁などの公共団体での業務利用については、アカデミック/ガバメントライセンス 
  月額1,080円（税別）/1ユーザーがご利用いただけます。

※最小10ユーザーから契約いただけます。
※本システムの構築を外注する場合、別途、構築費用等が必要です。

消防車両から運行日誌を記載 →

↑ 運行後に記載する運行日誌の画面
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システム名：PandA 積載管理アプリ
フェーズ：Ⅳ／機能：⑫救急車の資材在庫管理

【システムの概要（システムの説明）】
救急活動では、出動から現場へ、現場から病院へ、また帰署するタイミングで資器材の積載確認が必要です。Bluetoothの
タグを使用して積載管理アプリを活用することで、スピーディに資器材の確認及び出動／帰署することが可能になります。
詳しい資料はこちらを「 PandA_積載管理5.3.pdf （https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:0cf2246d-34d2-
454b-9e2f-28d006d4797a）」ご参照下さい。
【訴求ポイント】
全国で救急車両の出動が逼迫している中、1秒でも早く救急活動が行えるよう救急隊員の方々の業務時間短縮をサポートし
ます。また、マイナンバーカード、保険証、お薬手帳など預かり品を取り扱い履歴として残すことができます。

【導入効果】
出動／帰署の時間短縮、預かり品の返却忘れ防止
【費用】
1ライセンス ︓月額 5,000円（ライセンス+ビーコン（タグ３個付き））

 年間 60,000円（ライセンス+ビーコン（タグ３個付き） ）
追加タグ︓タグ 1個 1,800円 ／ ブザー音がでるタグ 1個 4,800円
※携帯アプリからWEBシステムへアクセスが発生するため、別途パケット料金が発生します。

【お問合せ先】
会社名︓株式会社イーバイピー 会社HP︓https://www.exp-corp.com/ 
担当部署︓ソリューション事業部 連絡先︓090-9306-1003/matsumoto@exp-corp.com/松本
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システム名：SAFE（Support Action for Fire and Emergency services）在庫システム
フェーズ：Ⅳ／機能：⑫救急車の資材在庫管理

システム概要
救急車の資材在庫の管理にRFID（Radio Frequency Identification）システムを活用します。
管理資器材に専用のICチップ付のシール（ICタグ）を貼付し、専用の読取り機（リーダー）にてそのICチップデータを読込み、
各署毎に作成されたクラウド在庫表にデータを送信する。（説明動画サイト:https://youtu.be/Qpa0aRn8ZzA）
本部はクラウドにて各署のデータを把握できる上、本部全体で管理している資器材の状況を確認する事ができる。

訴求ポイント
① 現場での資材管理の作業が迅速にかつ、正確及びリアルタイムで把握できる。
② 各署に配布される末端機器の操作は容易であり、管理作業は誰でも可能になる。
③ 倉庫及び救急車内にて在庫確認作業は非常に短時間であり操作者を選ばず即時に不足品・不明品の判明が可能。
④ 作業履歴がカレンダー形式にて自動登録され、各署は自署、本部は全署の納品、持出等の作業が把握できる。
⑤ 資材の「使用期限」をクラウド内で自動管理するため期限切れを優先使用、署間横持等の指示が可能。
⑥ 本部が使用実績、作業履歴の把握にて予算策定の効率化及び資材管理業務全体のガバナンスの保持が可能。

導入効果
導入した民間企業が90%以上の時間短縮に成功したRFIDを採用し、救急隊員の帰署後作業の削減を行い「働き方改革」に貢献。
コスト面は、1日1時間作業をした場合、人件費コストとして約1,980円※/日及び、在庫Lost（期限切れ・不明等）を年間5%で計
算した場合、約750,000円が1署毎に見えないコストとして発生しており、このコストの削減。
※ 検査員単価︓「R3地方公務員給与実態調査」全地方公務員全職種平均単価

導入実績
現在の導入実績はありませんが、11月より三重県津市消防本部にてデモを行っております。

費用の目安
基本パッケージ（クラウド管理料・機器貸出料）として1署約20,000円/月を目安としています。

株式会社 リソコ ホームページ ︓ https://resoco01.studio.site/
連絡先 ︓ 070-4288-7425 e-mail ︓ Info-safe@re-soco.co.jp
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【問い合わせ先】
事業者名︓株式会社ワコー商事 HPアドレス︓https://wako-shoji.com 担当部署︓営業本部
連絡先︓〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5
TEL 0466-84-2485、 FAX 0466-84-2484、メールアドレス info@wako-shoji.com 101

・システムの概要
＊クラウド上のデータセンター活用によるSaaS型救急情報管理システム
＊消防庁のSaaS型消防業務システム (［ G 1 02 ］消防業務システム標準仕様書機能一覧 xlsx)に対応
＊救急医療・災害医療・救助資器材に長年携わり消防現場の要望を取り入れ、ランニングコストを抑え、消防業務の効率化が図
れるシステム

＊通信指令システムや救急医療情報システムなどの他社システムとの連携が可能

・訴求ポイント
＊自由項目(入力項目)追加、様式作成(報告書)、汎用統計(帳票作成、調査依頼対応)の

 標準機能により無償でカスタマイズが可能
＊法改正や消防庁の調査内容の変更に対する無償アップデート対応
＊月額単位の定額料金でサーバー更新などの追加費用不要

・導入効果
＊タブレットなどを使用して、帰署前での救急事案入力、閲覧が可能
＊SaaS型システムのため、技術者のリモートサポートでの迅速な対応が可能
＊消防庁と同等の突合チェック機能により国報告時におけるエラーを回避し、業務効率化が図れる

＜ベストルHP＞： https://wako-shoji.com/bestle119

再掲システム名：救急情報管理システム ベストル119Light
フェーズ：Ⅳ／機能：⑩⑪⑫救急車の資材在庫管理⑬

131



システムの概要
救急総合支援システムATAS（エイタス） は、救急隊が患者情報を素早く入力できるシステムです。
入力した患者情報を消防本部や医療機関と共有することで、 迅速な搬送を支援します。
また、 消防ＯＡシステムと連携することで、 帰署後の報告書作成など、 救急隊の事務負担を軽減し、 現場活動から事務作業までを
一貫して効率化･最適化することができます。

・訴求ポイント ・システム運用イメージ
本システムは救急現場に必要な機能をまとめた
オールインワンパッケージです。
医療機関とのデータ、画像共有はもちろんのこと、
医療機関の空き情報の確認から引継書作成まで
可能です。
また、OAシステムと連携することで記録した内容を
反映することで事務処理の効率化も図れます。
その他機能については、お問い合わせください。

・導入効果
導入いただいた消防様では、覚知から病院収容
までの時間が0.9分短縮でき、帰署後の活動記録
作成時間は6.5分（11分36秒→4分58秒）短縮
できています。

・導入実績︓１５消防本部

・費用の目安︓ATASサーバライセンス料︓ １台あたり600,000円/年 ATASクライアントライセンス料︓１台あたり120,000円/年
※ライセンス費用とは別途、システム開発費用が発生します。

システム名：救急総合支援システムATAS（エイタス）
フェーズ：ⅡⅢⅣ／機能：④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫救急車の資材在庫管理

【問い合わせ先】株式会社麻生情報システム https://www.aso-group.co.jp/ais/
ビジネスソリューション部 MAIL︓support-qq@ais-idc.jp

再掲
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システム名：Ｍ－ＮＥＸＴ
フェーズ：Ⅳ／機能：⑩⑪⑫救急車の資材在庫管理

【問い合わせ先】

■システム概要（システムの説明）
■M-NEXTは、救急活動フェーズⅠ・Ⅱの各種情報との連携機能により、⑩活動記録票への
自動反映を実現しています。また、⑪活動記録票や予後入力等による事後検証支援も可能です。
他に、資機材管理システムによる⑫救急車の資材在庫管理も可能です。

・訴求ポイント
■M-NEXTは、消防ＯＡ単独での導入が可能です。他システムとの分離発注により、調
達事務の分散化が図れます。また、消防ＯＡのライフサイクルによる更新計画が可能と
なり、最新のＩＣＴ技術の検討機会が増えたり、導入コストの削減が期待できます。

・導入効果
■M-NEXTの導入で、救急オンライン報告、月報・年報統計処理、議会報告用等に係る
事務処理の時短を実現します。

・導入実績
■全国63の政令市消防本部～離島型消防本部への導入実績があります。

・費用の目安
■別途、ご相談（選択される業務数やネットワーク構成により異なります）

株式会社ＭＪＣ https://www.mjcnet.co.jp/
事業本部営業部 連絡先（0985-25-8228/market-ing@mjcnet.co.jp）

再掲
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■救急活動フェーズⅠ・Ⅱとの連携項目（例）

①指令項目
②基本情報
③出場情報
④時間情報
⑤通報情報
⑥傷病者情報
⑦診断情報
⑧医療機関情報
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⑬救急隊員の労務負担の把握
フェーズⅣ

104

DX化
新機能

①救急需要予測

②救急隊（車）最適配置

（ＡＩ、ビッグデータ）

③映像通報

④医療機関とのデータ・画像共有（12誘導心電図等、バイタル伝送等）
⑩活動記録票への自

動反映

⑪活動記録票や予後

入力等による事後検

証支援

⑫救急車の資材在庫

管理

⑬救急隊員の労務負

担の把握

⑤観察内容等の自動記録

⑥バイタルサインや画像の分析による

傷病判定補助

⑦医療機関の空き情報把握・収容依頼

⑧収集した情報を引継

書へ自動反映

⑨電子サイン

  119入電～出動～現場到着  傷病者接触～車内収容～搬送先選定   現場出発 ～ 病院収容     帰署 ～ 事務処理

（医師引継）フ
ェ
ー
ズ

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

【概要】
救急業務の特殊な勤怠管理を、インターネット接続が可能なスマートフォン等を活用することによって、当直中の執務状

況・活動状況・休憩状況をリアルタイムに当直責任者が把握することができるサービスです。
【ポイント】

・大掛かりなシステム導入は不要です。
・勤怠状況を事案ベースで管理します。
・勤怠状況を数値表やシフト表で把握できます。
・様々な労務負担の軽減策に対応します。
・指令システムと連携することができます。

勤怠状況入力の自動化、位置情報、走行距離の表示が可能。
【導入効果】

・当直責任者の適時適切な勤怠管理をサポート
・救急隊員の適正な労務管理⇒住民サービスの向上

システム名：クラウド型勤怠管理サービス
フェーズ：Ⅳ／機能：⑬救急隊員の労務負担の把握

～

☆☆救急隊

スマートフォン

☆☆救急隊

◇◇消防署

タブレット

当直責任者救急隊長

動態の入力タッチ画面 救急隊・隊員別の勤怠状況の表示画面

050-5830-0750
[受付時間]平日9:00～17:00] 〒562-0043

株式会社アルカディア
https://arcadia.co.jp

大阪府箕面市桜井一丁目10番28号

【問い合わせ先】
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【問い合わせ先】

システム名：消防力DX（稼働状況可視化/救急隊負荷アラート）
フェーズ：Ⅳ／機能：⑬救急隊員の労務負担の把握

≪概要≫
全救急隊の活動状況データをシステムで分析、消防力/救急力に係る稼働状況を地図や一覧として可視化するサービスです。
救急隊の動きを把握でき、高負荷や特定条件下に陥っている救急隊情報をシステムが発見し、早期にアラートや判断情報を発出します。
私たちNECは最新技術によるDXの様々な技術×ノウハウを結集し、「新しいあたり前の社会」を全国の消防様と創ってまいります。

■訴求ポイント
①管轄エリアの消防力低下/空白地域発生時に早期にアラートを発出
②救急車両の負荷/稼働状況を把握するための稼働状況リストを表示
③指令後の災害点により近い出動可能車両が存在した際に早期アラートとして通知

■導入効果

確認業務
軽減

検知速度
向上

駆付時間
短縮

－消防力低下アラート－
救急車両位置や管轄内の稼働状況を逐次確認する作業の削減
が可能となります（一目で可視化）

－救急隊稼働状況可視化－
救急隊稼働状況において、特定条件発生時（救急隊高負荷）
に早期にシステムが検知し、判断情報を指令員へ発出します

－救急車両入替アラート－
最直近車両の選択余地が発生した際、システムから指令員
へ入替提案を促し、駆け付け時間短縮に貢献します

＜消防力可視化＞

システムイメージ

＜救急隊負荷アラート＞

＜救急車両入替アラート＞

弊社取組紹介
YouTube

日本電気株式会社 レジリエンス事業部門 レジリエンス営業統括部宛
問い合わせフォーム https://www2.nec.co.jp/contact_v1/contact_form.html

※問い合わせの際にはリンク内・ご用件を「見積・概要説明・デモ」を選択いただき、お気軽にお問合せください。
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【問い合わせ先】
事業者名︓株式会社ワコー商事 HPアドレス︓https://wako-shoji.com 担当部署︓営業本部
連絡先︓〒251-0871 神奈川県藤沢市善行 7-3-5
TEL 0466-84-2485、 FAX 0466-84-2484、メールアドレス info@wako-shoji.com
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・システムの概要
＊クラウド上のデータセンター活用によるSaaS型救急情報管理システム
＊消防庁のSaaS型消防業務システム (［ G 1 02 ］消防業務システム標準仕様書機能一覧 xlsx)に対応
＊救急医療・災害医療・救助資器材に長年携わり消防現場の要望を取り入れ、ランニングコストを抑え、消防業務の効率化が図

 れるシステム
＊通信指令システムや救急医療情報システムなどの他社システムとの連携が可能

・訴求ポイント
＊自由項目(入力項目)追加、様式作成(報告書)、汎用統計(帳票作成、調査依頼対応)の

 標準機能により無償でカスタマイズが可能
＊法改正や消防庁の調査内容の変更に対する無償アップデート対応
＊月額単位の定額料金でサーバー更新などの追加費用不要

・導入効果
＊タブレットなどを使用して、帰署前での救急事案入力、閲覧が可能
＊SaaS型システムのため、技術者のリモートサポートでの迅速な対応が可能
＊消防庁と同等の突合チェック機能により国報告時におけるエラーを回避し、業務効率化が図れる

＜ベストルHP＞： https://wako-shoji.com/bestle119

再掲システム名：救急情報管理システム ベストル119Light
フェーズ：Ⅳ／機能：⑩⑪⑫⑬救急隊員の労務負担の把握
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システム名：搬送中のゆれ防止アプリおよび、搬送状況の数値化・共有化システム（通称：ゆれログ）
フェーズ：Ⅳ/機能：⑩⑬救急隊員の労務負担の把握

ゆれログ︕

【システムの概要】
①アプリ通知により走行中のゆれを低減
②ダッシュボードで走行記録の確認・共有・労務管理

【訴求ポイント】
・搬送中に音声で段差をお知らせすることで、ゆらさない搬送をサポート

します。
・各隊員の搬送の記録をスコア等で確認でき、

安全安静な搬送の教育コンテンツとして活用できます。

・各隊員の記録をもとに、走行時間・走行距離・平均加速度のしきい値を
設定して労務管理に活用できます。

【導入効果】

【導入実績】
千葉県栄町消防の救急搬送で実証中

【導入費用の目安】
１消防本部 10万円/月～（予定）

搬送中のゆれ低減 運転手の心理的
負担軽減

教育への活用
隊員スキル向上

【問い合わせ先】
会社名︓朝日航洋株式会社
担当部署︓イノベーション推進室
☏︓連絡先︓049-256-7862 ︓116120@aeroasahi.co.jp

システムの詳細情報はこちら
https://yureloglab001.blob.core.windows.net/media/20241204_%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81%E5%85%AC%
E5%8B%9F%E7%94%A8%E8%B3%87%E6%96%99_blob%E6%90%AD%E8%BC%89.pdf?sp=r&st=2024-12-
04T03:59:57Z&se=2025-12-04T11:59:57Z&spr=https&sv=2022-11-
02&sr=b&sig=bXa%2F4AVezS3clxXxJkTDmyKE9iRX6Uhdfx6Q3rUOsa4%3D
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https://smart119.biz/ 事業開発部 info@smart119.biz 連絡先：043-312-7471

システム名：救急需要予測及び配置シミュレーション
フェーズ：ⅠⅣ／機能：①②⑬救急隊員の労務負担の把握

例：２日後までの需要予測と増隊配置シミュレーション

予測日時・時間・増隊数
を設定し予測し、

最適なシミュレーションを実施

データ解析
・過去の救急統計データ
・住民基本台帳地区別・年齢別人口
・地区別・年齢別人口/人口推計
・国勢調査将来人口推計
・天候/天気予報など

救急需要予測
地理情報、使用道路、エリア、地
区、時間帯、天候、人口、高齢者の
割合など、様々な要因を網羅的に解
析しAIを活用し需要を予測 最適配置・部隊運用

シミュレーション
・救急隊の配置可能場所、増隊場所、移

動配置場所等を設定
・運用条件を設定（曜日/署所/時間）
・最適な配置を運用計画を検討

短期的：システム運用
救急需要予測最適配置シミュレーションシステムの運用

将来予測シミュレーション レポート作成
長期的：報告書 救急活動記録データ分析・調査/

事例❶

短期的な数日後の救急需要を予測し、日勤救急隊
や臨時救急隊の増隊・移動配置を計画。 現場到着

時間最短化する配置シミュレーションを提示

例：数年先の需要予測と増隊配置シミュレーション

事例❷

事例❶

過去の救急統計データや将来人口推計を基に、年齢別の搬送率を活用して数年～
数十年先の救急需要を予測。将来予測に基づき、発生する救急事例を疑似的に算
出。救急出場件数や地理的条件を考慮し、増隊や移動配置の最適化をシミュレー
ション。また隊員の稼働時間や勤務負担を推計し、将来の運用負荷を検討。

事例❷

【システムの概要】救急需要を予測し予測に応じた最適な配置をシミュレーションする

【訴求ポイント】赤字で記載
【導入効果】事前に救急需要を予測し配置や増隊場所を決めることで初動が早くなり、現場到着時間の短縮や救急隊の効率の良い活動が期待できる。

増隊可能な条件や移動配置を事前に設定し
救急需要に適した救急隊の配置シミュレー
ションを提示し、レポートを出力。

救急隊・隊員の稼働時間を可視化

【導入実績】 ◇川崎市消防局（事例❶） ◇相模原市消防局（事例❷）

再掲
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救急業務の DX 推進に係る消防本部担当者向け技術カタログ 利用規約 

第１条 目的 
救急業務の DX 推進に係る消防本部担当者向け技術カタログは、救急業務に活用できる最
新技術を整理するとともに、消防本部の担当者が救急業務における DXを推進・導入する
上での参考としていただくことを目的としている。本規約は、この目的を踏まえ、救急業
務の DX推進に係る消防本部担当者向け技術カタログの利用条件等を定めるものである。 

第２条 定義 
⑴ 「本カタログ」とは、救急業務の DX推進に係る消防本部担当者向け技術カタログ

をいう。
⑵ 「技術情報」とは、本カタログに掲載されている、救急業務に係る DX 技術の一切

の情報をいう。
⑶ 「情報掲載者」とは、本カタログに技術情報が掲載された者をいう。
⑷ 「掲載情報」とは、本カタログに掲載された技術情報をいう。
⑸ 「情報利用者」とは、掲載情報を利用する者又は利用することを検討している者を

いう。
⑹ 「事務局」とは、本カタログの運営事務局である消防庁救急企画室をいう。
⑺ 「利用者」とは、掲載情報の利用、本カタログへの情報掲載及び本カタログの閲覧

等その他一切の本カタログの利用をする者をいう。

第３条 掲載情報の基本的な位置付け 
本カタログにおける掲載情報の基本的な位置付けは以下のとおりであり、利用者は以下の
事項を了承するものとする。 
⑴ 掲載情報に関する証明、認証及びその適法性その他何ら技術上又は法令上の裏付け

を伴うものではないこと。
⑵ 掲載情報の内容について、事務局が評価等を行っているものではないこと。また、

掲載情報に関連する問い合わせ、苦情及び紛争等への対応は、情報掲載者が行うも
のであり、事務局は何らの責任も有しないこと。

⑶ 掲載情報の利用は、個々の活用場面や関連する条件等を踏まえて情報利用者の判断
と責任において行われるものであり、当該技術の関連法令の要求に対する適合性及
び情報利用者が想定した効果が得られることを事務局が保証するものではないこ
と。

⑷ 掲載情報に関する特許権等知的財産権については、関係法令に基づき取り扱われる
ものであること。

資料２ 
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第 4条 技術情報の掲載について 
１. 本カタログに掲載する内容については、事務局において、期間を定めた上で公募を実

施し、期間中において応募があった技術情報を掲載するものとする。 
２. 事務局は、必要と認める場合には、応募があった技術情報の内容に係る正確性や最新

性を確認するために、申請者に対して、必要な情報提供を求めることができる。ま
た、技術情報の掲載後であっても、掲載内容の正確性や最新性を確認するために、申
請者に対して、必要な情報提供を求めることができる。 

３. 事務局は、技術情報に関し、正確性、安全性等に疑義があると認めた場合には、掲載
情報の削除等のほか、申請内容の訂正等のその他必要な措置をとることができる。 

 
第 5条 技術情報の掲載方法 
１. 事務局は、掲載情報を、消防庁のウェブサイト上に公開するとともに、令和 6年度救

急業務のあり方検討会報告書に掲載を行う。 
２. 情報掲載者は、技術情報が掲載される場所や順番等の掲載方法について、事務局に対

して異議を申し立てることができない。 
 
第 6条 掲載情報の変更 
事務局は、以下の事由に該当する場合には、掲載情報の内容を変更することができる。 
 ⑴ 情報掲載者から掲載情報の内容の変更の申立を受けたとき 
 ⑵ 掲載情報に誤字・脱字等の軽微な不備があり、当該不備を修正する必要があるとき 
 
第 7条 本カタログの利用上の責任 
１. 情報掲載者は、情報利用者に対し、掲載情報の正確性、最新性及び完全性（以下「掲

載情報の正確性等」という。）並びに安全性、有効性、セキュリティ等に関する欠
陥、エラーやバグ及び権利侵害等（以下「掲載情報の安全性等」という。）につい
て、法令上の責任を負う場合がある。 

２. 情報掲載者は、掲載情報の内容に変更があった場合には速やかに事務局に内容変更の
申立を行い、掲載情報の内容が常に正確なものとなるように努めなければならない。 

３. 情報利用者は、事務局が掲載情報の正確性等、掲載情報の安全性等及び利用の適法性
を保証するものではないこと並びに掲載通りの効果を保証するものではないことを了
承の上、本カタログを利用するものとする。 

 
第８条 情報掲載者の保証及び義務 
１. 情報掲載者は、掲載情報について、事務局及び利用者に対し、以下の事項を保証する

ものとする。 
 ⑴ 虚偽が含まれていないこと 
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 ⑵ 実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると利用者を誤認させる表
現が含まれていないこと 

 ⑶ 第三者が権利を有する情報でその掲載を含む利用について当該権利者の許可を得て
いないものが含まれていないこと 

 ⑷ 法令に違反するもの、猥せつなもの、脅迫的なもの、名誉を毀損するもの、プライ
バシーを侵害するもの、第三者を誹謗中傷するもの、政治的主張を含むものその他
の不適切な表現が含まれていないこと。 

 ⑸ その他本カタログの目的に照らして不適切な内容が含まれていないこと 
２. 情報掲載者は、掲載情報の正確性、安全性等に疑義が生じる事象が発生した場合につ

いては、事務局に対して速やかに当該事象を報告しなければならない。 
 
第９条 情報利用者の義務 
１. 情報利用者は、掲載情報を利用するに際し、以下の行為をしてはならない。 
 ⑴ 著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の他社の権利を侵害す

る行為 
 ⑵ 第三者を誹謗中傷する行為 
 ⑶ 法令若しくは公序良俗に違反し、又は故意若しくは過失により第三者に損害を与え

る行為 
 ⑷ 前各号のほか、前各号に準じる行為及び本カタログの目的に照らして不適切な行為 
２. 情報利用者は、掲載情報の正確性、安全性等に疑義が生じる事象が発生した場合に

は、情報掲載者に対して速やかに当該事象を報告するよう努めるものとする。 
 
第 10 条 掲載情報の一時停止及び削除 
１. 事務局は、情報掲載者が本規約に反した場合、第 4 条第３項に定める場合又は掲載情

報の正確性や安全性等に疑義が生じた場合等、本カタログの目的に照らして不適切で
あると事務局が認める場合若しくは掲載情報が本カタログの目的と無関係であると事
務局が認める場合には、予告なく当該掲載情報の掲載を一時停止又は削除（以下「削
除等」という。）することができる。 

２. 事務局は、必要があると認めるときは、前項に基づく削除等の事実及びその理由を公
表することができる。 

３. 事務局は、第 1 項に基づいて掲載情報を削除等した場合、削除等した旨及びその理由
を情報掲載者に通知するものとする。 

４. 事務局は、掲載が一時停止されている事由が解消された場合には、再度掲載すること
ができる。 

 
第 11 条 本規約の変更 
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１. 事務局は、必要に応じ、本規約の内容を変更することができる。 
２. 本規約を変更する場合には、消防庁のウェブサイト内の適宜の場所に掲示するものと

する。 
 
第 12 条 反社会的勢力の排除等 
１. 本カタログの利用者は、事務局に対し、本カタログの利用開始時点において、自己及

び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質
的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ、本カタログ
の利用中において該当しないことを保証するものとする。なお、本条において「反社
会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に定
義される暴力団、同法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日
から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜
ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な
要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいうものとす
る。 

２. 本カタログの利用者は、本カタログの利用に関連して自ら又は第三者を利用して以下
の各号に該当する行為を行ってはならない。 

 ⑴ 暴力的な要求行為 
 ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為 
 ⑶ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
 ⑷ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他の利用者及び事務局の信用を毀損し、又は

他の利用者及び事務局の業務を妨害する行為 
 ⑸ その他前各号に準ずる行為 
 
第 13 条 事務局の免責事項 
１. 事務局は、掲載情報の正確性、安全性等について、いかなる保証も行わないものとす

る。 
２. 事務局は、本カタログの提供に関連し又は起因して生じた利用者の損害について、事

務局の故意又は重大な過失によるものである場合を除き、いかなる責任も負わないも
のとする。 

３. 事務局は、本カタログの全部又は一部の提供を、理由のいかんを問わず、いつでも終
了することができる。また、事務局は当該終了に関連しまたは起因して生じた利用者
の損害について、事務局の故意又は重大な過失によるものである場合を除き、いかな
る責任も負わないものとする。 

 
第 14 条 準拠法・裁判管轄 
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本規約の準拠法は日本法とする。本カタログに関連して生じた紛争については、東京地方
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

以上 
 

                            2024年 11 月１日制定 
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２ 救急業務全般に関するフォローアップ 

救急業務に関する取組状況については、地域によって差が生じており、「平成

28 年度救急業務のあり方に関する検討会」において、各地域のフォローアップ

を行い、救急業務のレベルアップにつなげる必要があるとの提言を受けた。この

ことから、平成 29 年度から消防本部をはじめとした関係機関に向けたアンケー

ト調査による実態把握のほか、全国の都道府県及び消防本部を対象として、訪問

によるフォローアップ調査を開始し、平成 29 年度から３年間、令和２年度から

４年間でそれぞれ全国 47都道府県を訪問した。 

その上で、令和５年度の同検討会における提言を踏まえ、引き続き各地域の課

題への対応策について継続したサポートが必要であり、また、各消防本部におけ

る課題や先進事例を共有することにより、諸課題を解決するための施策につなが

るヒントが得られ、全国的な救急業務のより一層のレベルアップに資することを

目的として、令和６年度から３巡目として、４年間で全国 47 都道府県のフォロ

ーアップを実施することとした。 

今年度の実施に当たり、取組内容として以下の項目を掲げた（図表３－２）。 

 

図表３－２ 救急業務に関するフォローアップの今年度の取組内容 
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都道府県（消防防災主管部局・衛生主管部局）及び消防本部等を対象としたア

ンケート調査を実施した。 

 

＜調査概要＞ 

・調 査 名：「救急救命体制の整備・充実に関する調査」及び「メディカルコント 

ロール体制等の実態に関する調査」 

・調査対象：47都道府県（消防防災主管部局、衛生主管部局） 

47都道府県 MC協議会・251地域 MC協議会・720消防本部 

・調査方法：WEBアンケート 

・調査期間：令和６年８月２日～８月 23日（基準日：令和６年８月１日） 

・回 収 率：100％ 

 

    また、今年度は昨年度から感染症に係る調査項目等を一部変更し実施した（図

表３－３）。 

 

図表３－３ アンケート項目 
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① 都道府県連携協議会への参画状況 

都道府県連携協議会に消防本部が「参画している」と回答した都道府県は

97.9％（46 団体）であった。このうち、協議事項の内容について、「移送先の

決定方法」と回答したのは 34.8％（16団体）、「移送協力機関（消防機関、民間

救急、民間タクシー等）の役割分担」と回答したのは 45.7％（21団体）、「移送

時の医師同乗等に関する事項」と回答したのは 10.9％（５団体）、「移送にかか

る費用負担」と回答したのは 15.2％（７団体）、「移送後の消毒や健康管理等」

と回答したのは 17.4％（８団体）、「移送に関連した感染性廃棄物の処理費用負

担」と回答したのは 15.2％（７団体）、「移送に係る感染防止資器材の負担に関

する事項」と回答したのは 13.0％（６団体）、「救急現場で移送対象となる感染

症患者と判明した場合の対応」と回答したのは 17.4％（８団体）であった（図

表３－４）。 

 ほぼ全ての都道府県において、消防本部が都道府県連携協議会に参画し、感

染症患者等の移送に関する協議が行われている。引き続き、関係機関と消防本

部が連携し、移送に係る消防機関の協力等について、必要な協議を行うことが

望まれる。 

 

図表３－４ 都道府県連携協議会への消防本部の参画状況（衛生主管部局回答） 

 

協議事項はどのような内容のものか（複数回答可） 

参画している

97.9％（46団体）

参画していない

2.1％（1団体）

N=47

34.8

45.7

10.9

15.2

17.4

15.2

13.0

17.4

50.0

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

移送先の決定方法(n=16)

移送協力機関（消防機関、民間救急、民間タクシ－等）の役割分担

(n=21)

移送時の医師同乗等に関する事項(n=5)

移送にかかる費用負担(n=7)

移送後の消毒や健康管理等(n=8)

移送に関連した感染性廃棄物の処理費用負担(n=7)

移送に係る感染防止資器材の負担に関する事項(n=6)

救急現場で移送対象となる感染症患者と判明した場合の対応(n=8)

その他(n=23)
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ア タブレットの導入状況 

都道府県単位で、各消防本部（救急隊）へ救急現場や救急車内で使用する

タブレットを導入していると回答した都道府県は 27.7％（13団体）であった

（図表３－５）。 

このうち、タブレットの活用機能について、「搬送実績情報共有機能：救急

隊が入力する搬送実績に係る情報（搬送時刻、受け入れの可否等）を、救急

隊と医療機関の間で共有することで医療機関選定を支援する機能」と回答し

たのは 84.6％（11団体）、「医療機関情報共有機能：医療機関の受入可否情報

を、端末上で確認することで医療機関選定を支援する機能」と回答したのは

61.5％（８団体）、「傷病者情報共有機能：救急隊が入力する傷病者情報（画

像情報等を含む。）を救急隊と医療機関の間で共有することにより、医療機関

側の受入れ体制を支援する機能」と回答したのは 61.5％（８団体）であった

（図表３－６）。 

 

図表３－５ 消防本部へのタブレットの導入状況（都道府県回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３－６ タブレットの活用機能（都道府県回答・複数回答可） 

令和６年度（令和６年８月１日現在） 

61.5

84.6

61.5

30.8

15.4

23.1

7.7

30.8

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

医療機関情報共有機能：医療機関の受入可否情報を、端末上で確認することで医療機関選

定を支援する機能(n=8)

搬送実績情報共有機能：救急隊が入力する搬送実績に係る情報（搬送時刻、受け入れの可

否等）を、救急隊と医療機関の間で共有することで医療機関選定を支援する機能(n=11)

傷病者情報共有機能：救急隊が入力する傷病者情報（画像情報等を含む。）を救急隊と医

療機関の間で共有することにより、医療機関側の受入れ体制を支援する機能(n=8)

緊急度判定支援機能：救急隊が傷病者の観察により得られたバイタルサイン等を端末に入

力することにより、緊急度の判定を支援する機能(n=4)

情報出力機能：救急活動記票や統計資料等の作成を支援する機能(n=2)

活動記録分析機能：救急隊が入力した活動記録のデータと、初診時のデータ等を突合・分

析することにより、事後検証等を支援する機能(n=3)

傷病者情報共有機能：傷病者の診療情報等を医療機関等と連携して共有する機能(n=1)

その他(n=4)

令和６年度（令和６年８月１日現在） 

はい

27.7％(13団体)

いいえ

72.3％(34団体)

N=47
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イ 救急ボイストラの導入状況 

救急ボイストラについては、平成 29 年４月から各消防本部への提供を開

始し、平成 30年１月からは Android版に加え、iOS版も提供を開始している。

令和５年１月１日時点では 94.5％（683 本部）の導入であったのに対し、令

和６年１月１日時点では 95.6％（690本部）に増加した（図表３－７）。 

 

図表３－７ 消防本部における救急ボイストラの導入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年（令和５年１月１日現在） 令和６年（令和６年１月１日現在） 

都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県　導入本部数 全消防本部数

北海道 56 58 滋　賀 7 7
青　森 11 11 京　都 15 15
岩　手 12 12 大　阪 26 26
宮　城 11 11 兵　庫 24 24
秋　田 13 13 奈　良 3 3
山　形 12 12 和歌山 16 17
福　島 11 12 鳥　取 3 3
茨　城 24 24 島　根 9 9
栃　木 12 12 岡　山 13 14
群　馬 11 11 広　島 13 13
埼　玉 27 27 山　口 11 12
千　葉 30 31 徳　島 13 13
東　京 5 5 香　川 9 9
神奈川 22 23 愛　媛 13 14
新　潟 16 19 高　知 12 15
富　山 6 7 福　岡 21 24
石　川 9 11 佐　賀 5 5
福　井 6 9 長　崎 9 10
山　梨 6 10 熊　本 8 12
長　野 13 13 大　分 12 14
岐　阜 20 20 宮　崎 10 10
静　岡 15 16 鹿児島 20 20
愛　知 30 34 沖　縄 18 18
三　重 15 15

合　計 723683

都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県　導入本部数 全消防本部数

北海道 56 58 滋　賀 7 7
青　森 11 11 京　都 15 15
岩　手 12 12 大　阪 26 26
宮　城 11 11 兵　庫 24 24
秋　田 13 13 奈　良 3 3
山　形 12 12 和歌山 16 17
福　島 12 12 鳥　取 3 3
茨　城 24 24 島　根 9 9
栃　木 12 12 岡　山 13 14
群　馬 11 11 広　島 13 13
埼　玉 26 26 山　口 11 12
千　葉 31 31 徳　島 13 13
東　京 5 5 香　川 9 9
神奈川 22 23 愛　媛 14 14
新　潟 17 19 高　知 13 15
富　山 6 7 福　岡 21 24
石　川 9 11 佐　賀 5 5
福　井 7 9 長　崎 8 10
山　梨 6 10 熊　本 9 12
長　野 13 13 大　分 13 14
岐　阜 20 20 宮　崎 10 10
静　岡 16 16 鹿児島 20 20
愛　知 30 34 沖　縄 18 18
三　重 15 15

合　計 690 722
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③ 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準の改正状況 

令和４年度中に傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準の改

正を行ったのは 52.4％（22団体）であったのに対し、令和５年度中に改正を行

ったのは 50.0％（20団体）であった（図表３－８）。 

実施基準を有効なものとして継続するためには、実施基準に基づく傷病者の

搬送及び受入れ実施状況を検証し、適切に実施基準を見直すことが重要であり、

少なくとも１年ごとに、消防機関及び医療機関の双方が有する情報をあわせて

総合的に調査・分析を行い、必要があるときは実施基準の見直しを行うことが

求められる。 

 

図表３－８ 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準の改正の有無 

 

 

 

  

行った

52.4％(22団体)

行ってない

47.6％(20団体)

N=42 

令和４年度 令和５年度 

行った

50.0％(20団体)

行っていない

50.0％(20団体)

N=40

（都道府県回答） 
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④ 救急救命士の資格を有する救急隊員数の推移 

全国で、救急救命士の資格を有する救急隊員数は、令和５年度では 32,767人

であったのに対し、令和６年度では 33,350人に増加した（図表３－９）。 

 

図表３－９ 救急救命士の資格を有する救急隊員数の推移 

（「令和５年版救急・救助の現況」及び「令和６年版救急・救助の現況」より抜粋） 

 

(＊1)ビデオ喉頭鏡とは、「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡」を指す。 
(＊2)ブドウ糖投与とは、「低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」を指す。 
(＊3)CPA 前静脈路確保とは、「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液」を指す。 

 
 

R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6 R5 R6
北海道 2,673 2,655 48.4% 47.8% 90.0% 89.9% 47.7% 47.4% 37.4% 40.7% 79.6% 83.8% 79.4% 83.8%

青森県 552 556 77.2% 77.3% 91.3% 93.0% 75.5% 76.3% 48.4% 55.8% 91.1% 92.8% 91.1% 92.8%

岩手県 468 481 85.0% 87.7% 93.8% 95.0% 84.8% 87.5% 63.5% 66.5% 92.7% 94.8% 92.9% 94.8%

宮城県 516 542 59.7% 59.0% 94.0% 95.4% 59.7% 58.9% 21.9% 31.7% 93.2% 94.3% 93.2% 94.3%

秋田県 438 440 32.4% 33.0% 91.1% 93.0% 32.4% 33.0% 27.4% 28.6% 92.2% 92.5% 92.2% 92.7%

山形県 344 351 27.3% 28.8% 92.4% 93.7% 27.3% 28.8% 0.0% 1.4% 92.4% 93.7% 92.4% 93.7%

福島県 582 603 41.8% 43.3% 95.4% 96.4% 40.9% 43.1% 7.2% 9.0% 93.1% 94.4% 92.6% 94.4%

茨城県 1,085 1,074 61.7% 62.9% 94.4% 91.2% 61.4% 58.8% 0.0% 0.0% 93.0% 94.2% 93.0% 94.0%

栃木県 589 591 52.0% 51.8% 89.6% 89.8% 51.1% 50.6% 15.3% 18.6% 88.6% 89.2% 83.9% 90.0%

群馬県 521 545 22.1% 22.8% 80.6% 82.2% 21.3% 22.6% 14.4% 16.7% 78.5% 80.9% 78.5% 80.6%

埼玉県 1,406 1,459 57.6% 56.8% 93.0% 90.7% 57.6% 56.8% 49.8% 49.9% 92.9% 90.7% 92.9% 90.7%

千葉県 1,315 1,322 51.6% 52.0% 94.1% 92.8% 50.4% 51.9% 23.0% 26.9% 93.4% 90.8% 93.4% 92.4%

東京都 2,180 2,267 25.8% 25.7% 92.5% 96.0% 25.6% 25.6% 9.2% 10.8% 84.2% 90.7% 84.2% 90.7%

神奈川県 1,699 1,753 37.7% 37.1% 93.5% 94.4% 37.3% 36.8% 33.5% 33.6% 93.1% 93.0% 93.1% 93.0%

新潟県 764 793 13.6% 12.9% 96.1% 96.6% 13.6% 12.9% 2.6% 2.5% 96.1% 96.5% 93.1% 96.5%

富山県 274 295 66.1% 59.7% 90.1% 84.4% 65.0% 58.6% 0.0% 2.4% 88.7% 83.4% 88.7% 83.4%

石川県 362 359 35.4% 36.8% 76.5% 76.9% 35.4% 36.8% 0.0% 0.0% 76.5% 78.0% 76.5% 78.0%

福井県 257 252 73.9% 69.8% 98.1% 96.8% 73.9% 69.8% 25.7% 27.0% 98.4% 96.8% 98.4% 96.8%

山梨県 291 313 46.0% 44.7% 90.4% 90.7% 46.0% 44.7% 33.7% 31.3% 90.4% 90.7% 90.4% 90.7%

長野県 749 718 73.0% 74.8% 95.2% 96.9% 72.9% 74.7% 25.0% 37.6% 92.3% 95.7% 92.3% 95.7%

岐阜県 677 720 45.1% 44.4% 86.9% 84.9% 43.9% 44.0% 21.0% 21.3% 68.8% 71.5% 68.8% 71.5%

静岡県 815 840 61.1% 61.5% 94.7% 95.7% 60.4% 61.3% 50.3% 52.1% 89.1% 93.5% 89.1% 93.5%

愛知県 1,648 1,747 26.8% 27.0% 82.5% 81.1% 26.8% 27.0% 1.7% 3.7% 76.4% 75.3% 74.9% 75.3%

三重県 604 603 31.0% 31.3% 91.7% 95.4% 31.0% 31.3% 19.0% 19.2% 93.2% 96.2% 93.2% 96.2%

滋賀県 367 374 40.6% 40.1% 92.9% 91.2% 40.6% 39.8% 0.0% 0.0% 89.4% 88.8% 89.4% 88.8%

京都府 570 568 61.4% 64.6% 92.1% 94.4% 61.4% 64.6% 11.2% 19.2% 91.6% 94.0% 91.6% 94.0%

大阪府 1,776 1,838 64.3% 64.5% 85.3% 85.7% 63.9% 64.1% 49.9% 51.9% 82.7% 83.0% 84.2% 84.6%

兵庫県 1,334 1,345 58.1% 59.7% 86.7% 89.0% 58.1% 59.7% 49.6% 52.4% 85.9% 86.9% 85.9% 87.7%

奈良県 333 345 40.8% 41.4% 93.7% 95.4% 40.8% 41.4% 21.9% 23.8% 93.7% 95.1% 93.7% 95.1%

和歌山県 340 334 79.1% 78.1% 81.5% 82.6% 75.3% 75.1% 0.0% 0.0% 81.2% 82.3% 81.2% 82.3%

鳥取県 210 211 81.9% 82.0% 93.3% 93.4% 81.9% 82.0% 15.2% 18.0% 93.3% 93.4% 93.3% 93.4%

島根県 276 281 54.7% 55.2% 96.4% 97.5% 54.7% 55.2% 50.7% 51.6% 94.6% 95.0% 94.6% 95.0%

岡山県 534 537 72.1% 73.6% 92.9% 93.3% 72.1% 73.6% 46.4% 48.0% 88.6% 90.5% 88.6% 90.5%

広島県 746 744 33.0% 33.1% 90.3% 91.8% 32.8% 33.1% 28.2% 27.4% 89.9% 91.5% 89.9% 91.5%

山口県 409 422 59.4% 59.7% 94.9% 94.5% 59.4% 59.7% 21.8% 33.6% 93.6% 93.4% 93.6% 93.4%

徳島県 240 248 77.1% 75.4% 95.0% 96.0% 77.1% 74.6% 62.9% 65.7% 95.0% 96.0% 95.0% 96.0%

香川県 285 298 78.9% 78.9% 90.5% 91.9% 58.9% 74.8% 63.2% 65.8% 85.6% 88.3% 85.6% 88.3%

愛媛県 401 394 77.6% 78.9% 94.5% 95.4% 76.6% 78.9% 71.3% 72.6% 94.3% 94.9% 94.3% 94.9%

高知県 336 341 91.4% 88.6% 97.9% 97.1% 91.4% 88.6% 4.8% 5.0% 97.9% 97.1% 97.9% 97.1%

福岡県 854 856 42.9% 39.1% 91.5% 91.5% 39.3% 36.9% 0.0% 0.4% 86.7% 86.0% 86.7% 89.1%

佐賀県 235 230 29.4% 33.0% 94.9% 97.4% 29.4% 33.0% 7.7% 11.3% 86.4% 96.1% 86.4% 96.1%

長崎県 369 392 64.2% 64.3% 92.4% 91.8% 63.1% 63.3% 0.0% 0.0% 91.6% 91.1% 92.1% 91.1%

熊本県 482 474 54.6% 52.7% 94.2% 94.9% 54.1% 51.1% 0.0% 4.0% 92.9% 93.2% 92.9% 93.2%

大分県 378 378 46.6% 46.0% 94.4% 93.9% 43.4% 45.5% 40.7% 42.3% 93.7% 93.9% 93.7% 93.7%

宮崎県 262 264 48.5% 48.5% 96.6% 96.2% 48.5% 48.5% 0.0% 0.0% 93.5% 93.6% 93.5% 93.6%

鹿児島県 644 659 61.3% 63.1% 94.7% 94.7% 61.3% 63.1% 45.0% 48.4% 94.3% 93.9% 94.3% 93.9%

沖縄県 577 538 46.4% 45.4% 94.6% 97.0% 41.6% 40.5% 12.1% 17.7% 89.1% 96.7% 89.1% 96.7%

合　計 32,767 33,350 49.9% 49.8% 91.2% 91.6% 49.1% 49.2% 25.7% 28.0% 88.0% 89.3% 87.9% 89.6%

気管挿管（A）
認定割合

薬剤
（アドレナリン）

投与(B)
認定割合

(A)、(B)
両認定割合

ビデオ喉頭鏡
（＊1）
認定割合

ブドウ糖投与
（＊2）
認定割合

CPA前静脈路確保
（＊3）
認定割合

都道府県

救急救命士
有資格者数

（人）
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⑤ 指導救命士の認定状況 

指導救命士を認定している又は擁している都道府県 MC 協議会は、令和４年

度からは 100％（47都道府県 MC協議会）となっている。 

また、指導救命士認定者等の数の合計は、令和５年度では 3,301人であった

のに対し、令和６年度では 3,563人に増加した（図表３－10）。 

 

図表３－10 指導救命士認定者等の数※１（都道府県 MC 協議会回答）

 

※１ 指導救命士認定者等の数（愛知県を除く）については、令和５年度及び令和６年度の「「救急救命体制の整備・充
実に関する調査」及び「メディカルコントロール体制等の実態に関する調査」」における都道府県 MC協議会回答票
に基づいている。 

※２ 岐阜県・愛知県については、認定方法又は名称等が異なるが、指導救命士と同様の役割を果たしている救命士の数
（各年４月１日現在の現在員数）を別途調査し、計上している。 

令和５年８月１日現在 令和６年８月１日現在

No. 都道府県名
指導救命士

認定者等の数（人）
指導救命士

認定者等の数（人）

1 北 海 道 52 65

2 青 森 県 58 67

3 岩 手 県 50 55

4 宮 城 県 46 50

5 秋 田 県 49 49

6 山 形 県 38 39

7 福 島 県 66 76

8 茨 城 県 147 146

9 栃 木 県 61 64

10 群 馬 県 67 75

11 埼 玉 県 219 225

12 千 葉 県 155 174

13 東 京 都 3 20

14 神 奈 川 県 140 155

15 新 潟 県 57 62

16 富 山 県 14 16

17 石 川 県 49 47

18 福 井 県 42 46

19 山 梨 県 45 49

20 長 野 県 61 60

21 岐 阜 県 92 89

22 静 岡 県 70 79

23 愛 知 県 100 140

24 三 重 県 104 90

25 滋 賀 県 41 45

26 京 都 府 63 76

27 大 阪 府 160 169

28 兵 庫 県 132 141

29 奈 良 県 38 41

30 和 歌 山 県 59 68

31 鳥 取 県 34 37

32 島 根 県 44 45

33 岡 山 県 45 53

34 広 島 県 60 80

35 山 口 県 77 85

36 徳 島 県 27 30

37 香 川 県 35 35

38 愛 媛 県 75 81

39 高 知 県 48 54

40 福 岡 県 141 138

41 佐 賀 県 44 50

42 長 崎 県 42 43

43 熊 本 県 124 131

44 大 分 県 63 69

45 宮 崎 県 21 22

46 鹿 児 島 県 63 49

47 沖 縄 県 80 83

合計 47都道府県　3,301人 47都道府県　3,563人

※２ 

※２ 
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⑥ 労務管理の取組状況 

救急隊の労務管理について、「取り組んでいる」と回答した消防本部が令和５

年度は 55.1％（398本部）であったのに対し、令和６年度は 59.0％（425本部）

であった。「今後取り組む予定である（検討中含む）」と回答した消防本部は令

和５年度と変わらず 20.8％（150本部）であった。 

このうち取組内容については、「日勤救急隊の運用」は 22.4％（95本部）、「救

急隊の増員（４名配置）（３名で出動し１名は残留し帰署後、交代など）」は 9.6％

（41本部）、「消防隊との入れ替え（ジョブローテーション）」は 41.2％（175本

部）、「救急隊の入れ替え（出動件数の多い隊と少ない隊の標準化）」は 24.5％

（104本部）、「病院やコンビニでの休憩や買い物を可とする」は 30.6％（130本

部）、「出動過多による休憩時間を確保し一時的に出動不能時間とする」は

19.5％（83 本部）、「累積出動時間や累積出動距離による隊員の入れ替え」は

23.3％（99本部）、「署などに救急隊を２隊配置しローテーションでの出動」は

23.1％（98本部）、「転院搬送など専任の救急隊配置」は 6.6％（28本部）、「救

急隊の増隊」は 13.4％（57本部）であった（図表３－11）。 

 

図表３－11 救急隊の労務管理についての取組を実施しているか 

（消防本部回答） 

 

                      

                   

 

 

 

 

 

 

救急隊の労務管理についての取組内容 

（消防本部回答・複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組んでいる

59.0％(425本部)

今後取り組む予定で

ある（検討中含む）

20.8％(150本部)

取り組む予定はない

19.7％(142本部)

以前は取り組んでいたが、

現在は取り組んでおらず、

取り組む予定もない

0.4％(3本部)

N=720

22.4

9.6

41.2

24.5

30.6

19.5

23.3

23.1

6.6

13.4

10.4

 0%  10%  20%  30%  40%  50%

日勤救急隊の運用 (n=95)

救急隊の増員（４名配置）（３名で出動し１名は残留し帰署後、交代など）(n=41)

消防隊との入れ替え（ジョブローテーション）(n=175)

救急隊の入れ替え（出動件数の多い隊と少ない隊の標準化）(n=104)

病院やコンビニでの休憩や買い物を可とする(n=130)

出動過多による休憩時間を確保し一時的に出動不能時間とする(n=83)

累積出動時間や累積出動距離による隊員の入れ替え(n=99)

署などに救急隊を２隊配置しローテーションでの出動(n=98)

転院搬送など専任の救急隊配置(n=28)

救急隊の増隊(n=57)

その他(n=44)

令和５年度 

取り組んでいる

55.1％(398本部)

今後取り組む予定で

ある（検討中含む）

20.8％(150本部)

取り組む予定はない

23.3％(168本部)

以前は取り組んでいたが、

現在は取り組んでおらず、

取り組む予定もない

0.8％(6本部)

N=722

令和６年度 
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令和５年度（令和５年８月１日現在） 

⑦ 過去に救急企画室が発出した通知等の実施状況 

ア 外国人傷病者に円滑に対応するための消防機関における取組の推進

について 

「令和元年度救急業務のあり方に関する検討会」の中で、外国人傷病者対

応について検討し、その結果を踏まえて、「外国人傷病者に円滑に対応するた

めの消防機関における取組の推進について」（令和２年３月 27 日付け消防救

第 82号消防庁救急企画室長通知）を発出し、各消防本部における取組を推進

している。 

傷病者と外国語での円滑なコミュニケーションを図るための取組について

「実施している」と回答した消防本部が令和５年度は 95.2％（687本部）で

あったのに対し、令和６年度は 95.8％（690 本部）であった。外国人傷病者

の対応が可能な医療機関については、「把握している」と回答した消防本部が

令和５年度は 23.4％（169 本部）であったのに対し、令和６年度は 22.9％

（165 本部）であった。外国人傷病者を受入れる医療機関の情報を取りまと

めたリストについては「活用している」と回答した消防本部が令和５年度は

6.1％（44 本部）であったのに対し、令和６年度は 5.8％（42 本部）であっ

た（図表３－12）。 

外国人傷病者との円滑なコミュニケーションを図るための取組はほとんど

の消防本部で行われているが、外国人傷病者の対応が可能な医療機関等の把

握状況については十分と言えないことが確認されたことから、地域の実情を

十分踏まえながら、必要な取組を行うことが望まれる。 

 

図表３－12 外国人傷病者に円滑に対応するための取組について（消防本部回答） 

 

傷病者と外国語での円滑なコミュニケーションを図るための取組を実施しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度（令和６年８月１日現在） 

実施している

95.8％(690本部)

実施していない

4.2％(30本部)

N=720

実施している

95.2％(687本部)

実施していない

4.8％(35本部)

N=722
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令和５年度（令和５年８月１日現在） 

令和５年度（令和５年８月１日現在） 

把握している

23.4％(169本部)

把握していない

76.6％(553本部)

N=722

活用している

6.1％(44本部)

知っているが、活用は

していない

56.0％(404本部)

知らないし、活用していない

38.0％(274本部)

N=722

外国人傷病者の対応が可能な医療機関を把握しているか 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人傷病者を受入れる医療機関の情報を取りまとめたリストを活用しているか 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度（令和６年８月１日現在） 

令和６年度（令和６年８月１日現在） 

把握している

22.9％(165本部)

把握していない

77.1％(555本部)

N=720

活用している

5.8％(42本部)

知っているが、活用

はしていない

55.8％(402本部)

知らないし、活用していない

38.3％(276本部)

N=720
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令和５年度（令和５年８月１日現在） 令和６年度（令和６年８月１日現在） 

イ 119 番通報時及び救急現場における緊急度判定の導入の推進につい

て 

「令和元年度救急業務のあり方に関する検討会」の中で、緊急度判定の導

入の推進を目的として、モデル地域における実施・検証の上、「緊急度判定の

導入及び運用手引書」の作成等を行った。その上で、この手引書を有効に活

用しながら、緊急度判定の導入の推進に努めるよう、「119番通報時及び救急

現場における緊急度判定の導入の推進について」（令和２年３月 27 日付け消

防救第 84号消防庁救急企画室長通知）を発出した。 

令和５年度は、119 番通報時に緊急度判定を「実施している」と回答した

消防本部は 52.9％（382本部）であったのに対し、令和６年度は 65.6％（472

本部）、「未実施だが、実施を検討している」と回答した消防本部が令和５年

度は 10.1％（73本部）であったのに対し、令和６年度は 6.1％（44本部）、

「未実施であり、実施を検討していない」と回答した消防本部が令和５年度

は 37.0％（267本部）であったのに対し、令和６年度は 28.3％（204本部）

であった。また、救急現場で緊急度判定を「実施している」と回答した消防

本部は 67.6％（487本部）であった（図表３－13）。 

緊急度判定を実施している消防本部は、119 番通報時では、令和５年度の

52.9％から、令和６年度は 65.6％へと増加し、救急現場では、令和５年度の

65.4％から、令和６年度は 67.6％へと増加している。未導入の消防機関にあ

っては、消防庁から発出された「緊急度判定の導入及び運用手引書」も有効

に活用し、導入に向けて前向きな検討を開始することが望ましい。 

 

図表３－13 119番通報時及び救急現場での緊急度判定の導入について（消防本部回答） 

 

 119番通報時の緊急度判定導入率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施している

65.6％(472本部)

未実施だが、実施を

検討している

6.1％(44本部)

未実施であり、実施

を検討していない

28.3％(204本部)

N=720

実施している

52.9％(382本部)

未実施だが、実施を

検討している

10.1％(73本部)

未実施であり、実施

を検討していない

37.0％(267本部)

N=722 
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令和５年度（令和５年８月１日現在） 令和６年度（令和６年８月１日現在） 

救急現場での緊急度判定導入率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の実施について 

「平成 30年度救急業務のあり方に関する検討会」の中で、高齢者からの救

急要請が増加する中、救急隊が傷病者の家族等から心肺蘇生の中止を求めら

れる事案が生じていることについて検討し、その結果を踏まえて、「「平成 30

年度救急業務のあり方に関する検討会 傷病者の意思に沿った救急現場にお

ける心肺蘇生の実施に関する検討部会」報告書について」（令和元年 11 月８

日付け消防救第 205号消防庁救急企画室長通知）を発出した。 

傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の実施に関する取組につ

いて、傷病者は心肺停止状態であるが、家族等の関係者から傷病者本人が心

肺蘇生を望んでいないとの意思を示された場合について、何らかの対応方針

を「定めている」と回答した消防本部が令和５年度は 69.8％（504本部）で

あったのに対し、令和６年度は 72.2％（520本部）と増加した。 

令和６年度に「定めている」と回答した 520本部のうち、定めている内容

として「家族等から傷病者本人の心肺蘇生を拒否する意思表示が伝えられた

場合、医師からの指示など一定の条件のもとに、心肺蘇生を実施しない、又

は中断することができる」と回答した消防本部が 62.1％（323 本部）であっ

た（図表３－14）。 

令和元年度の検討部会の報告書等を参考として、引き続き、各地域におけ

る議論が進むことが望まれる。また、消防庁には、各地域の取組状況を踏ま

えつつ、引き続き知見の蓄積を進めていくことが望まれる。 

 

 

 

実施している

67.6％(487本部)

未実施だが、実施

を検討している

7.2％(52本部)

未実施であり、実施

を検討していない

25.1％(181本部)

N=720

実施している

65.4％(472本部)

未実施だが、実施

を検討している

9.0％(65本部)

未実施であり、実施

を検討していない

25.6％(185本部)

N=722

153



 

令和６年度（令和６年８月１日現在） 

定めている

69.8％(504本部)

定めていない

30.2％(218本部)

令和６年度（令和６年８月１日現在） 

図表３－14 心肺蘇生を望んでいないとの意思を示された場合に何らかの対応方針を 

定めているか及び定めていればその内容について（消防本部回答） 

 

対応方針を定めているか 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針の内容について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度（令和５年８月１日現在） 

家族等から傷病者本人の

心肺蘇生を拒否する意思

表示が伝えられた場合、

医師からの指示など一定

の条件のもとに、心肺蘇

生を実施しない、又は中

断することができる

58.1％(293本部)

家族等から傷病者本人の

心肺蘇生を拒否する意思

表示が伝えられても、心

肺蘇生を実施しながら医

療機関に搬送する

36.1％(182本部)

その他

5.8％(29本部)

令和５年度（令和５年８月１日現在） 

N=722 

N=504 

定めている

72.2％(520本部)

定めていない

27.8％(200本部)

N=720

家族等から傷病者本人の

心肺蘇生を拒否する意思

表示が伝えられた場合、

医師からの指示など一定

の条件のもとに、心肺蘇

生を実施しない、又は中

断することができる

62.1％(323本部)

家族等から傷病者本人の

心肺蘇生を拒否する意思

表示が伝えられても、心

肺蘇生を実施しながら医

療機関に搬送する

32.9％(171本部)

その他

5.0％(26本部)

N=520
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エ 救急業務におけるメディカルコントロール体制の更なる充実強化に

ついて 

「令和２年度救急業務のあり方に関する検討会」の中で、オンラインメデ

ィカルコントロール、事後検証及び生涯教育に関する現状の課題と解決策並

びにメディカルコントロール体制に係る PDCA の取組等を検討し、その結果

を踏まえて、「救急業務におけるメディカルコントロール体制の更なる充実強

化について」（令和３年３月 26 日付け消防救第 97 号消防庁救急企画室長通

知）（以下「令和３年３月 26日通知」という。）を発出した。 

令和５年度は、令和３年３月 26日通知において示したように、メディカル

コントロール体制の PDCAのための評価指標を「設定している」と回答した地

域 MC協議会は 6.0％（15団体）、「指標は設定していないが、救急活動に関す

る統計等の情報集約や分析は行っている」と回答した地域 MC協議会は 56.0％

（140 団体）、「指標は設定しておらず、救急活動に関する統計等の情報集約

や分析も行っていない」と回答した地域 MC協議会は 38.0％（95団体）であ

ったのに対し、令和６年度は、メディカルコントロール体制の PDCAのための

評価指標を「設定している」と回答した地域 MC協議会は 8.0％（20団体）と

増加し、「指標は設定していないが、救急活動に関する統計等の情報集約や分

析は行っている」と回答した地域 MC協議会は 57.0％（143団体）と増加し、

「指標は設定しておらず、救急活動に関する統計等の情報集約や分析も行っ

ていない」と回答した地域 MC協議会は 35.1％（88団体）であった。 

令和５年度、事後検証結果に基づき必要に応じて救急活動プロトコルの「見

直しを行っている」と回答した地域 MC協議会は 66.0％（165団体）、「見直し

は行っていない」と回答した地域 MC協議会は 34.0％（85団体）であったの

に対し、令和６年度は、「見直しを行っている」と回答した地域 MC 協議会は

65.7％（165 団体）、「見直しは行っていない」と回答した地域 MC 協議会は

34.3％（86団体）であった（図表３－15）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155



 

指標を設定している

6.0％(15団体)

指標は設定していない

が、救急活動に関する

統計等の情報集約や分

析は行っている

56.0％(140団体)

指標は設定しておら

ず、救急活動に関する

統計等の情報集約や分

析も行っていない

38.0％(95団体)

図表３－15 救急業務におけるメディカルコントロール体制の更なる充実強化につい     

      て（地域 MC 協議会回答）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

見直しを行っている

66.0％(165団体)

見直しは行っていない

34.0％(85団体)

令和６年度（令和６年８月１日現在） 

 

令和３年３月 26 日通知において示したように、メディカルコントロール体制の

PDCAのための評価指標を設定しているか 

令和５年度（令和５年８月１日現在） 

事後検証結果に基づき必要に応じて救急活動プロトコルの見直しを行っているか 

 

令和５年度（令和５年８月１日現在） 令和６年度（令和６年８月１日現在） 

N=250 

N=250 

指標を設定している

8.0％(20団体)

指標は設定していない

が、救急活動に関する

統計等の情報集約や分

析は行っている

57.0％(143団体)

指標は設定しておら

ず、救急活動に関する

統計等の情報集約や分

析も行っていない

35.1％(88団体)

N=251

見直しを行っている

65.7％(165団体)

見直しは行っていない

34.3％(86団体)

N=251
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令和６年度（令和６年８月１日現在） 令和５年度（令和５年８月１日現在） 

オ 救急安心センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について 

令和２年度に開催した、「♯7119 の全国展開に向けた検討部会」及び「令

和２年度救急業務のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、「救急安心

センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について」（令和３年３月 26

日付け消防救第 94号消防庁救急企画室長通知）を発出した。 

♯7119を実施している地域は、フォローアップ実施前の平成 28年の 11団

体から 22団体増加し、令和６年８月１日時点で 33地域である。 

令和６年度は、「都道府県単位で実施している」と回答した団体は、都道府

県消防防災主管部局、都道府県衛生主管部局ともに 55.3％（26団体）、「一部

自治体で実施している」と回答した団体は都道府県消防防災主管部局、都道

府県衛生主管部局ともに 14.9％（７団体）で、令和５年度と比較し、いずれ

も増加している。「実施予定はない」と回答した団体は、都道府県消防防災主

管部局が 2.1％（１団体）、都道府県衛生主管部局が 10.6％（５団体）であっ

た（図表３－16）。 

♯7119の全国展開を目指すためには、管内に未実施地域を有する都道府県

を中心に引き続き働きかけを行い、♯7119の更なる推進に取り組む必要があ

る。 

 

図表３－16 ＃7119 の検討状況（都道府県回答） 

 

消防防災主管部局回答 

 

  
22 都道府県で実施 33 都道府県で実施 

都道府県単位で

実施している

31.9％(15団体)

一部自治体で

実施している

12.8％(6団体)

♯7119以外の電話番号

で電話相談を実施して

いる

10.6％(5団体)

実施予定

8.5％(4団体)

実施に向けて検討中

6.4％(3団体)

実施の是非につい

て検討中（検討見

込み）

25.5％(12団体)

実施予定はない

4.3％(2団体)

N=47 都道府県単位で

実施している

55.3％(26団体)

一部自治体で実施し

ている

14.9％(7団体)

実施予定

8.5％(4団体)

実施に向けて

検討中

6.4％(3団体)

実施の是非につい

て検討中（検討見

込み）

12.8％(6団体)

実施予定はない

2.1％(1団体)

N=47
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令和５年度（令和５年８月１日現在） 令和６年度（令和６年８月１日現在） 

都道府県単位で実施

している

31.9％(15団体)

一部自治体で実施し

ている

14.9％(7団体)

♯7119以外の電話番号で

電話相談を実施している

12.8％(6団体)

実施予定

6.4％(3団体)

実施に向けて検討中

6.4％(3団体)

実施の是非について

検討中（検討見込

み）

17.0％(8団体)

実施予定はない

10.6％(5団体)

衛生主管部局回答 

 

 

 

N=47 

22 都道府県で実施 33 都道府県で実施 

都道府県単位で実施

している

55.3％(26団体)

一部自治体で実施

している

14.9％(7団体)

実施予定

8.5％(4団体)

実施に向けて検討中

4.3％(2団体)

実施の是非について

検討中（検討見込

み）

8.5％(4団体)

実施予定はない

8.5％(4団体)

N=47
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個別訪問は以下の進め方で行った。 

・消防庁と都道府県で連携し、各消防本部における救急業務の取組状況を把握す

る。 

・把握する方法として、個別訪問前調査票の作成を各訪問先消防本部へ依頼し、

回答結果を得ることにより状況を把握する（図表３－20）。 

 

図表３－17 個別訪問前調査票（一部抜粋） 

 

 

・前回（令和２年度～令和５年度）実施した当該都道府県フォローアップ時との

比較や個別訪問前調査票の結果から分かる取組状況、要因分析した結果（課題

及びその対応策）を検討した上で、都道府県消防防災主管部局と消防庁が共同

で消防本部を訪問する。なお、都道府県衛生主管部局の職員にも同行を依頼し、

医療との連携が必要な課題の共有を図る（図表３－21）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○県 消防本部名 消防本部名 消防本部名

令和５年度調査結果又は令和５年救
急救助の現況に用いた数値 ○○消防本部 △△消防本部 □□消防本部

123,214,261人
（令和２年国勢調査）

1,000,000人 500,000人 250,000人 200,000人

導入済み ○○ － －

○○ ○○ － －

14団体（29.8％） 未策定 未策定 策定済み 未策定

7.4% 10.0% 10.0% 9.0% 11.0%

5,359 50 20 10 15
5,339 49 20 10 15
99.6% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0%
5,010 49 19 10 15
93.5% 98.0% 95.0% 100.0% 100.0%
32,767 300 100 60 50
16,351 160 100 50 40
49.9% 53.3% 100.0% 83.3% 80.0%
8,411 80 30 20 10
25.7% 26.7% 30.0% 33.3% 20.0%
29,895 270 130 100 70
91.2% 90.0% 130.0% 166.7% 140.0%
28,841 250 100 70 50
88.0% 83.3% 100.0% 116.7% 100.0%
28,788 260 90 60 30
87.9% 86.7% 90.0% 100.0% 60.0%

30 10 5 4

50 10 5 4

50 10 5 4

5 有

ビ デ オ 喉 頭 鏡

全　国
　

令和５年度調査結果及び
令和５年救急救助の現況数値

傷 病 者 の 搬 送 及 び 受 入 れ 実 施 基 準 の 更 新

ICTの
導入状況

救急業務においてシステムやアプリなどのツールを使用していますか。
　例：現場においてタブレット等に入力した内容を報告書へ反映するシステム
　例：医療機関の受入れ可否状況が確認できるシステム。
　例：医療機関への収容依頼を行うアプリ

《時点》
※１　令和４年中
※２　令和５年４月１日
最新の情報があれば更新可能（令和５年４月１日以外の場合、時点を記入）

人口（消防本部は管轄人口を入力して下さい。）

2
転院搬送
関連

転院搬送ガイドライン策定

転院搬送割合※１

1
☆

救急業務においてシステムやツールを使用している場合は、名称及び具体的
な使用方法等をご記載ください。（システム名称・使用方法）
※使用していない場合は無回答でかまいません、。

救 命 士 運 用 隊

3

47都道府県
3,301人

常 時 運 用 隊

4

救急救命士
運用状況
※２

救　急　隊　数

救急救命士
資格認定状況

※２

救　命　士　総　数

※
資格者の割合は、
救急隊員のうちの
救命士数を分母と
し計算している。

気 管 挿 管

ア ド レ ナ リ ン 投 与

ブ ド ウ 糖 投 与

Ｃ Ｐ Ａ 前 静 脈 確 保

指導救命士
認定状況
※２

Ｍ Ｃ 別 認 定 数

研 修 修 了 者

認 定 者
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図表３－18 フォローアップ調査の進め方 イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県消防防災主管部局及び衛生主管部局の担当者から、重点課題等に関

する取組状況を聴取するとともに、各消防本部に対するフォローアップ方針を

確認した後、消防庁が主体となって消防本部を訪問。令和６年度は、12府県 39

消防本部を訪問した（図表３－22）。 

    

 

図表３－19 令和６年度個別訪問先一覧 

 

 

 

 

№ 都道府県 訪問日 訪問消防本部 № 都道府県 訪問日 訪問消防本部

四日市市消防本部 郡山地方広域消防組合消防本部

伊勢市消防本部 福島市消防本部

松阪地区広域消防組合消防本部 会津若松地方広域市町村圏組合消防本部

伊万里・有田消防組合消防本部 日立市消防本部

佐賀広域消防局 水戸市消防局

鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部 笠間市消防本部

盛岡地区広域消防組合消防本部 峡北広域行政事務組合消防本部

大船渡地区消防組合消防本部 甲府地区広域行政事務組合消防本部

陸前高田市消防本部 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部

一関市消防本部 豊橋市消防本部

川越地区消防局 尾三消防本部

上尾市消防本部 名古屋市消防局

さいたま市消防局 春日井市消防本部

奈良市消防局 小牧市消防本部

生駒市消防本部 京都市消防局

奈良県広域消防組合消防本部 宇治市消防本部

那覇市消防局 福知山市消防本部

豊見城市消防本部 大阪市消防局

石垣市消防本部 泉州南消防組合

堺市消防局

12月4日～5日

1 三重県 10月3日～4日

8 茨城県 11月28日～29日2 佐賀県 10月17日～18日

9 山梨県

11月28日～29日

12月16日～17日

12月18日～19日

大阪府 1月16日～17日

7 福島県

12

4 埼玉県 10月30日～31日

11月19日～20日

愛知県10

京都府11

6 沖縄県

5 奈良県 11月14日～15日

3 岩手県 10月24日～25日
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ア クラウド型 12誘導心電図伝送システム（埼玉県上尾市消防本部） 

 

【背景】 

    ST 上昇型急性心筋梗塞(STEMI)は可及的速やかな経皮的冠動脈インターベンシ

ョン(PCI）施行が望ましく、傷病者の病院到着から治療開始までの時間である Door 

to balloon time(DTBT)を短くする事が重要である。また、一般社団法人日本循環

器学会から発行されている「急性冠症候群ガイドライン」では、救急隊の対応と

して 12 誘導心電図の記録、搬送先医療機関への通知が推奨されている。 

上尾市消防本部では、心疾患の傷病者を適切な医療機関に早期に搬送するとと

もに、DTBTを短縮するため、平成 29年からクラウド型 12誘導心電図伝送システ

ムを上尾中央総合病院から借用して導入している。 

   

【クラウド型 12誘導心電図伝送システムについて】 

上尾市消防本部が導入しているクラウド型 12誘導心電図伝送システムは、コン

パクトで持ち運びが容易、操作が簡単であり、現場で 12誘導心電図を測定するこ

とができる。また、傷病者の心電図データをモバイル端末を通してクラウドサー

バーに送り、それを医師が確認できるため、迅速な診断が可能となる。また、継

続的な測定が可能で、複数の医療従事者が同時にデータを閲覧することもできる。 

また、心電図を現場から伝送することで専門医による早期診断が可能となるた

め、緊急性や病態に応じて、治療に適した病院への搬送が行える。 

埼玉県中央地域メディカルコントロール協議会管内においては、ドクターカー連

携時を含め、６病院に心電図の伝送が行える体制となっている。 
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【導入効果】 

平成 29 年４月から令和６年３月の間に、上尾中央総合病院に搬送された ST 上

昇型心筋梗塞を解析したデータでは、クラウド型 12誘導心電図伝送システムを使

用した事案では、使用しなかった事案と比べ、血流再開まで約４分の短縮が図れ

た。医療機関側は傷病者が病院に到着する前から処置の準備を行うことが出来る

ため、病院到着から治療開始までの時間が短縮され、傷病者の予後改善が期待で

きる。 

また、上尾市消防本部では心電図を伝送した事案について、後日医師から診断

結果等のフィードバックを受けており、救急隊員のスキルアップにもつながって

いる。 

      

 

【今後の課題・展望】 

    上尾市消防本部では９隊の救急隊を運用しており、病院から３台の伝送システ

ムを借用してローテーションで使用している。住民に均一な救急サービスを提供

するため、全隊へのシステム導入を目指している。 
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イ 奈良県救急医療管制システム（奈良県） 

 

【背景】 

    奈良県では、平成 18 年、19 年と２年続けて傷病者死亡に至る搬送困難事案が

発生するなど、受入先医療機関の決定に時間がかかる事案が頻発し、全国平均に

比べ搬送時間が大幅に延伸するなど、消防機関と医療機関との連携が十分機能し

ていない状態が続いていた。 

さらに、重症事案について、１回の受入れ照会で搬送先医療機関が決定した割

合や、搬送先医療機関の決定までに４回以上の受入れ照会を要した割合が全国平

均に比べ著しく悪かったことから、奈良県では、救急隊の現場滞在時間の短縮及

び適切な病院選定を目的とした、消防機関と医療機関とのマッチングを促進する

システムである、「奈良県救急医療管制システム」を開発し、平成 23 年から県下

全消防本部で運用している。 

 

 

【奈良県救急医療管制システムについて】 

    奈良県救急医療管制システムは、救急医療の「全体最適化」と「医療の質の向

上」を目指して開発され、救急搬送実施基準（奈良県傷病者の搬送・受入れの実

施に関する基準）をシステム化し、それに基づく緊急度判定機能を有しており、

救急隊及び搬送候補先医療機関に配備されたタブレット端末を使用して、傷病者

情報を入力・共有すると同時に、病院のリアルタイムな応需情報の共有を自動的

に行うシステムであり、以下のような運用がされている。 

 

① 傷病者のバイタル情報をタブレット端末に入力すると、システムが緊急度を判

定する。緊急度と観察結果等も踏まえた最終的な症状に対して、対応可能な医療

機関が現場に近い順に表示され、原則、近い順に照会を行う。 

② 救急隊が入力した情報を搬送候補先医療機関のタブレット端末に伝達するこ

とで、電話での受入交渉を円滑にする。（伝達されたデータを基に、病院側から
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受入可否の意思表示ができる機能も搭載） 

③ 受入交渉結果を救急隊が入力し、救急隊で共有することで、搬送候補先医療機

関から提供されている応需情報の一層のリアルタイム化を促進する。 

④ 搬送先医療機関に搬送患者の予後情報など（診断名や転帰及び実施検査など）

を入力してもらい、搬送救急隊がその情報を振り返りに活用することを可能にし

ている。また、県内救急搬送全体の状況を把握し、施策立案の基礎データとして

活用も可能。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【導入効果】 

奈良県救急医療管制システム導入後から搬送先医療機関決定率が改善しており、

特に重症事案における搬送先医療機関決定率は平成 26 年から右肩上がりに上昇

している。 

また、県下の救急搬送状況をリアルタイムに把握することができるとともに、

システムデータの分析を通じて、救急搬送実施基準等に関する PDSA（Plan Do 

Study Act）サイクルを循環させ、結果として同実施基準等の改善に寄与すること

ができる。 
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【今後の課題・展望】 

運用開始からの経過年数に伴い、導入背景やシステムの適正な操作についての

知識の希薄化が進んでいることから、知識を継承するために搬送先候補医療機関

や消防機関に対する定期的な操作説明会や意見交換会を開催し、理解を深める必

要がある。また、蓄積されたデータを活用して、救急業務のさらなる質の向上や

救急搬送実施基準の継続的な改善を行うことが重要である。 

さらに、今後の展望として、奈良県メディカルコントロール協議会が中心とな

って運用している口頭指導検証システムやデジタル検証システムを救急医療管制

システムと統合させることで、CPA 事案や非 CPA 事案における入電から予後まで

のデータを統一させ、一元的な検証を可能にすることにより、救急業務のさらな

る質の向上を目指している。 

 

     今年度は、12 府県 39 消防本部に個別訪問調査を実施し、各地域における、

救急需要増加対策や労務負担軽減に向けた取組など、様々な課題に対する取組

状況等について把握するとともに、各地域の課題への対応策について消防庁が

助言等を行いサポートすることにより、全国的な救急業務のより一層のレベル

アップを図ることができた。 
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